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市民課長 森 口 雅 志  文化スポーツ課長 妹 尾 智 行 
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（午前１０時 開会） 
○香川良平委員長 ただいまから、民生常

任委員会を開会します。 
 本日の委員会記録署名委員は、藤浦委員

を指名します。 
 先日に引き続き、議案第１号所管分及び

議案第９号所管分の審査を行います。 
 先日の藤浦委員の２回目の質問に対す

る答弁を求めます。 
 浅尾課長。 
○浅尾保健福祉課長 ２回目のご質問、保

健福祉課に係ります４点のご質問のうち、

３点について答弁をさせていただきます。 
 まず、５番目のご質問で、孤立・貧困の

取組、また、災害ボランティアの取組とい

うことでございました。 
 社会的孤立や貧困をつくらないまちづ

くりに向けましては、社会福祉協議会のみ

ならず、生活支援課や教育委員会など様々

な支援関係者が関わり、継続的な支援を行

っていくことが重要であると考えており

ます。 
 現在取組を進めております重層的支援

体制の整備におきまして、制度のはざまに

おられる方の支援、自ら声を上げることが

難しい方の支援につきましては、大きなテ

ーマの一つであるというふうに考えてお

りまして、支援体制整備の議論の中で具体

的な取組へとつなげてまいりたいと考え

ております。 
 それから、災害ボランティアセンターに

ついてでございますけれども、災害時にボ

ランティア活動が有効に機能するために

は、平時のボランティア活動におけるネッ

トワークづくり、ノウハウの蓄積、顔の見

える関係性づくりが大変重要になるとい

うふうに考えております。日々のボランテ

ィアセンターの取組をさらに活発化して

いくことで、防災時のボランティア活動に

充実、さらには災害ボランティアセンター

の設置につなげることができるよう、社会

福祉協議会や防災危機管理課などと引き

続き検討を行ってまいりたいと考えてお

ります。 
 ６番目のご質問で、民生委員の確保の問

いでございました。これまでも民生委員の

方々とは意見交換も行いながら、負担軽減

に向けた取組として、出席する会議の精査

ですとか、イベントの効率化、省力化など

に取り組んでまいりました。また、より多

くの民生委員を確保することが、結果とし

てお一人お一人の負担軽減につながるこ

とから、就労されている方でも民生委員を

担っていただきやすい環境の整備などの

対応についても意見交換を行い、検討を進

めてまいりたいというふうに考えており

ます。 
 １５番目のご質問でございました、帯状

疱疹ワクチンの定期接種のお問いでござ

います。帯状疱疹予防ワクチン接種につき

ましては、現在のところ定期予防接種の対

象疾病とはなっていない状況でございま

して、希望される方の任意接種となるため、

接種費用につきましては自己負担をいた

だくこととなります。現在、国によって定

期接種化の議論を行っているワクチンに

ついて、この中に帯状疱疹予防ワクチンが

入ってございます。 
 そのような検討状況でございますので、

令和５年度につきまして助成を予定して

いるわけではございませんけれども、本市

としましても、国の動向を今後も注視して

まいりたいと考えているところでござい

ます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 荒井理事。 
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○荒井保健福祉部理事 質問番号２２番、

健康せっつ２１推進事業についてのご質

問にお答えいたします。 
 摂津市の健康施策は、ご承知のとおり、

健康増進計画「まちごと元気！健康せっつ

２１」に基づき実施しております。ＳＴＯ

Ｐ ＭＩキャンペーンやＣｈｅｃｋＦＡ

ＳＴなどの啓発事業、また、ウォーキング

コースや健康遊具の設置、健幸マイレージ

など、特色のある取組も進めてまいりまし

た。令和５年度から第３次となる計画の策

定に取りかかってまいりますが、これまで

の取組を振り返り、まさに藤浦委員がおっ

しゃった、結果の出せる取組を進めていく

ことが重要であると考えております。 
 第２次計画期間内において、やはり大き

な変化は健都の誕生でございます。ハード

の整備がほぼ完了し、令和４年度から産学

官民の連携についての動きが加速してお

ります。国立循環器病研究センターや国立

健康・栄養研究所といった研究機関との連

携協力により、市民の皆さんの現状を深く

分析し、その結果を踏まえて健康寿命の延

伸に向けた有効性の高い事業を展開して

いきたいと考えております。 
○香川良平委員長 次に、細井参事。 
○細井高齢介護課参事 高齢介護課に係

る３点でございます。 
 まず、７番目のご質問です。 
 ライフサポーター業務の体制強化につ

きましては、平成２８年度に２名の増員に

より現行体制で実施しておりますが、２０

２５年問題が目前に迫る中、見守りを必要

とする方が今後さらに増加すると認識し

ております。令和５年度も引き続き５名体

制と考えておりますが、このような状況も

踏まえまして、見守りをより一層進めてい

く上での効果的な取組について、体制の在

り方を含め、高齢者施策全体の中で検討し

てまいりたいと考えております。 
 次に、８番目、加齢性難聴でございます。

令和２年度、国の研究機関において、適切

に補聴器を導入することで認知症の発生

を軽減する可能性があるとの報告がされ

ているものの、難聴との因果関係について

は判明しておらず、国において引き続き補

聴器による認知機能の低下と予防効果を

検証するための研究が行われている状況

でございます。 
 結果につきましては、令和４年度中に取

りまとめた後、公表される予定となってお

りますので、こちらの動向を注視しつつ、

令和３年度より行っております助成制度

創設について国への要望を続けてまいり

たいと考えております。また、大阪府下で

は、令和４年１月より制度を創設された貝

塚市のほか、令和５年度より泉大津市が実

施を予定していると聞いておりますので、

こちらの先進事例での効果なども情報収

集について努めてまいりたいと考えてお

ります。 
 次に９番目、民間賃貸住宅家賃助成でご

ざいます。高齢者世帯民間賃貸住宅の家賃

上限額は、国の住宅・土地統計調査におけ

る、高齢者が生計中心である世帯の家賃平

均額、６５歳以上世帯の１か月当たりの家

賃、摂津市におきましては４万６，２０７

円、こちらの額を参考に設定しており、現

段階では制度の拡充は考えておりません。 
 しかしながら、本制度は高齢者が安心し

て住み続ける上での生活の基盤となる住

まいの確保策と重要な取組であると考え

ておりますので、今後もできる限り継続し

ていきたいと考えております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 次に、飯野課長。 
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○飯野障害福祉課長 障害福祉課に係り

ます、１１番目の障害者への合理的配慮の

提供に関する市職員への取組でございま

す。 
 平成２８年に障害者差別解消法が施行

され、地方自治体に障害者への合理的配慮

の提供が義務づけられました。それを受け

まして、障害者に対する不当な差別的取扱

いの禁止や合理的配慮の提供について定

める、「摂津市における障害を理由とする

差別を解消するための職員対応要領」を制

定いたしまして、平成２９年には職員研修

を開催し、周知と徹底を図ってまいりまし

た。その後は、新規採用職員に対する人権

研修の一環として研修を実施しておりま

すが、近年では全庁的な研修を開催できて

おりません。 
 合理的配慮の提供を含め、障害者に対す

る理解の促進や啓発は、地域共生社会の実

現に向け非常に重要でございます。まずは、

市職員が率先できるよう取り組んでまい

りたいと考えております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 菰原課長。 
○菰原環境政策課長 環境政策課に関わ

ります１６番目の再度のご質問、アライグ

マ対策に関してお答えいたします。 
 委員からご紹介がありましたとおり、市

内各地でアライグマの目撃情報があり、農

作物の食害や住宅への侵入といった被害

の発生から、処理の必要性を認識しており

ます。そのため、市広報紙を通じた注意喚

起を促すとともに、大阪府が策定した、大

阪府アライグマ防除実施計画に基づき、大

阪府、市、市民の役割分担の下、捕獲並び

に措置を行っているところでございます。 
 計画では、捕獲は市民の役割となってお

りますことから、市民への檻の貸出し等を

通じて市民協力の下、捕獲並びに措置につ

いて今後も推進してまいりたいと考えて

おります。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 安田部参事。 
○安田生活環境部参事 質問番号２３番、

食品ロスの今後の展開に関するご質問で

ございます。 
 食品ロスの削減に向けた取組では、これ

まで「全国おいしい食べきり運動ネットワ

ーク」との協働により、おいしい食べきり

運動、３０１０運動などを展開し、また、

令和元年度の食品ロス削減法が施行して

以降は、市民団体との共催で食品ロス削減

のパネル展やフードドライブを実施して

きたところでございます。 
 今後につきましても、同事業を継続させ

るとともに、委員がおっしゃいました「小

盛りメニュー」、そういったものなど飲食

店や事業者などと連携した食品ロス対策

について新たな展開を検討していきたい

と考えております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 次に、丹羽次長。 
○丹羽生活環境部次長 質問番号２５番、

市民ルーム・フォルテ管理事業に関連しま

して、市民活動拠点としての考えはないの

かというご質問にお答えしたいと思いま

す。 
 現在、中間支援的機能は自治振興課がな

っておりますが、中間支援組織については

必要性を十分認識しており、市民公益活動

団体とのコミュニケーションを深め、中間

支援組織を行うための基盤を形成すると

ともに、担える人材の発掘、育成、組織化、

また、運営方法等について研究を進めてい

るところでございます。 
 他市の中間支援組織等の支援活動を見
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ますと、市民活動拠点を整備しての支援を

されていることは承知しているところで

ございます。そのような事例も踏まえ、本

市においてどのような運営方法、支援方法

がベストなのか、そのような事例も視野に

入れて検討を進めてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 次に、奥村副市長。 
○奥村副市長 それでは、各施設の修繕料

とＦＭの関係について、私から答弁させて

いただきたいと思います。 
 ＦＭにつきましては、総務建設常任委員

会の範疇とはなりますが今回、身体障害

者・老人福祉センター、それから、斎場、

温水プールの修繕料を予算計上しており

まして、ご指摘のとおりＦＭとは密接に関

係してまいります。 
 まず、ＦＭの考え方について説明させて

いただきたいと思います。 
 高度成長時代に人口増加、それに伴いま

して施設のニーズの拡大を背景に、次々と

公共施設が整備されてまいりました。数十

年に及ぶ経年劣化で老朽化が進行、公共施

設の建て替え及び道路橋梁、上下水道施設

等のインフラの更新の問題が喫緊の課題

となってまいりました。 
 特に既存施設の安易な建て替え、新築は

多額な費用を要することから、様々な延命

策を講じて長く活用すること、いわゆる施

設の健康寿命の延長が財政的にも有利と

いうふうに考えております。 
 施設建設に際しましては、従前は往々に

して単一機能、単一施設が当然視されてお

りましたが、これからはやはり多機能型施

設、それから、複合化が主流になってくる

ものと考えております。 
 また、過去に建設されました、いわゆる

箱物は省エネビル、あるいはバリアフリー、

あるいはユニバーサルデザイン等の対応

も当然課題がございます。特に市民利用の

施設については、時代に即した行政サービ

スの質の維持・向上と両立させる視点も重

要であるというふうに考えております。例

えばなんですが、図書館を例に引きますと、

本の貸し借りの機能は当然ではございま

すが、近年の利用形態はカフェ併設による

滞在場所、あるいはくつろぎ場所としての

機能も期待されております。 
 そのようなことで、施設の長寿命化を基

本としつつも、建て替えについては総合的

な判断が必要と考えております。施設建設

の経過年数によって一律に優先度を決め

るものではなく、やはり過去の維持補修は

どのような手を加えたのか、そのことで長

寿命化が図られるのか、今まで維持補修が

不十分で、大規模改修をすべきか等、検討

がやはり必要になってまいります。 
 今回、身体障害者・老人福祉センター、

斎場、温水プールの修繕については、原課

の判断のみならず、ＦＭ担当部局と今後の

対応も含めて十分に協議した結果であり

まして、特に雨水による躯体が劣化するこ

とのないように、今回、早期に維持補修を

することで長寿命化が図られるものと判

断して、予算計上しております。 
 施設個々につきましては、毎年施設の状

況を確認しながら、ＦＭ部局と原課との協

議がベースとなって対応することになっ

てまいります。 
 続きまして、葬儀会館「メモリアルホー

ル」の件についてご答弁申し上げます。 
 話は少し変わりますけれども、「村八分」

という言葉があります。これは、秩序を乱

した者に対して残り２分以外の８分にお

いて、村社会から個人を排除するというこ
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とが言われております。それでは、残り２

分ということになりますが、それは火事と

お葬式というふうに言われております。 
 以前は隣近所の助けを借りまして、お寺

や自宅での葬儀が大半でございましたが、

だんだんと市街化されてきますと、狭小な

住宅事情もあり、自宅で営むことは困難と

なり、専門の葬儀場で葬儀を行うことが当

たり前となっておりました。 
 摂津市におきましては、メモリアルホー

ル開設前は、市内に民間の葬儀場がなく、

近隣の集会所や隣接市の民間葬儀場で数

多くの葬儀が営まれておりました。特に集

会所での葬儀は、樒や参列者が道路にあふ

れ通行の妨げとなり、路上駐車等苦情が絶

えないことから、葬儀会館の建設要望が寄

せられ設置されたものと理解しておりま

す。 
 ここ数年前から一般葬から家族葬が中

心となり、特にコロナの関係で身内だけの

葬儀が中心となり、中には直葬なる形態も

出てまいりました。このようなことから、

民間では、それらをターゲットに小規模の

葬儀場が数多く開業されるようになりま

した。摂津市におきましても、建設計画中

１件を含めまして、現在５か所の民間葬儀

場があるということでございます。 
 そのような影響だと思いますが、メモリ

アルホールでは、平成１９年度の利用件数

は３３７件でございました。年々それが低

下して、令和３年度では１５９件と５割以

上減少しております。 
 もちろん民間にできることは民間に、が

基本とは思いますが、公営の葬儀会館は住

民のために開設された場所であり、基本的

には市外利用者よりも安く利用できると

いうメリットはございます。どうしても高

くなりがちな葬儀費用から、民間葬儀場と

の費用比較、あるいはサービス面において、

もっと研究する余地があるのではないか

と感じております。 
 いずれにいたしましても、公営葬儀場の

撤去云々につきましては、まだまだ結論づ

けるには早計と考えております。 
 以上です。 
○香川良平委員長 ３回目をお願いいた

します。 
 藤浦委員。 
○藤浦雅彦委員 おはようございます。そ

れでは、３回目になります。ほとんどは要

望にしていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 
 この期間、しっかりと考えていただいて

答弁いただいたと思いますので、ありがと

うございました。 
 ５番目、社会福祉協議会の関連です。社

会福祉協議会の立場、責任といいますか、

これはますます重くなってくると私は認

識しています。先ほど答弁いただきました

ように、地域福祉計画としての貧困対策、

重層的支援であるとか、これから取り組ん

でいかないといけない部分が全部社会福

祉協議会に関連している。当然庁舎として

も取り組みますけれども、地域の一番実行

部隊、そういう立場にある以上、社会福祉

協議会は外せない存在と思うんです。それ

は全く同じ認識だと思うんです。一方、災

害においては中心拠点にもなる。災害ボラ

ンティアセンターとしての機能も重視さ

れています。社会福祉協議会の強化は待っ

たなしでやっていかないといけないと思

います。 
 今の状態で十分かと言ったら、決してそ

うではないと思うんです。やっぱり何かの

支援をして、社会福祉協議会の強化を図っ

ていくことが極めて重要と私は思ってい
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ます。かといって、急にそんなに変われる

ものではないので、地道な取組と支援を続

けていかないといけないと思うんです。具

体的に言いますと、人、もの、金になると

思うんです。ぜひもう一回、社会福祉協議

会を今後どう位置づけして、強化、支援し

ていくのか、副市長からもう一回、力強い

御答弁をお願いします。 
 ６番目、民生児童委員協議会の関係です。

４月１日で２６名の欠員ということです。

何とか欠員を埋めるために様々に制度を

変えたり、協議をしたりとかしてやってい

くということです。恐らく担当者の方も、

情報収集やお願いとかで現場を歩いてい

ただいているとは思うんです。その上で、

この結果だと思うんです。これも顔の見え

る地域をつくっていく上では、民生委員は

極めて重要な存在でございます。今後も本

当に全力を挙げて、最大の努力をしていた

だきたい。また、議会からも民生児童委員

推進委員を輩出している面もありますか

ら、我々も一致協力をして、全員そろえら

れるように頑張っていくことで意識を合

わせておきたい。これは要望です。よろし

くお願いします。 
 次に、７番目、ライフサポーターの業務

委託関連です。２０２５年が一つの大きな

山です。福祉についてはここが一つの天王

山のような取組をやってきたわけです。そ

れがもうまさに近づいてきている。全体的

に見守りについてはしっかり検討してい

くということでした。そういう意味ではし

っかりお願いします。 
 ライフサポーターが７５歳になった方

の全数訪問していただくことは、孤独・孤

立防止の大きなきっかけになると思うん

です。それから、おそれのある人とか、そ

ういう人が浮き彫りになってくる。そうい

うことで大きな成果につながると思うの

です。これは非常に大事な事業だと思いま

すので、ぜひとも体制強化も含めてご検討

いただきたい。これも要望です。お願いし

ます。 
 それから、８番目の補聴器購入補助につ

いて、高齢性難聴の方の分です。国でも協

議が進んでいて、まだ結果は出ていないけ

れども、令和４年度末、もしくは令和５年

度中ぐらいには何らかの答えが出そうだ

ということです。これは国の動向をしっか

りと見据えながら、いち早く反応していた

だいて、年度途中であっても実施できるよ

うに要望しておきます。これも要望です。 
 ９番目、高齢者の民間賃貸住宅補助です。

前回の質問のときに例を出して申し上げ

ました。そういう意味ではなかなか一部受

けられない方がいらっしゃることも事実

でございます。そういうこともしっかりと

受け止めていただいて、平均的な家賃が４

万６，０００円で決めているんだというこ

とだけではなく、件数としては少ないのか

もしれないです。そういう声にも耳を傾け

ていただき、全ての人が本当に利用してい

ただける制度に、これはぜひとも検討いた

だきたい。一人も取り残すことのないよう

にお願いします。これも要望です。 
 １１番目、障害者の合理的配慮について

の研修です。職員について、全庁研修でこ

れからまたしっかり頑張っていくという

ことで。これはなかなかそう簡単に１回や

ったから身につくというものではないと

思うんです。私たちも個人的にはいろんな

ところで研修を受けました。やっぱり何回

も積み重ねないと身についてこない、そう

いうものでもあると思います。職員が、さ

すがは職員だと言えるように、身につけて

いただき、何回も研修をしていただきなが
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ら、合理的配慮についてしっかり消化でき

るように頑張っていただきたい。要望して

おきます。その上に立って様々な事業に取

り組んでいただくことが合理的配慮、障害

者対策にもつながっていくことは間違い

ないと思いますから、よろしくお願いしま

す。 
 １５番目、帯状疱疹予防のワクチンにつ

いて、国でも検討はされているということ

です。国の動向をよく見ていただきながら、

敏感に反応していただき、年度途中であっ

たとしても対応していただくように要望

しておきます。 
 １６番目、アライグマに対する計画が、

大阪府でつくっていらっしゃるというこ

とです。確保は市民の役割ということです。

実際は、捕獲器、アライグマ用は１つしか

なく、あとは猫のが三つ、四つあるんです。

なかなか難しいです、僕もやってみました

けど、そんな簡単に捕れません。１週間や

って捕れたのはイタチと猫が２匹で、なか

なか本命は取れなかったです。やっぱり創

意工夫、できたら職員も１回やってみて、

コツやノウハウをつかんで、しっかり取り

組めるように、市民の人にも伝えられる積

極性のある取組をお願いしておきます。こ

のままでは摂津市もアライグマだらけに

なってしまうと私は危惧しておりますの

で、よろしくお願いします。これは要望で

す。 
 １８番目、葬儀会館問題です。先ほど副

市長から御答弁いただきまして、できた経

緯、そのときは本当に必要であったと、こ

れはもう間違いない事実です。その後、多

くの利用があり、駐車場も後ろに用地を買

ったというのも事実です。 
 しかし、時代の変化というのがあり、そ

れもおっしゃっていただきましたが、だん

だん葬儀が小さくなってきている。近隣に

たくさんの葬儀会館ができてきたことが

あって、さらに減少することもあり得ると

いうことです。今までにも民間委託、民間

譲渡を検討された経緯があります。やっぱ

りそういう考え方も今まであったわけで

す。そういうことも踏まえ、いずれかの時

点では民間に委ねてもいいという、これは

費用対効果の問題で、維持するにも多額の

費用がかかっていきます。方針を変える勇

気も必要だと思うので、これは恐らくＦＭ

も関連しての考え方だと思います。これも

しっかり注視しながら検討していただい

て、かじ取りをしっかりとお願いしたいこ

とを要望しておきます。 
 健康せっつ２１関連です。いよいよ次期

計画が策定されるに当たって、結果の出せ

ることを踏まえて計画をつくっていきた

いという御答弁をいただきました。今度は

もっと積極的に大胆に、そして戦略的な計

画としていただいて、結果を出していただ

きたい。抽象的で申し訳ありませんが、要

望しておきますのでお願いします。これも

要望です。 
 ２３番、食品ロスの関連です。ごみ減量、

これは大事な取組だと思いまして、特にま

だ手をつけられていない飲食店さんなん

かのご協力を。先進的なことをやっている

市では飲食店なんかにもお願いをして、飲

食店からも出てくるごみは同じ焼却炉へ

来ますから、そういう意味では、ごみ減量

としてやられているところはあります。こ

れは検討するということでしたので、しっ

かり検討いただき具体的に進めていただ

くようにお願いをして、要望といたします。 
 次に２５番目、市民ルーム・フォルテの

今後の市民活動拠点としての検討につい

てです。前回の質問のときにも言いました。
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決算のときにも言いました。ちょうど千里

丘西のまちづくり、再開発が始まります。

あちら側には大して公共施設がないんで

す。今までの議論の経過では、東側も同じ

ように大規模改修をして、同時にこのまち

をつくっていく中で、フォルテも改修する

ということでございました。そうなっても、

千里丘の駅の中で唯一貴重な公共施設と

してここが残ってくるわけです。そういう

意味では、ここを今後、市民活動拠点とし

て発展させていきながら、活発に市民活動

ができるような拠点を目指すことは非常

に重要と思います。 
 この完成後、エリアマネジメントにも取

り組んでいくということです。これは、恐

らく管理される管理会社が中心になって

やられると思います。それは管理会社だけ

でできるものではなく、市民活動とか市民

団体が入ってきて、一緒にやることによっ

て官民、そして市民と協働のエリアマネジ

メントになると思います。その拠点にして

いくのがこのフォルテだと私は思ってい

ます。壮大な意見かもしれませんが、そう

いうところは共有していただいて、ぜひ一

緒に目指していただきたいことを要望し

ておきます。 
 それから、最後にＦＭについて副市長か

ら語っていただきました。当然内部では十

分な協議をしながら担当課と協議してい

ただいて、今回予算化されていることはよ

く分かります。 
 しかし、心配するのは、最初にも言いま

したが、せっかく多額の費用をかけて修繕

をしたのに、５年やそこらで統合ですとい

って壊されてしまうような予算であると、

我々も賛成するのにクエスチョンなわけ

です。緊急性はあるとしても、その後１０

年、１５年の施設の在り方については示し

ていただきたい。モグラたたきのような予

算では駄目だと思うんです。そうならない

ためのＦＭだと思うのです。そういう意味

では、ＦＭの透明化をぜひとも要望してお

きます。 
 代表質問でも申し上げましたけれども、

中間報告でこの予算をつけるのであれば、

事前に方向性としてこうしていきますと。

今回、こういう予算を出していきますと透

明化をしていきながら、５年たったら造り

替えではなく、それぞれの建物によって時

期も違うし、耐用年数も違うわけで、刻々

と動いているのです。こう動いていますよ

という報告をぜひともＦＭから議会にし

ていただきたいことを強く要望しておき

ます。お願いいたします。 
○香川良平委員長 答弁をお願いいたし

ます。 
 奥村副市長。 
○奥村副市長 それでは、社会福祉協議会

のいわゆる強化というんですか、市との関

わり、これについて私から答弁させていた

だきたいと思います。 
 我々の目的そのものは、やはり市民福祉

の向上になります。その市民福祉の「福祉」

なんですけれども、従前、言われています

ように、例えば児童福祉とか、母子福祉と

か、あるいは身障福祉、知的障害福祉等々

ございます。そういう狭い範囲での福祉で

はなしに、やはり広く、市民福祉という分

を「市民の幸福」というふうに読み替えた

ほうがいいんじゃないかと思っておりま

す。そういう分では、そういう福祉部門だ

けではなしに、やはり教育とか、スポーツ

とか、あるいは文化等々につきましても、

やはり地域をどう盛り上げていくのかが

一番大事なことと思っております。 
 そんな中で、地域福祉のために活動して
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いただいているいわゆる自治会とか、ＮＰ

Ｏ、それから各種団体の皆さん方、それぞ

れ活動していただいているんですが、やは

りその中には一定の制約もあろうかと思

っております。そういう中では、市民の皆

さんと市をつなぐパイプとしては、やはり

社会福祉協議会は大きな責任を、あるいは

役割を担っているんではないかなと思っ

ています。そういう中では、やはり社会福

祉協議会のほうにしっかり頑張っていた

だくというのは、我々の強い気持ちでござ

います。 
 それと、先ほど委員が「人、もの、金」

とおっしゃっていました。確かに社会福祉

協議会は、やはりそういう資源がなければ

活動ができません。その中で「もの」、そ

れから「金」については、今は財政的な制

約はありますけれども、やはり市が中心と

なってバックアップをする。あと、社会福

祉協議会については、各団体とか、いろん

な地域住民を巻き込んでいただいて、やは

り「人」の組織化というのは社会福祉協議

会に担ってもらわなければならないと思

っております。 
 今後、十分なことができているとは思っ

ておりませんので、地域福祉のために社会

福祉協議会と手を携えながら、何ができる

のかというのを絶えず模索していく必要

があろうと思っております。 
 以上です。 
○香川良平委員長 藤浦委員。 
○藤浦雅彦委員 ありがとうございまし

た。社会福祉協議会は本当に大事な立場で

あることについては、重々共有していただ

いていると思うんです。特に社会福祉協議

会の内部の人材育成は、本当に急がれてい

ると私は思っています。すぐに人材が育つ

かというものでもないし、こっちから誰か

送り込んだからといって、それで事足りる

わけでもないのです。やっぱり時間もかけ

て、社会福祉協議会の内部の人材育成をし

っかりできるように、市も非常に難しいで

すけれども、していかないといけない大き

な課題があると思っています。これは共有

させていただくことにしときたいと思い

ます。 
 以上をもちまして、質問を終わります。 
○香川良平委員長 藤浦委員の質問が終

わりました。 
 ほかにございますか。 
 増永委員。 
○増永和起委員 それでは、一般会計を質

問させていただきます。 
 予算概要に基づいて行います。 
 質問番号１番、２８ページ、コミュニテ

ィセンター管理事業、自治振興課です。 
 （仮称）味生コミュニティセンターの大

まかなスケジュールは前回答弁されてい

ました。今年度の不動産鑑定や土地取得、

基本設計等のもう少し詳細なスケジュー

ルについて教えていただきたい。 
 不動産鑑定については１者だけなのか、

土地の鑑定や購入に当たって土壌調査を

行うのかも教えてください。 
 また、（仮称）味生コミュニティセンタ

ーをこれから造っていくに当たって利用

料を安くすることもお願いしてきました。

それとともに別府の料金も引下げを要望

してきたわけです。だんだん近づいてきて

いると思いますが、どうするのか教えてい

ただきたい。 
 質問番号２番、３４ページ、住民基本台

帳事務事業、市民課です。 
 住民基本台帳法では、個人情報保護の観

点から、台帳の原則非公開を定めています。

第１１条では閲覧のみを認めています。摂
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津市は、２０１６年から本人に知らせるこ

となく自衛隊へ若者の名簿提供をしてい

ます。その状況について、また、今回名簿

提出の時期が年齢で違うようですが、説明

をお願いいたします。 
 除外申請制度を昨年から始めました。今

年は申請期間も変更しているようですが、

それについても併せて説明していただき

たい。 
 質問番号３番。３４ページ、個人番号カ

ード交付事業、市民課です。 
 マイナンバーカードの申請交付数及び

率について教えてください。また、窓口留

め置き数、廃棄数についてもお願いいたし

ます。廃棄の基準についても教えてくださ

い。申請数と交付数の差が大きくなってき

ていると思うんです。その要因は何かにつ

いても教えてください。 
 簡単に申請できるようになってきてい

ると思います。一方で、交付は本人が受け

取りに来ないといけない原則になってい

ます。本人が取りに行けず、交付を代理人

にしてもらえる場合はどういう場合でし

ょうか。代理人交付の内容について説明し

てください。 
 次に、４０ページ、体育施設維持管理事

業、文化スポーツ課です。 
 体育館にエアコンが設置されるという

ことです。味生体育館のエアコンを要望し

てきたので実現は非常にうれしいんです。

今までバドミントンの羽が飛んでしまう

等の理由で設置はできないと言われてき

ました。その問題は解消できたのか、教え

てください。 
 質問番号５番、４４ページ、社会福祉法

人介護特例補助事業、高齢介護課です。 
 これは、唯一の介護利用料の減免制度だ

と思います。内容の説明をしてください。 

 周知を要望していました。どういうこと

をしていただいたでしょうか、利用件数は

増えているのか、教えてください。 
 質問番号６番、４４ページ、せっつ高齢

者かがやきプラン推進事業、高齢介護課で

す。 
 新年度は第８期が最終年で、第９期に向

けてプランをつくるというものです。第８

期の見直し、第９期の方向性など、プラン

策定の方針について教えていただきたい。

ほかの方も聞いておられましたけれども、

重要な柱、事業費の見積もりなど、教えて

いただきたい。 
 質問番号７番、４６ページ、敬老事業、

高齢介護課です。 
 内容は、今までの質問にあったと思うん

です。削減額はどれぐらいになるのか、ど

れぐらいの人に影響が出るのか。これはシ

フトと言われていますけれども、シフト先

はどういうものなのか、教えてください。 
 質問番号８番、４６ページ、高齢者日常

生活支援事業、高齢介護課です。 
 これも出ていました。高齢者民間賃貸住

宅家賃助成費、１回聞かせていただいてい

ます。昨年、制度を周知してほしいと要望

いたしました。これで新たに増えた方はい

らっしゃるのか、教えてください。 
 質問番号９番、４６ページ、ひとり暮ら

し高齢者等安全対策事業、高齢介護課です。 
 緊急通報装置です。長年要望してきまし

た対象者拡大が今回実現するので、大変う

れしいと思っております。対象者をどれく

らい見込んでおられるのか、周知方法も含

めて教えてください。 
 また、この事業を拡大する目的について

も教えていただきたい。 
 質問番号１０番、４６ページ、介護予防・

ふれあい事業、高齢介護課です。 
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 高齢者交流入浴委託料はどうなってい

るのでしょうか。新年度の見通しについて

も教えてください。 
 質問番号１１番、４６ページ、シルバー

人材センター事業、高齢介護課です。 
 登録会員数、年間の全体の配分金。今後

はインボイス制度が導入された場合に影

響はどうなるのか教えてください。 
 質問番号１２番、５０ページ、介護給付・

訓練等給付事業、障害福祉課です。 
 大阪府は、国が５月に５類にするよりも

早く、３月末で無症状者への無料検査など

様々なコロナ支援をやめるとしています。

障害者施設等で今、無症状でも定期的にＰ

ＣＲ検査等を行うことをやっていただい

ていると思うんです。この制度はどうなる

のか教えてください。 
 質問番号１３番、４４ページ、生活困窮

者自立支援事業、生活支援課です。 
 社協のコロナ貸付けや自立支援金等を

終了しているお話が先の質問で出されて

いました。コロナ前と比べ、どれぐらいの

申請件数が自立支援金等であったのか、分

かる範囲で教えていただきたい。社協の貸

付制度の返済が始まっていると思うんで

す。どのような状況なのか、つかんでおら

れたら教えてください。 
 質問番号１４番、６２ページ、生活保護

事業、生活支援課です。 
 先の質問で、生活保護の世帯数は若干減

って、人数は増加しているという話だった

と思います。一人暮らしの高齢者が増えて

いることなどがその原因と思うんです。一

方で、現役世代は減少しているのでしょう

か。シングルマザー等の状況がどうか、子

どもの貧困の問題なども含めて気になっ

ています。その状況を教えてください。 
 質問番号１５番、６４ページ、救急医療

体制整備事業、保健福祉課です。 
 感染拡大期の医療機関への支援金、医療

従事者への支援等、大阪府の支援事業が廃

止されます。三島救命救急センター、コロ

ナの受入れで財政がよくなったと以前聞

いていたと思うんです。こういった影響は

どうでしょうか、教えてください。 
 質問番号１６番、６４ページ、感染症予

防事業、保健福祉課です。 
 コロナのワクチンは今後も実施される

と、さっきの質問への御答弁だったと思い

ます。大阪府の大規模接種会場はもう廃止

されると聞いています。摂津市も医療機関

での接種のみと今はなっていると思うん

です。休日とか夜間などの接種についてど

う考えているのか、また、検査の体制や相

談窓口、自宅療養への支援についてどう考

えているのか、教えてください。 
 次に質問番号１７番、６４ページ、成人

健康診査事業、保健福祉課です。 
 ３月８日、ＰＦＯＡ汚染問題を考える会

として、調査対策を求めるネット署名２万

３，７８８人分を環境省に提出に行きまし

た。現在、環境省では、ＰＦＯＳに対する

総合戦略検討専門家会議を立ち上げて、国

内外の最新の科学的知見、国内における検

出状況を踏まえた科学的根拠に基づく対

応と、国民に分かりやすい情報発信として

Ｑ＆Ａ作成、こういうことを行おうとして

います。Ｑ＆Ａの中で、「日本国内でＰＦ

ＯＳ、ＰＦＯＡによる健康被害が発生して

いますか」という項目案も示されていまし

た。 
 ＰＦＯＡに関しては、全国一の濃度で汚

染が広がる摂津市ダイキン周辺地域の健

康調査をしなければ、この答えは出ないと

思っています。摂津市として、血液検査、

健康影響調査、疫学調査などの必要性につ
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いての認識をお伺いいたします。 
 質問番号１８番、６８ページ、大気・水

質等調査事業。環境政策課です。 
 水質汚濁防止法に、今年２月１日からＰ

ＦＯＡ、ＰＦＯＳが入りました。その内容

と現在の摂津市での状況で何が変わるの

か教えてください。 
 もう一つ、土壌汚染対策法には今後、入

れようとしているのか。環境省は、水質汚

濁防止法と土壌汚染対策法は連動してい

て、対象の有害物質を定めると言っていま

した。現在、水について暫定目標値らが「暫

定」が取れることで、土壌汚染対策法にも

入ってくるようです。 
 水基準については、水質目標値等の専門

家会議がつくられています。いずれ土壌汚

染対策法にも入ってくるという見地で、

様々な施策を進めていかなければならな

いと思っています。昨年は土壌についての

調査も行われました。環境省は、摂津市ダ

イキン周辺での調査だと認めています。こ

の調査結果はいつ出るのでしょうか、教え

てください。 
 次に、質問番号１９番、６８ページ、温

暖化対策事業、環境政策課です。 
 省エネ住宅についてはいろいろと質問

が出ていました。摂津市地球温暖化対策地

域計画の温室効果ガス削減目標との関連

で、これはどのようになっているのでしょ

うか、教えてください。 
 質問番号２０番、７２ページ、ごみ収集

処理事業、環境業務課です。 
 新年度、ごみ収集の内容変更に伴い、新

たに民間委託が増えると思います。改めて

その内容を説明してください。民間委託と

直営の割合がどう変化するのかも教えて

ください。 
 質問番号２１番、７４ページ、環境セン

ター維持管理事業、環境業務課です。 
 環境センター土壌汚染調査委託料が入

っています。土壌汚染対策法に基づく調査

が行われるものと思います。法の内容と具

体的な調査のスケジュールについて教え

てください。市民への報告はどのようにす

るのかもお尋ねします。 
 質問番号２２番、７４ページ、農業委員

会運営事業、産業振興課です。 
 ＰＦＯＡ汚染についての不安が農業委

員さんにも届いていると言います。農林水

産省は昨年、農作物や土壌のＰＦＯＡにつ

いての調査を行ったと聞いていますが、ど

のようなものか教えてください。 
 質問番号２３番、７８ページ、創業支援

事業、産業振興課です。 
 創業者に家賃補助をする事業が入って

います。新年度はどうでしょうか。周知方

法についても教えてください。 
 質問番号２４番、８０ページ、産業振興

アクションプラン推進事業、産業振興課で

す。 
 概要で第２期プランの検証と書いてあ

ります。どのようなことをするのか教えて

ください。 
 質問番号２５番、８０ページ、企業立地

等促進事業、産業振興課です。 
 商工振興費の大きな部分を占める立地

促進事業です。そのほとんどが大企業への

交付だと指摘をしてきました。今年度の額

は、以前の質問で出ていたと思うんですけ

れども、５年間の大企業と中小企業、それ

ぞれの件数、金額、割合の推移について教

えてください。 
 以上です。 
○香川良平委員長 答弁を求めます。 
 丹羽次長。 
○丹羽生活環境部次長 質問番号１番、予
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算概要２８ページ、コミュニティセンター

管理事業に関連しまして、（仮称）味生公

民館の具体的なスケジュール等々のご質

問にお答えさせていただきます。 
 まず、具体的なスケジュールでございま

すが、先般の質問でもございましたが、ま

ず４月早々にパブリックコメント、並びに

地元での説明会を開催させていただき、基

本構想のほうを確定してまいりたいと考

えております。 
 並行しまして、購入場所の確定について、

今、購入をお願いしている場所につきまし

ては、約６，０００平米程度の土地がござ

いますので、そのどの部分を購入させてい

ただくか、所有者の方と検討を進めてまい

りたいと思っております。 
 また、併せて、先ほどございました不動

産鑑定等々を行い、土地の購入に向かって

いきたいと考えているところでございま

す。 
 また、基本設計のほうにつきましても、

並行して場所が決まり次第、進めてまいり

たい、これは業者のほうと契約して、契約

の事務を進めてまいりたいというふうに

考えております。基本設計に際しましては、

基本構想の具体的な課題や条件を整理し

ながら、場所や機能、概算の工事費などの

検討を進めてまいります。 
 基本設計では具体的な案を作成し、コミ

ュニティセンターの構造や配置、レイアウ

ト、設備、内外のデザイン等も取りまとめ

てまいる予定でございます。（仮称）味生

コミュニティセンターが市民の皆様に具

体的にイメージされるような基本設計を

策定してまいりたいと考えているところ

でございます。 
 また、不動産鑑定についてでございます

が、現在は本市では１者と考えているとこ

ろでございます。これに際しましては、土

地の相場等々も考慮しながら考えており、

購入の前に鑑定を行って、適正な価格での

購入を目指してまいりたいと考えており

ます。 
 また、土壌調査につきましては、土地購

入、また、これから建設工事等々にも入っ

てまいりますが、そのときに法的に必要が

あれば、地籍調査等を実施してということ

で考えておりまして、今後、慎重に法的な

見解も踏まえて進めてまいりたいと思っ

ているところでございます。 
 利用料についてでございます。利用料に

つきましては、先ほど委員のほうからもご

ざいましたけれども、別府コミュニティセ

ンターの利用者の方からの意見、また、（仮

称）味生コミュニティセンターの地域懇談

会でも使用料を心配する声は伺っている

ところでございます。使用料につきまして

は、使用料・手数料等の見直しに関する方

針に基づき設定をしております。 
 また、仮称でございますが、味生コミュ

ニティセンターにつきましては、令和８年

度には開設を目指しております。少なくと

も半年前には使用料等々の条例案を制定

しまして、利用者の方に周知していく必要

があるというふうに考えておりまして、こ

の機会に方針をベースに見直しを検討す

るとともに、他市のコミュニティ施設の料

金等も調査し、検討を進めてまいりたいと

いうふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 次に、森口課長。 
○森口市民課長 市民課に係ります二つ

のご質問にお答えさせていただきます。 
 まず、質問番号２番、自衛隊についてで

ございます。 
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 まず、自衛隊の状況ですが、名簿提供に

関しては、自衛官募集に関する事務が自衛

隊法第９７条において市町村の法定受託

事務と定められております。自衛隊法施行

令第１２０条では、必要であると認められ

るときは、市町村長に対して必要な報告ま

たは資料の提出を求めることができると

規定されております。また、摂津市個人情

報保護条例第９条第１項第２号では、個人

情報の提供は制限しておりますが、法令等

の定めがある場合には提供することがで

きると規定されております。 
 また、令和３年２月５日付で総務省及び

防衛相から、募集に関する必要な資料とし

て住民基本台帳の一部の写しを用いるこ

とについて、住民基本台帳上特段の問題を

生じるものではないという見解も明記さ

れております。 
 ただ、今までの流れの中で、名簿提供を

希望しない方もいらっしゃいますので、そ

の方への配慮として、令和４年３月２５日

に個人情報保護審議会への諮問を経て、新

たに除外申請制度を設けております。 
 この間、名簿提供をした対象者の数です

が、まず、令和２年度は１８歳と２２歳で

１，６４４名、令和３年度につきましては

１，６９１名、令和４年度につきましては

１，６２１名の方の名簿を提供しておりま

す。令和４年度については、除外申請１４

名の方を除いた数字になります。 
 続きまして、年齢を分けた理由と申請期

間が今回短縮されているというところで

ございますが、まず、今回から２２歳到達

者と１８歳到達者の除外申請期間を分離

しております。現在は２２歳到達者を受付

中でございます。自衛隊としては、就職活

動時期に合わせた学生への隊員募集資料

送付を想定しており、２２歳のほうが就職

活動が早いということで今回、２２歳の提

供を先に希望されておられます。 
 この名簿提供が始まった経緯には、将来

起こるかも分からない災害時に、市として

自衛隊に災害救助をお願いすることもあ

るかもしれない、そのためには、できるこ

とは自衛隊に協力したいという考えもあ

って、提供が始まっております。３月中の

提供を行うためには、事務処理期間も考慮

して、３月２０日までの３週間させていた

だいております。 
 続きまして、質問番号３番、マイナンバ

ーカードの状況でございます。 
 まず、申請数、申請率、交付数、交付率

についてでございます。いずれも２月２８

日時点で申請数は７万５４７件、申請率は

８１．４％、交付数は５万６，５５２件、

交付率は６５．２％となっております。 
 現在、申請率と交付率の開きがおおむね

１５ポイント程度になっております。この

差が大きくなっている理由といたしまし

ては、マイナポイントの申請期限に向けて

申請が殺到しているということで、国も処

理期間が長くなってきていることが主な

要因となっております。現在、申請をされ

てから実際にカードが市に届くまで、１か

月半程度の期間を要しております。 
 それから、廃棄状況でございます。マイ

ナンバーカードの廃棄は、令和元年度に２

２４枚、令和２年度に２３３枚を廃棄して

おりますが、令和３年度以降は廃棄を実施

しておりません。これは、令和３年度以降、

コロナ対策としてマイナンバーカードを

廃棄しないよう国からの通知がございま

して、現在は廃棄は行っておりません。 
 マイナンバーカードの留め置き状況で

ございます。令和５年２月２８日現在で２，

５８８枚のカードが現在手元のほうに留
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め置かれた状況になっております。 
 代理人の交付についてでございます。マ

イナンバーカード交付時は、第三者による

本人なりすまし等の犯罪防止の観点から、

原則ご本人が来庁していただく必要がご

ざいます。 
 代理人による受け取りが可能な場合と

しては、病気や障害、要介護認定、施設に

入所中、長期入院中、長期出張中、海外留

学中、未就学児等のやむを得ない理由によ

り来庁が困難な場合が挙げられます。 
 単に仕事や学校が多忙であるため、高齢

であるため等の理由による代理人受け取

りは認められない状況にございます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 妹尾課長。 
○妹尾文化スポーツ課長 質問番号４番

の体育館空調設備設置工事についてお答

えを申し上げます。 
 本事業ですが、市立体育館の第１体育室

に利用者の熱中症対策として空調機を設

置するものでございまして、令和５年度は

まず味生体育館に４月２３日から設置工

事を予定しておりまして、その後に正雀体

育館の工事を進めるものでございます。 
 競技への影響ということでございます

けれども、プロポーザルでの事業者提案で

は、天井釣り型のエアコンの吹き出し口の

部分にフィルターを取り付けること、それ

から風向きを７段階に調整するというこ

とで、競技への影響を最小限に抑えるとい

うことが提案でございました。本事業の推

進によりまして、夏の暑い時期でも快適に、

そして何よりも安全にスポーツに親しん

でいただける環境が実現するものと考え

ております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 真鍋課長。 

○真鍋高齢介護課長 質問番号５番でご

ざいます。社会福祉法人介護特例補助事業

でございます。 
 内容や周知方法、件数でございます。内

容でございますが、社会福祉法人介護特例

補助事業は、低所得者で一定の要件を満た

す生活困難な利用者に対しましてサービ

スを提供する社会福祉法人が、利用者負担

を４分の１に軽減することによりまして

介護保険サービスの利用促進を図るとい

うことを目的に実施するものでございま

す。 
 周知方法ですが、ホームページや保険料

の通知書にチラシを同封するなどをして

おりまして、また広報紙でも、この３月号

にも案内を掲載させていただいておりま

す。 
 ただ、利用が伸びていないということで、

周知の強化が必要だということもござい

ますので、委員から決算委員会では吹田市

の事例もご紹介いただきましたので、現在

は、吹田市を参考にしまして、利用できる

社会福祉法人名とそのサービスの一覧表、

申請書も併せてホームページに掲載をさ

せていただいております。 
 令和４年度の件数ですが、令和３年度は

４件でございましたが、現時点では新規申

請も２件増えておりまして、現在６件とい

うことになってございます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 細井参事。 
○細井高齢介護課参事 高齢介護課に係

ります６点でございます。 
 ６番目、せっつ高齢者かがやきプランで

すが、第９期計画につきましては、医療・

介護需要のさらなる増加が予想される２

０２５年が計画プランに含まれておりま

して、主に地域の実情に応じた介護予防を
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一層増進、介護サービスを支える介護人材

の確保等について検討を進める予定をし

ております。 
 現在、１２月中旬から本年１月中旬にか

けて実施しました介護予防日常生活圏域

ニーズ調査の結果を取りまとめ、課題等の

分析を行っているところでございまして、

今後、審議会等において意見交換を行って

いく予定をしております。 
 ７番目の敬老事業についてでございま

す。今回、長寿祝品における対象者は、８

８歳４６１人、９９歳３９人、１００歳以

上７３人で、計７２６万７，０００円を計

上させていただいております。 
 今回の敬老事業における制度の再構築

により影響を受けられる方は支給対象外

となる方で、敬老金制度における７７歳、

約８８０人、７０４万円、及び長寿訪問で

の９０歳、約２８０人、１１２万円の、計、

約８１０万円、また、支給方法の見直しに

より４３０万円の削減となり、事業全体で

の削減額は総額１，２３０万円となります。 
 シフトにつきましては、高齢者が住み慣

れた地域で安心して生活できるための支

援として見守りの強化となります緊急通

報装置の制度拡充、及び高齢者の生きがい

につながる活動促進に資する取組の強化

としまして委託型つどい場の開催日拡大

やオンラインつどい場を予定しておりま

す。 
 次に８番目、高齢者民間賃貸住宅家賃助

成でございます。 
 令和４年度本年１月末現在の支給件数

２７５件のうち、新規件数は２０件という

状況になっております。 
 周知につきましては、高齢者のための福

祉サービスにまとめた冊子への掲載のほ

か、高齢介護課の窓口、市民への配付、ケ

アマネジャーやライフサポーターなどに

より幅広く周知を行っていただいており

ます。 
 また、令和４年度につきましては、介護

の日イベントでの制度紹介、広報せっつ１

０月号への掲載により、新たに７件の支給

開始につながっております。 
 次に９番目、緊急通報装置につきまして、

現在の緊急通報装置は、固定電話をお持ち

の方で脳梗塞・心疾患等の重篤な疾患のた

めに常に緊急の事態が生じる恐れのある

方を対象としておりました。今回の制度拡

充は、携帯型機器を導入するとともに、心

疾患等をお持ちでない方も利用可能とし、

幅広く高齢者が利用できるサービスとす

るもので、事業者選定後、早期に開始して

まいりたいと考えております。 
 利用者数の見込みにつきましては、固定

型・携帯型機器と合わせて６００人程度を

見込んでおります。 
 周知につきましては、高齢者のための福

祉サービスをまとめた冊子のほか、広報、

ホームページ、ライフサポーターなどを通

じて案内していく予定をしております。 
 また、現時点で健康状態に問題のない方

におきましても万一に備えて利用いただ

けるよう、効果的な周知方法についても検

討してまいりたいと考えております。 
 １０番目、高齢者交流入浴についてでご

ざいます。高齢者交流入浴は安威川以南地

域に位置する３か所の特別養護老人ホー

ム等で、２か所で週１回、１か所で月１回、

施設の浴場を開放し、６５歳以上の方が無

料で利用できるものとして、令和２年度よ

り制度を創設したものの、新型コロナウイ

ルス感染症防止の観点から、入所者、その

家族との面会制限により現在においても

実施に至ってない状態でございます。 
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 新型コロナウイルス感染症が季節性イ

ンフルエンザ同等の５類移行との方針を

踏まえ、新たに施設への聞き取り調査を実

施いたしました。３施設とも依然として現

時点では実施不可能との意向ではあるも

のの、５類移行後は検討いただけるとの回

答をいただいておりますので、施設の状況

等も確認しつつ、早期開始に向けた協議を

重ねてまいりたいと考えております。 
 １１番目でございます。シルバー人材セ

ンター事業の会員数は令和３年度実績で

９２６名、事業収益額、約４億９，０００

万円のうち配分金は約４億４，０００万円

となってございます。 
 インボイス制度導入により、免税事業者

であるシルバー人材センターの会員は適

格請求書を発行することができず、シルバ

ー人材センターは仕入税控除ができなく

なり、新たな負担が生じてまいります。 
 その額につきましては、仕入税額控除の

段階的な猶予期間はあるものの、令和３年

度実績を基にした試算では、配分金約４億

４，０００万円に対し、１０％の消費税、

約４，４００万円となります。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 飯野課長。 
○飯野障害福祉課長 質問番号１２、無症

状者への無料ＰＣＲ検査に関するご質問

にお答えいたします。 
 現在、大阪府では障害者施設や高齢者施

設における新型コロナウイルス感染者の

早期発見及びクラスター発生を未然に防

止する観点から、無症状であっても、入所

施設やグループホームの職員には３日に

１回の抗原検査、生活介護や就労継続支援

等の通所系事業所及び居宅介護や重度訪

問介護など訪問系事業所の職員には週に

１回のＰＣＲ検査を無料で実施しており

ます。 
 事業の今後の見通しについて大阪府に

確認いたしましたが、国の動向を見て検討

するということであり、現時点では未確定

でございます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 木下部参事。 
○木下保健福祉部参事 質問番号の１３

番、新型コロナウイルス感染症による影響

の対策として実施されてきました貸付制

度や、給付制度についてのご質問にお答え

いたします。 
 社会福祉協議会が窓口になって実施を

されてきていました緊急小口資金及び総

合支援資金の貸付制度や貸付けが終了し

てもなお困難な世帯に対します新型コロ

ナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

などによって支援を行ってきましたけれ

ども、先ほど、委員からご質問がありまし

たように、このうち、貸付制度と自立支援

金につきましては、それぞれ令和４年９月

及び１２月で受付が終了しております。 
 この間に制度をご利用された方の人数

は、貸付制度が１，５７０人、自立支援金

が１８３人と現時点では集計をさせても

らっております。 
 貸付制度につきましては、本来であれば、

一定期間後に償還が開始されるところで

すけれども、現時点では、国では非課税世

帯につきましては申請により償還免除に

なるとなっておりますほか、生活状況が厳

しい世帯につきましては１年間の償還猶

予を申請により行うことになってきてお

ります。 
 この償還免除や償還猶予の支援を、市町

村の社会福祉協議会のほか、生活困窮の窓

口でも可能となっておりますため、両者で

連携をしながらご相談に応じているとこ
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ろとなっております。 
 引き続きまして、質問番号の１４番、生

活保護の状況についてのご質問にお答え

いたします。 
 現役世代についての個々の状況がどう

なっているかというお問いでございまし

たけれども、高齢者以外の世帯につきまし

ては、平成２４年で５６３世帯であったも

のが令和３年度には４５７世帯と減少を

しております。このうち、母子世帯につき

ましては、平成２４年で１０３世帯であっ

たものが、令和３年度には７８世帯と、こ

ちらも減少している状況になっておりま

す。 
 これは、国や府の統計を見ましても同様

の傾向が見られまして、保護世帯全体に占

める母子世帯の割合はいずれも減少傾向

にございます。 
 原因について分析はなかなか難しいと

ころもございますけれども、本市におきま

しては、生活保護の申請をためらわないよ

うにということでの正しい情報提供をし

ていくことが、周知が重要であると考えて

いるところでございます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 次に、浅尾課長。 
○浅尾保健福祉課長 保健福祉課に係り

ます３点のご質問に答弁させていただき

ます。 
 まず、１５番目の三島救命救急センター

のお問いでございます。ご質問にございま

したとおり、コロナ病床を確保いたしまし

て、この病床確保支援金等の影響もござい

まして、法人運営については財政面での改

善が見られたということで報告は受けて

ございます。 
 ご承知のとおり、令和４年７月に機能移

転をいたしまして、その後、資産の減価償

却等の処分後ということにはなりますけ

れども、摂津市を含む３市１町への返還金

が発生する見込みということで現在聞い

ているところでございます。 
 それから１６番のご質問でございます。

ワクチン接種と支援のお問いでございま

した。新型コロナワクチンにつきましては、

初回接種から追加接種へと段階的に進ん

できておりまして、この間、集団接種から

個別接種への動きとして、本市におきまし

ても令和４年５月以降は個別接種へ移行

してございます。一部で、不定期ではござ

いますけれども、休日ですとか夜間にワク

チン接種に対応していただいている医療

機関もございます。 
 令和５年にも今後ワクチン接種のご案

内をすることにはなってこようかと思い

ますけれども、引き続き混乱が生じないよ

うな形で、各医療機関とも連携を取りなが

ら取り組んでいきたいと考えております。 
 それから、支援の関係のお問いでござい

ました。５月８日から感染症法上の位置づ

けが５類に移行するということで、これま

での国方針による手厚い支援から、通常の

医療を提供しながらコロナに対応してい

く仕組みへと転換していく方針が国から

示されているところでございます。 
 ５類へ移行しますと、感染者ですとか濃

厚接触者の自宅待機などの対策について

の一律の要請というのはなくなり、これら

の状況も踏まえ、現在のところ新たな支援

事業というのを検討はいたしておりませ

ん。 
 しかしながら、今後、病原性感染力が変

異する可能性というのもございまして、国

も変異株の出現で前提が異なる状況にな

れば必要な対策を講じるとしております

ので、市といたしましても、引き続き感染
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の状況を注視し、大阪府等とも連携を図り

ながら情報収集、それから必要な対応は行

ってまいりたいと考えているところでご

ざいます。 
 １７番目のＰＦＯＡのお問いでござい

ました。 
 ご質問にもございましたとおり、ＰＦＯ

Ａ等につきましては、これまで関係課と連

携して要望を行ってまいりました。 
 令和５年１月に設置されました環境省

のＰＦＡＳに対する総合戦略検討専門家

会議については、国内外の最新の科学的知

見、国内での件数状況の収集評価を行い、

これらを踏まえた科学的根拠に基づくＰ

ＦＡＳに対する総合的な対応、それからま

たご紹介にもございました、国民への分か

りやすい情報発信ということも目的とし

ておられまして、科学的見地からの議論が

始まっているところでございます。 
 現段階におきまして、市としましては健

康への科学的な議論ですとか、人体への影

響を与える基準等の検討内容について、そ

の動向をしっかりと注視をしてまいりた

いと考えているところでございます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 菰原環境政策課長。 
○菰原環境政策課長 環境政策課に関わ

ります２点のご質問にお答えいたします。 
 まず、１８番目、ＰＦＯＡに関するお問

いでございますけども、ＰＦＯＡが指定物

質に追加されたことについてでございま

す。指定物質は水質汚濁防止法において指

定物質を製造・貯蔵・使用、または処理す

る施設を有する指定事業場の設置者は当

該指定事業場において、指定施設の破損、

その他の事故が発生し、指定物質が公共水

域に排出、または地下に浸透し、人の健康

または生活環境に被害を生ずるおそれが

あるときは直ちに応急措置を講ずるとと

もに、講じた概要を都道府県知事に届ける

こととなっております。 
 事故時に大阪府知事に届出が必要にな

ることから、大阪府に見解を確認しました

ところ、市内化学メーカーにおける事故の

対象となる施設はＰＦＯＡの浄化処理施

設が該当し、当該施設に事故が発生した場

合に届出が必要になることを確認してお

ります。現状での届出義務はないことを確

認しているところでございます。 
 続きまして、土壌汚染対策法上のＰＦＯ

Ａの基準化についてのお問いであったか

と思います。 
 現在、環境省において令和３年度から３

年間、環境研究総合推進費を用いて、ＰＦ

ＯＡ等の土壌中の挙動予測、どのように効

果的に除去できるかといった除去技術の

開発等をテーマとした研究が行われてお

ります。 
 研究では、水系はもとより、土壌におい

てもＰＦＯＡ等の有機フッ素化合物によ

る汚染対策を検討する必要性から、ＰＦＯ

Ａ等に係る包括的かつ体系的な土壌地下

水汚染のリスク評価、管理方法の構築を目

標と掲げ、土壌地下水汚染管理の指針を整

備するとされております。そのようなこと

から、今後、土地に関する測定方法は確立

し、基準化が進んでいくものと認識してお

ります。 
 また、環境研究総合推進費の中間報告と

して、令和４年１１月に国から沖縄県の調

査結果が公表されました。令和５年度まで

の研究ですので、令和５年度中に研究の成

果として公表されるものではないかと考

えているところでございます。 
 続きまして、１９番目の省エネ住宅支援

補助と摂津市地球温暖化対策地域計画の
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関連に関するご質問でございます。 
 この計画の目標である２０３０年度温

室効果ガス排出量削減を２０１３年度比

で４６％を達成するとする目標を掲げま

して、施策の一環としまして再生可能エネ

ルギーの補助制度の創設を掲げ、今回、住

宅への太陽光発電システム等の設置補助

を開始するところでございます。 
 計画ではＣＯ２削減量を目標とせず、住

宅用太陽光発電システムの設置設備容量

として、２０２６年度に５，０１３ｋｗと

する目標を掲げております。 
 ＣＯ２の削減効果でございますけれど

も、あるデータによりますと、太陽光発電

で発電した分を火力発電による発電との

削減を比較したところ、１ｋｗ当たり約６

５０ｇのＣＯ２の削減効果があるとされ

ております。このデータを基に、今回、補

助金の最大活用で５０世帯、５ｋｗという

ところを年間ベースで計算しましたとこ

ろ、１６２．５ｔの削減となっております。 
 この１６２．５ｔの削減は杉の木ベース

で１万１，６００本ほどのＣＯ２の削減と

されており、また、３ｋｗのデータでござ

いますけども、３ｋｗで１世帯の平均ＣＯ

２排出量の４０％を削減できるとも言わ

れております。 
 この太陽光発電の補助も寄与しながら、

４６％の削減に向けて取り組んでまいり

たいと思っております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 安田生活環境部参事。 
○安田生活環境部参事 環境業務課に関

わります質問２点のうち、質問番号２０番、

ごみ収集処理事業についてのご質問にお

答えさせていただきます。 
 ごみ収集の民間委託が増える内容と委

託の割合でございます。令和５年度からの

ごみ収集委託でございますが、水曜日に収

集します複雑ごみの委託エリアを拡大さ

せていただきます。拡大の理由としまして

は、現在、水曜日は今後、複雑ごみとなり

ます燃やせないごみと、あと、古紙と古着

類の収集日を設けておりますが、古紙類の

うち、市民要望や資源リサイクルの推進か

ら、排出量の多い段ボール、雑誌の各世帯

の収集回数を、令和５年度から、これまで

の月１回から月２回に変更することとい

たしております。 
 古紙・古着類、また、段ボール・雑誌の

収集は全て現在、直営で行っており、水曜

日における収集の時間的な調整から、複雑

ごみの直営一部エリアを委託し、水曜日の

収集業務の増加を直営と委託で割りふる

対応とするものでございます。 
 次に、委託の割合でございますが、令和

４年度では、燃やせるごみ・燃やせないご

みの委託割合としまして、約３万世帯を委

託しておりまして、割合として７１．２％、

委託となっております。 
 次年度、令和４年度の収集の世帯数で推

計しますと、複雑ごみ、今回、約七千世帯

追加することで、大体、委託割合が８７％

から８８％ぐらいになると見込んでおり

ます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 三浦環境センター長。 
○三浦環境センター長 質問番号２１番、

環境センター維持管理事業に係るご質問

にお答えいたします。 
 まず土壌汚染調査の内容とスケジュー

ルでございますが、土壌汚染調査を実施す

るに当たり、まず地歴調査として図面や登

記簿謄本、関係者へのヒアリング等の資料

を評価し、土地の利用履歴から特定汚染物

質等による土壌汚染のリスクを判定いた
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します。 
 次に、地歴調査に基づき調査区域を設定

し、調査区域の表層から５０㎝までの土壌

を分析する表層土壌調査を実施し、汚染の

有無や範囲を確定させてまいります。 
 地歴調査・表層土壌調査ともに、半年程

度を見込んでおり、令和５年度中に実施を

予定しております。 
 次に調査結果の周知でございますが、土

壌汚染の調査の結果につきましては、汚染

の有無に関わらず大阪府へ報告いたしま

す。調査により土壌汚染が確認された際に

は、大阪府のホームページに汚染物質や汚

染場所が掲載されることになります。 
 本市におきましても、土壌汚染調査の結

果につきましては、ホームページへの掲載

等を考えております。 
 また、地元へのお知らせにつきましては

どのような方法がいいのか、今後考えてい

きたいと思っております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 山下事務局長。 
○山下農業委員会事務局長 質問番号２

２番、農作物のＰＦＯＡ汚染に係ります、

国の調査目的等につきましてご答弁申し

上げます。 
 農林水産省におきましては、令和４年度

安全な農畜水産物安定供給のための包括

的レギュラトリーサイエンス研究推進委

託事業におきまして、水や土壌等の農業環

境から農作物へのＰＦＯＡ及びＰＦＯＳ

の移行蓄積動態に関する基礎研究を実施

しておりまして、具体的には、農業用水・

農用地土壌に加えまして、農産物に適用可

能な分析法の開発確立を目的に行ってい

るところでございます。 
 以上です。 
○香川良平委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 産業振興課に係り

ます、残り３点のご質問にお答えさせてい

ただきます。 
 まず質問番号２３番、創業支援事業に係

ります創業促進補助金の新年度の予定と

新たな周知につきましてでございます。 
 現在、具体的な相談を２件把握しており

ます。 
 １件は開業間もない店舗で、もう一件は

これから開業したいというご相談でござ

います。２件とも、現在、商工会で状況を

整理していただいておりまして、対象とな

る場合につきましては申請をしていただ

く予定となっております。 
 新たな周知手段につきましては、不動産

仲介業者に対しまして、この制度を周知し

ていただくことを要請できないかと考え

ているところでございます。 
 続きまして、質問番号２４番、産業振興

アクションプラン推進事業の第２期プラ

ンの検証の内容でございます。 
 第２期摂津市産業振興アクションプラ

ンは、令和２年度から６年度の計画で、作

成及び進行管理に当たって助言をいただ

く産業振興アクションプラン懇話会を設

置しており、年３回程度、会議を開催して

おります。 
 懇話会委員は８名で、学識経験者や市内

事業所、金融機関、商工会、農業者等の代

表者に委員を委嘱しております。 
 検証に当たりましては、基本理念である、

活力ある産業のまち摂津を実現するため

に設定いたしました三つの方向性の下、９

つの施策展開に基づき、その実施状況を確

認しております。 
 具体的には、各施策展開に設けました活

動目標を基に取組効果の確認・検証を行っ

ております。 



- 24 - 
 

 続きまして、質問番号２５番、企業立地

等促進事業の企業立地奨励金の大・中・小

企業別５年間の件数・金額・割合でござい

ます。 
 まず令和元年度につきましては、大企業、

９社２５件で、金額が１億６，７５５万５，

２６８円、割合としまして９４．８％、中

小企業が、１２社１４件で９１１万４，１

１０円、割合が５．２％でございます。 
 令和２年度につきましては、大企業９社

２４件、２億２，６３１万７，５８５円で、

割合が９６．３％。中小企業が１２社１５

件で、８８１万１，３１４円で、３．７％。

令和３年度が、大企業８社２５件、金額１

億８，６９１万７，９９３円、９５．８％、

中小企業が１１社１２件で８１９万３，９

２６円で、４．２％。 
 令和４年度につきましては、こちらは見

込みでございます。大企業が８社２６件、

金額が１億５，６４０万９，７５０円で９

３．６％。中小企業が１２社１３件で、金

額が１，０６２万４，１１２円で６．４％。 
 令和５年度の予算におきましては、大企

業１１社３０件で、金額が２億６，６３８

万２，０００円、割合が８３．９％。中小

企業が１６社１６件で、金額が５，１２９

万３，０００円、１６．１％でございます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 ２回目、お願いいたし

ます。 
 増永委員。 
○増永和起委員 それでは、２回目、質問

させていただきます。 
 質問番号１番、コミュニティセンター管

理事業です。スケジュールについて、全部

が並行して進められていくという理解で

いいんでしょうか。パブコメ、地元説明会

をやりながら、購入場所の確保も相手先と

検討しながらで、業者と契約して基本設計

も順番にやっていくのではなくて、同時に

進めていくということでよろしいんです

ね。進め方については分かりました。 
 不動産鑑定は１者だけであるとか、土壌

調査に関しては法的に必要があればやる

けれども、法的に必要がなければやらない

と伺ったんです。今、土壌汚染対策法には

ＰＦＯＡは入っておりません、現在は。で

も、先ほどもお話をさせていただきました

が、今後、ＰＦＯＡは土壌汚染対策法の中

に入ってくるという方向性が環境省もそ

うなると言うてます。いつの時期かはまだ

分かりませんけれども、数年の間でなって

いくんじゃないのかなと思っています。 
 であるならば、今のうちにきちんと調査

をして、土地購入価格の判断の中でもその

ことについて考慮すべきではないでしょ

うか。いざ、建物を造る段階でＰＦＯＡは

除去する必要が出てきたら、それは市の財

源でするんでしょうか。答弁を求めます。 
 質問番号２番、自衛隊の問題です。いろ

いろとおっしゃいましたけども、自衛隊法

は、自衛隊が協力を要請することを認めて

いるだけで、市町村の義務ではありません。

住民基本台帳法に照らせば、名簿提供はで

きないとなっています。 
 第１５６国会で総務大臣が発言したり、

政府の閣議決定や防衛省・総務省連盟の通

知など、住民基本台帳法上、特段の問題を

生ずるものではないと通知されているだ

けで、これは何の根拠も示さない、曖昧な

ものです。政府が法的根拠を示せないこと

の証拠と言えます。また、この閣議決定の

上、発出された通知も技術的助言だけで拘

束力を持っておりません。 
 住民基本台帳法は閲覧しか認められて

いないということです。個人情報保護法と
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住民基本台帳法ではどちらが優先される

のかという問題。これについても、住基ネ

ット訴訟の最高裁判決は個人情報保護法

を優先して、住基法によって住基情報は守

られるので、行政が目的外利用はできない

と、最高裁判決の中でははっきりと言われ

ています。 
 こういうことについて、きちっと法的な

根拠がない問題について、勝手に若者の名

簿を自衛隊に提供するのはやめるべきだ

と思っています。 
 また、先ほどお話がありました、摂津市

の個人情報保護審議会、ここでのお話です。

そのときに、会長からこの個人情報の問題

についてどうやって周知するのかという

話で、ホームページや広報でお知らせをす

ると摂津市の担当課のほうから説明をさ

れています。そのときに意見として出され

ているのは、積極的に見にいく人には分か

るけど、そうでなかったら分からないこと

になるのではないかと聞かれていると思

うんです。 
 さらにＳＮＳとかでも発信を検討する

って担当課は言うてはりました。それでも

全員にいくわけではなくて、見た人でない

と分からないことになるのに対して、委員

から、みんなに情報がいかないことはやむ

を得ないことかって聞かれて、まあ、そう

いうことになるって担当課が答えている

んです。これ、やむを得ないことなのか、

もう一度、ここについてもお聞きします。 
 もう一つ、摂津市の個人情報保護審議会、

ここにわざわざ諮って、審議もしていただ

いて、最終的に除外申請をつくりなさいと

なったわけです。そのときに、できる限り

市民の方にちゃんと情報が提供できるよ

うに、摂津市と市民との間の信頼関係に関

わる問題ですよっていう言葉まで付され

ていると思います。 
 そういうことをやってつくった除外申

請の制度、委員からは、できる限りちゃん

と情報が本人にいきわたるようにしなさ

いよって言っているのに、今回は、その期

間を短くするということをやられるわけ

です。これ、さらに知る機会が減ることに

なるわけです。個人情報保護審議会で出さ

れたことよりも、自衛隊の要請を優先する。

その根拠は何ですか。教えてください。 
 次、マイナンバー、３番目です。 
 本人が取りに行けない場合、代理人の場

合っていう話で、病気や障害というお話が

ありました。これ、もっとかなり厳しい中

身になっていて、今日風邪ひいてとかでは

駄目だということですよ。家族が代わりに

取りにいくことも駄目だとお伺いをして

います。例えば入院されているところとか、

入られている施設とかの責任者とかケア

マネジャーとか、そういう人でないと駄目

だと聞いています。 
 家族でも代理人になれないほど本人確

認を厳格にしないと、漏えいやなりすまし

などの様々な問題が出てくる。しかし、寝

たきりでなくても市役所まで交付を受け

に来ることが困難な高齢者・障害者はいら

っしゃいます。マイナンバーカードの強引

な進め方は結局そういうしんどい立場に

いる人を置き去りにすることになると思

うんです。 
 カードを持たない人に対して、保険証に

代わる資格確認証を政府は発行すると言

っていますが、資格確認証で診療を受ける

と、今度は窓口負担が高くなる。こういう

ことも言うてます。これ、本当に差別的だ

と思うんです。 
 ９日の参議院の総務委員会で、我が党の

伊藤岳議員が、ＤＶ被害者のマイナポータ



- 26 - 
 

ルサイトからの身バレ、今どこにいている

かがばれてしまうことですが、質問をいた

しました。大串正樹デジタル副大臣は、病

院・薬局の利用履歴などから、加害者から

逃れて避難先に落ち着くまでの途上で情

報を見られてしまうこともあると、そうい

う懸念を向けられ、ご指摘のとおりだと、

危険性を認めたわけです。 
 副大臣は、カード機能を一時停止すれば

情報は閲覧できないと答弁したんです。カ

ードが使えなければ病院にも行けないこ

とになるんでしょうか。これについてどう

いう認識を持っておられるのか、お伺いい

たします。 
 マイナンバーカードの促進における高

齢者や障害者、ＤＶ被害者などについての

認識についてもお伺いしたい。 
 ４番目、体育施設維持管理事業、エアコ

ンの問題です。 
 いろいろとエアコンも進化してきて、競

技に影響のないものが設置できた、非常に

よかったと思っております。 
 味生体育館は別府の火災のときにも一

時避難場所となりました。いろいろ災害が

あったときに避難所としても活用のある

体育館にエアコンが設置されることは大

変よいことだと思っております。市民の期

待に応えたものにしてほしいと思います。

要望としておきます。 
 ５番目、社会福祉法人介護特例補助事業

です。吹田市での利用料減免制度は唯一の

ものです。これがしっかり活用されていま

すということを紹介していただいて、参考

にしていただけたのは非常にありがたい

なと思っています。 
 新規が２件増えたということです。この

制度を使える人もっともっとたくさんい

らっしゃると思うんです。ぜひ、この物価

高のおりですから、介護サービスの利用を

削ることにならないように、しっかりお知

らせをしていただきたい。要望としておき

ます。 
 ６番目、せっつ高齢者かがやきプランで

す。 
 介護需要が増えることは、確かにそうだ

ろうと思います。ただ、必要なサービスは

削ることなく、介護保険料が値上げになら

ないように、これは市民の願いです。ぜひ、

そういうこともしっかりと考えたプラン

作成を行っていただきたい。どうしてもし

んどいなら、一般会計繰入れ等も視野に入

れ、以前は国保には一般会計繰入れがしっ

かりされておりましたので、ぜひ、できな

いことではございません。よろしくお願い

し、要望としておきます。 
 次に７番目、敬老事業です。 
 削減額お聞きしました。実額で８１０万

円、その他いろいろのものが４４０万円、

全部で１，２３０万円です。本当にこれ削

減額大きくないと思うんです。シフト先の

拡充とおっしゃいますけれども、今お聞き

したところでは、この事業の拡大は敬老事

業を削らないとできないものかと思うん

です。シフト先は拡充自体が医療や介護の

費用の削減につながるものだと思うんで

す。日常生活を支えることが、よりお元気

な状態を長く保っていただける。それ自体

が効果になることやのに、こっちを削減し

ないとそれはやらないというやり方にな

っていると思っています。 
 これは９番の緊急通報装置のところで

併せて質問していきますので、７番として

は以上で終わらせていただきます。 
 ８番目、高齢者日常生活支援事業です。 
 ５万円の上限を引き上げてほしいと、こ

れも何度も言ってまいりました。今回、藤
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浦委員も要望をされておられました。ぜひ

ぜひお願いしたいと思いますので、要望に

しておきます。もう一つ、これも藤浦委員

がおっしゃっていました。加齢性難聴の補

聴器購入補助金、高額の補聴器を買うのが

大変で補助金をということです。ただ、買

っても合わないといって使わない人も多

いようでございます。 
 東京都の港区、全国一の補助額であるだ

けではなくて、相談やアフターケアなどの

制度もしっかり考えておられるというと

ころです。これは補聴器を活用する人の増

加が、先ほど、認知症のことはまだ分から

ないとおっしゃいましたけども、認知症と

か介護の需要を抑えることにつながると

いう自信を持っておられるからだと思う

んです。認知症だけに限られないと思うん

です。家族との交流、ご近所さんとの交流、

お友達との交流であったり、耳が聞こえな

いことで外へ出ていかないことでひきこ

もりにだんだん近い状況になってしまう

方もおられると思うんです。そういう観点

からも補聴器のことについてどう思われ

ているか、もう一回お聞きします。 
 ９番目、ひとり暮らし高齢者の緊急通報

装置です。 
 ６００人を対象に大きく広げていただ

くことになると思います。健康であっても、

何かある、いざ何かあったときのために、

そういうこともございます。これは心の安

心というだけでなくて、本当に何かあった

ときに早期発見できることは、医療費の削

減にもつながっていきます。 
 高齢者の施策において、ビルド・アンド・

スクラップという考え方が私は違うと思

っているわけです。新たな高齢者の日常生

活の支援策、これをつくるために今までの

日常支援策は削られる。片方で頭をなで、

片方でたたく、こういうふうなものです。 
 紙おむつの制度の削減は、いまだに苦情

の声をお聞きします。高齢者の日常生活支

援をすることは、昔よく言われました、福

祉のばらまきではなく、元気で長生きして

いただくことが医療や介護の軽減につな

がって、それ自体が財政的な抑制効果をも

たらす、先行投資と考えるべきだと思って

います。 
 新たな制度を要望すると、今までの制度

がまた削られるのと違うかと、そんなやり

方はやめて、高齢者が安心できる摂津市に

するべきだと思います。いかがでしょうか、

お答えください。 
 １０番目、高齢者の入浴の問題でいろい

ろお骨折りしていただいたんです。現実に

は１回も使ってないということです。 
 高齢者の入浴需要は、お風呂が家にない

人だけではありません。入浴時に倒れるな

どの不安があって、公衆浴場を利用してい

る人もおられます。コロナ禍で厳しい状況

あったと思うんです。何らかの方法を考え

ていただいて、高齢者の入浴についての環

境を整えていただけますように、要望とし

ておきます。 
 シルバー人材センター事業、１１番です。 
 インボイスの制度は、本当に全ての人に

関わってくる、中小業者、営業してはる方

だけではなく、様々なところにこの影響が

出てくると言われています。会員さん１人

当たりの年間の配分金って平均的に幾ら

ぐらいなのか、教えていただきたい。今、

会員にそれを負担させるつもりはないよ

うですけれども、消費税、これもし引かれ

たとしたらどうなるのか。市の対応として

はどう今考えておられるのかお伺いしま

す。 
 次、１２番目です。無症状の方へも定期



- 28 - 
 

的な検査をして、働く方も安心ができる、

そして、施設に入られておられるとか、障

害者の利用者も安心できる制度です。今す

ぐに廃止になってないことはほっとしま

す。これから先どうなるか分からないとい

うお話だったと思います。 
 障害者の方は、リスクの非常に高い方だ

と思うのです。働く方も非常に神経すり減

らしながら今までやってきてはると思い

ます。ぜひぜひ、国や大阪府にも要望して

いただいて、きちっとした検査をしていた

だくことが継続するように、よろしくお願

いします。市としてもぜひ支援策もしてい

ただきたいので、併せて要望としておきま

す。 
 １３番目、生活困窮者自立支援事業です。

様々な制度が打ち切られていっていると

いうことで、貸付制度も始まっている。免

除ができている人が、まだ全国的な平均で

３割ぐらいとお聞きをしているんです。猶

予もできるということで、そういうことも

しっかり知らせていただきたいと思いま

す。返済のときにこの物価高騰が重なって

きてしまって、非常に苦しい状況があると

思います。 
 住居確保給付金の制度、これは残ってい

ると思うんです。説明をお願いします。 
 １４番目、生活保護事業です。 
 私がいろいろとお話をお聞きしている

中で、若いシングルマザーの方などは、働

いていたら生活保護を受けられないと誤

解されている方が結構いらっしゃったり

するんです。必要な人は相談してとホーム

ページでも呼びかけ型に変えてくれてい

ますけれども、まだまだ理解されておられ

ない、また偏見もすごく多いと思うんです。 
 例えば、児童扶養手当の窓口にも生活保

護の内容を説明するようなものを置くと

か、それ単体ではなかなか手を出しづらか

ったらほかのものの中に挟まれるとか、他

課と連携をして、やはり子どもの貧困も関

わっているので、ぜひ、必要な人にはちゃ

んとその制度が届くようなことをしてい

ただきたい。 
 寄り添った対応をするためにも、生活保

護のケースワーカーの増員、女性ケースワ

ーカー複数配置も必要だと思うんです。新

年度はどうでしょうか。ケースワーカー１

人当たりの件数を教えていただきたい。 
 １５番目、救急医療体制整備事業です。 
 大阪府のコロナ支援制度がなくなった

ということは三島救命には影響があんま

りないと受け取っていいんでしょうかね、

今の答えは。延長が本当にないのか不思議

やと思うんです。 
 医師や看護師の確保であるとか、医療機

関の負担、これからもコロナがなくなるわ

けじゃないです。非常にそんなに簡単には

よくならないと思うので、負担軽減等、今

後も必要だと思います。ぜひ、支援をして

いただきたいと思います。しっかり目配り

していただきたい。要望としておきます。 
 １６番目です。コロナワクチンについて

は、今までは休日・夜間もやってもらって

いたけれども、新年度は分からないような

お返事だったと思うんです。やっぱり、み

んな仕事休んで受けにいくかというのも

なかなか難しい場合もあります。ぜひ、夜

間・休日、そういうことも働きかけていた

だいて、やっぱり支援がないとなかなか医

療機関でもできないと思います。きちんと

そこも考えていっていただくように、ぜひ

お願いします。 
 相談窓口であるとか、自宅療養への支援

とか、検討してないというお話でした。マ

スクを外して普通に生活ができるために
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は、よりしっかりした検査態勢とか、かか

ったときの支援、これが必要だと思います。

すごくひどくなってからではなくて、ぜひ、

お願いします。これも要望としておきます。 
 １７番目です。環境省へ行って思ったん

です。環境省が私たち摂津市の今の状況を

どれだけちゃんと知ってくれているか、そ

んなによく知ってくれてはいないなって

思ったんです。私たちがいろいろ話をする

ことを聞いて、初めて聞きましたみたいな

感じだったんです。 
 非常に不安に思っているとお伝えをし

てきました。特に健康に関しての不安が市

民の中にはとっても大きいですと、何とか

してほしいと。専門家会議でお願いする、

専門家会議で検討してもらう。こればっか

り言うんです。でも、専門家会議の先生た

ちが、みんながみんな、このことについて、

摂津市の状況についてよく知っているか、

そうではないと思うんです。 
 そこで話し合っているだけでは、これは

本当に摂津市の市民にとっていい内容が

決められていくには、ほっといたらならな

いと思うんです。外国の情報とかはいろい

ろ集めてはりますけど、この日本の中で、

実際にＰＦＯＡの濃度の高いところが現

実にあるわけです。そこで血液検査、健康

影響調査をして、それを科学的に考える。

これが専門家の先生のやるべきことだと

思うんです。摂津市が動向を注視している

っていうだけではいけないと思うんです。

国に対して調査を要請すべきです。 
 環境省は以前にも血液検査をやってい

ます。血液検査のやり方分からんとかそん

なんじゃありません。全国的な調査をやっ

ていますので、ぜひ、それを要請すべきで

すが、どうでしょうか。もし、国へ要請を

ようせえへんのやったら、大阪府とかに要

請するとか、市がやるとか、そういうこと

があると思うんですけれども、お答えをお

聞きします。 
 続きまして１８番目です。水質汚濁防止

法は、事故が発生したら報告せなあかんと

いうことで、そうでなければ報告せんでい

いというお話でした。 
 ダイキン工業自社敷地内で年間６万ト

ンの地下水をくみ上げて、活性炭処理など

をして公共下水に排出をしています。下水

に排出するＰＦＯＡ濃度は公表していま

せんけれども、市と大阪府とダイキン３者

のＰＦＯＡ対策連絡会議、この議事録を見

ますと、暫定目標値の１０倍以上の濃度で

流していることが分かります。 
 環境省は、ＰＦＯＡは既に製造中止にな

っていて、排出を管理するものではないと

思っていると。なので、事故時を想定して

おり、ほかの物質のような排出規制とはな

ってない。個別事案については把握してい

ないが、声を受け止め、規制が十分かどう

か議論が必要で、そのために専門家会議が

あると言っておりました。 
 製造してないけど、排出は日常的に行っ

ていると環境省に伝えるべきじゃないで

すか。排出規制を数字で決めてもらうよう

にきちんと求める必要があると思うんで

す。その点についてどう思うか、お答えく

ださい。 
 また、土壌汚染対策法については、摂津

市での調査についてしっかり情報を求め

るべきです。こうじゃないかなっていう話

じゃなくて、先ほど、水質の問題は大阪府

にきちんと問合せをしていただいたよう

ですけれども、国に対してその調査の結果

いつ出るんですかと言って、しっかり聞い

てください。市民にも公開すべきだと思い

ます。 
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 ダイキンは、敷地外には土壌汚染対策法

でも義務はないと、このように先ほどの会

議の中で言うておられますけれども、環境

省は、敷地の外だから無条件に対象外とな

ると、そういう制度にはなってないとおっ

しゃっていました。 
 環境保全協定も摂津市にはございます。

これに基づいて話をしっかり進めるべき

だと思うんです。どう思われているか、お

話を聞かせていただきたい。 
 土壌汚染対策法について、国に聞くかど

うかを教えてください。 
 １９番目、温暖化対策事業です。 
 今、お話のあった省エネ住宅で目標にい

くのじゃないかというお話だったと思う

んです。家庭部門の目標が達成できるとい

う理解でよろしいんでしょうか。でも、家

庭部門だけじゃないですよね、これ。全体

的な、総合的な目標だと思います。 
 基準年度で一番排出量の多い産業部門、

この削減目標に対する取組はどうするの

か、お尋ねいたします。 
 ２０番目です。ごみ収集処理事業、委託、

いよいよ８７％から８８％ということで、

もうこれ以上増やすべきではないと思っ

ています。でも、それは現業不補充の方針

がある限り、いずれ全部直営ではなくなる

と思うんです。災害時やふれあい収集、直

営の役割が重要であることは市民は十分

知っています。この現業不補充の方針、ず

っと言っているんですけれども、ここの場

ではなかなか答えにくいとおっしゃると

は思いますけれども、全部委託にしてしま

うと将来考えているのかどうか、お聞かせ

願いたい。 
 ２１番目、環境センターの維持管理事業

です。 
 私、土壌汚染対策法の内容を教えてほし

いと言ったんです、そこ抜けていたと思う

ので、それもお願いします。 
 大阪府のホームページに載ると、市のホ

ームページにも結果を載せると、地元へは

どう報告するかはこれから考えるってい

うお話でした。 
 ただ、この問題は地元だけの関心ではな

く、摂津市全体の方々の関心だと思うんで

す。それについて、いろいろな様々なタイ

ミングで、細かくきちっと報告していただ

く。もちろんホームページや広報なんかも

そうですけれども、説明会なんかもきちっ

とやっていただきたい。 
 それから、先ほどから言っておりますけ

ど、今、ＰＦＯＡとかは、この前お聞きし

たときも、考えていませんっていうお話で

した。途中でＰＦＯＡ等が新たな土壌汚染

対策法に入ってきたらどのようにされる

のか、お伺いしたい。 
 ２２番目、農業委員会運営事業です。 
 この農作物とか土壌とか水とかの調査

結果はいつ頃出るのでしょうか。この結果

について、農業委員や市民にどのように知

らせるおつもりなのか、伺いたい。 
 ２３番目です。今、相談件数が２件ある

ということです。とっても件数少ないけど、

今まですごく喜ばれていた家賃補助であ

ったとお伺いもしています。これは、今、

物価高騰の中で新しく創業しはる人にと

っては非常に大きな支えになると思いま

す。ぜひ頑張って、もっともっと実績を増

やしていただきたい。 
 また、創業だけと言わず、現在営業して

いる事業所なんかにも家賃補助の制度を

つくってほしいと思いますので、それも要

望して、この質問を終わります。 
 ２４番目、産業振興アクションプラン推

進事業です。 
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 令和６年までで、今はまだ途中なんでし

ょうが、これ、令和２年からということは、

その前に策定しているんです。やっぱりコ

ロナとかこの急激な物価高騰とかは、この

プランの中には盛り込まれていないと思

うんです。 
 ぜひ、中小業者の実態調査をしていただ

きたい。このアクションプランと現状どう

なのかを、机の上だけじゃなく、本当に調

査をして検討していただきたい。これも要

望としておきます。 
 ２５番目です。５年間お聞きしました。

ほぼほぼ大企業への奨励金と交付金とな

っております。ついに大企業への交付金だ

けで、商工振興費の中で最大予算になって

しまいました。中小企業金融対策費よりも

大きい。こういう額です。摂津市の商工振

興費はもう大企業振興費、こう言えるんじ

ゃないかなと思っております。 
 中小企業のまちとして本当にこれでい

いのか。コロナとか、記録的な物価高騰と

か、インボイスとか、中小企業は三重苦に

見舞われている。そういう中で、ぜひとも

家賃補助とか、今さっきも言いました、住

宅店舗リフォーム助成制度など、中小業者

にとって本当に支援策になる仕組み。相談

窓口をつくるだけじゃなくて、そういうこ

とについてのお考えをお聞きします。 
 ２回目、以上です。 
○香川良平委員長 暫時休憩いたします。 

（午後０時 ５分 休憩） 
（午後０時５９分 再開） 

○香川良平委員長 休憩前に引き続き再

開をいたします。 
 増永委員の２回目の質問に対しての答

弁を求めます。 
 丹羽次長。 
○丹羽生活環境部次長 自治振興課に関

わります（仮称）味生コミュニティセン

ター土地購入に関するご質問にお答えさ

せていただきます。 
 先ほどもご答弁させていただいたんで

すけれども、本予算をご可決いただいた

ら、４月に入りましたら順次土地の場所

等々、確定して、購入していくという形

になっていくと思っております。その際

には、相場等々も比較しながら適正な金

額で購入できるように進めてまいりたい

というふうに思っているところでござい

ます。 
 また、土壌対策汚染法等々の改正につ

きましても、先ほども申しましたが、当

然購入に際しては法的な部分は遵守して

いかなければなりませんので、改正等に

注視しながら土地購入も進めていくとい

うことで考えております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 森口課長。 
○森口市民課長 市民課に係ります２回

目の質問にお答えさせていただきます。 
 まず、質問番号２番、自衛隊でござい

ます。 
 個人情報保護審議会では、可能な限り

市民に伝わる工夫をするよう、附帯意見

がなされました。 
 周知につきましては全戸配付の広報紙

に掲載していることで、対象者にとどま

らず、市民全体への周知を一定図られて

いると考えておりますが、それ以外にも

ホームページ、それから、市公式ＬＩＮ

Ｅを駆使して名簿提供の対象となる若者

が身近に活用しているデジタル媒体での

周知も採用しております。 
 今回は市役所以外にもコミュニティプ

ラザ、別府コミュニティセンター、公民

館の各公共施設にもチラシと除外申請書
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を配架しております。 
 今回、除外申請の受付期間が３週間と

前回より短くなったことにつきまして

は、繰り返しの答弁にはなりますが、将

来発生するかもしれない災害時に摂津市

として自衛隊に救助要請を行うことがあ

るかもしれない、そのために可能な限り

自衛隊に協力しておきたいという考えか

ら、事務処理等も考慮してぎりぎりの期

間まで受付を設定しております。 
 今後も３週間しか受付期間を設けない

ということではなく、その時々で適切に

期間を設定していきたいと考えておりま

す。 
 続きまして、質問番号３番、マイナン

バーカードでございます。 
 ＤＶ被害者の情報がマイナポータルか

ら漏れる心配につきましては、通常マイ

ナンバーカードは本人が管理し、暗証番

号も本人しか知り得ない情報となるた

め、他者がなりすましてマイナポータル

をのぞきに行くことはできないとなりま

す。 
 万が一、ＤＶの加害者が被害者のマイ

ナンバーカードを所持し、暗証番号も知

り得たとした場合であっても、マイナン

バーカードの再交付や暗証番号の再設定

によってリスク回避が図られると考えて

おります。 
 高齢者やその他の代理人受け取りにつ

きましては、現在の代理人ルールだけで

は恩恵を受けられない方が多くいらっし

ゃることは認識をしております。市民か

らの問合せや苦情、相談も受けているの

は事実でございます。現在は国が定めた

事務処理要領に沿って対応しているた

め、摂津市独自ルールで取り扱うことは

できないことになりますが、国も現状は

認識しておりまして、今後事務処理要領

の改定に向けてのルールづくりを進めて

いるところでございます。 
 まだ改正案の段階ですのではっきりし

たことは申し上げらませんが、大幅に代

理人要件が緩和されると聞いておりま

す。 
 今後も国の動向に注意してまいりたい

と考えております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 次に、細井参事。 
○細井高齢介護課参事 高齢介護課に係

る３点でございます。 
 質問番号８番、加齢性難聴につきまし

て、加齢性難聴は認知症のほか、コミュ

ニケーションの障害原因となり、社会的

孤立、鬱を引き起こす原因になり得ると

認識しております。 
 先ほど委員からご紹介ございましたと

おり、本制度につきましては創設して終

わりというものではなく、効果的に補聴

器を活用していただかなければ意味がな

いとも考えております。そのため、東京

都港区の事例を含め、先進自治体の動向

も確認しながら研究を重ねてまいりたい

と考えております。 
 続きまして、質問番号９番、高齢者福

祉の制度はこれまでも社会状況の変化に

合わせ制度の目的を基に総合的に見直し

を行なっており、より必要とされる支援

策等を構築してきたものと認識しており

ます。 
 今後も少子高齢化の進行に伴い、高齢

者単身世帯、後期高齢者などの増加も見

込まれており、医療、介護サービスや見

守り等の日常的な生活支援の需要はます

ます増大してまいります。 
 このような中、全ての高齢者が住み慣れ
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た地域で安全・安心に暮らしていける環境

づくりを進めていくことは非常に重要で

あり、将来を見据えつつ、今の時代に合っ

た制度構築について常に考えていく必要

があると考えております。 
 このような考えの下、直接的、間接的問

わず生み出された財源効果を高齢者にと

ってよりよい効果的な施策にしていける

よう、検討してまいりたいと考えておりま

す。 
 最後、質問番号１１番です。 
 シルバー人材センターの令和３年度の

実績で申しますと、配分金は１人当たり年

間約４７万円、月額で申しますと４万円程

度になってまいります。 
 このような状況の中、現在会員の手取り

額に影響を与えることなく、安定的な事業

運営を可能とするため、シルバー人材セン

ターとインボイスについて協議を重ねて

いるところでございます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 次に、木下部参事。 
○木下保健福祉部参事 質問番号１３番、

生活困窮者自立支援制度の中で、住居確保

給付金についてのご質問にお答えいたし

ます。 
 本事業は、コロナ対策といたしまして、

令和２年度に要件が緩和されてこれまで

事業を実施してきております。 
 事業の実績でございますけれども、令和

２年度には１０５件の申請が、令和３年度

には５５件の申請がございました。 
 国におきましては令和５年度も継続し

てこの制度を実施するということで確認

しておりますので、今後も相談、それから

支援に努めてまいりたいと考えていると

ころでございます。 
 続きまして、質問番号１４番、生活保護

の職員体制についてのご質問にお答えい

たします。 
 生活保護業務におきましては、現在１２

名のケースワーカーを配置しております。 
 一方、生活保護世帯につきましては令和

５年１月現在で１，１７６世帯となってお

り、ケースワーカー１人当たりの平均は９

８世帯という状況でございます。国におき

ましてはケースワーカー１人の法定の標

準数が８０世帯となっておりまして、本市

の現状はこれを上回っているというふう

になっております。 
 また、女性ケースワーカーは令和４年度

に一人が配属となり、現在も職務に従事し

ているところでございます。 
 なお、ケースワーカーとして配属をする

には社会福祉士などの資格所持者であり

ますとか、大学で一定の科目を履修してい

ることなどが要件となっております。 
 ただ、近年は特色のあるカリキュラムを

組んでいる学校が増えているために、卒業

されてもこの要件を満たしていないとい

うような職員が増えているということで

人事担当より聞いております。 
 このような状況ではございますけれど

も、職員体制が確保できるように今後とも

人事担当と協議を行ってまいりたいと考

えております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 次に、浅尾課長。 
○浅尾保健福祉課長 １７番目のご質問

に答弁させていただきます。 
 ＰＦＯＡに関しましては、これまで市か

らの要望、それから、市長が環境省へ赴き、

実情等も説明をされておりますけれども、

その後の専門家会議の設置につながって

いるものと考えております。 
 さきの国会における衆議院の環境委員
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会における国の答弁で、まず、健康影響調

査に関する科学的知見、専門的な見地から

の議論が重要で、検討結果を基に国民の安

全・安心の取組を進める旨の答弁がござい

ました。 
 また、結論が出てからということではな

く、議論の状況について随時摂津市等の地

元自治体に対して情報提供する旨のご答

弁もいただいている状況でございますの

で、引き続き国からの情報等をしっかり注

視し、関係課との連携を図りながら状況の

把握に努めてまいりたいと考えていると

ころでございます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 菰原課長。 
○菰原環境政策課長 環境政策課に係り

ます２点について、再度のご質問にお答え

させていただきます。 
 １８番目のＰＦＯＡに関するご質問で

ございますけども、まず、水質汚濁防止法

上の排水基準に関するご質問でございま

したが、これまで大阪府が主催する神崎川

水域ＰＦＯＡ対策連絡会議の場において、

市内化学メーカーから下水放流水の濃度

測定結果が報告されております。 
 下水放流水の濃度について基準はない

ものの、排水基準設定の考えを参考に暫定

指針値の１０倍を目安に管理を大阪府と

も当該市内化学メーカーに要請している

ところでございます。 
 下水放流水の濃度は非公開を条件に大

阪府に提出されておりますが、ＰＦＯＡ対

策連絡会議等を通じ、できる限りの情報開

示を求めてまいりたいと考えております。 
 また、先ほどから専門家会議の話題がご

ざいましたが、ＰＦＯＡ等に係る水質目標

値等の専門家会議で科学的知見に基づい

た排出基準等の規制化に向けた判断がな

されると思いますので、そちらの情報の収

集に努めてまいりたいと考えております。 
 続きまして、環境研究総合推進費の大阪

府での結果につきましては、環境省への問

合せを行い、結果公表のめどの確認ができ

ましたら議員の皆様にもお知らせしてい

きたいと思っております。 
 次に、環境保全協定に基づく市内化学メ

ーカーとの協議でございますが、協定の前

文には公害関係法令等の定めに従って公

害防止対策を推進すると規定しており、Ｐ

ＦＯＡは現在水環境全体の暫定的な目標

値等が定まっている段階でございますの

で、現状環境保全協定に基づく協議は予定

しておりません。 
 しかしながら、国に専門家会議が設置さ

れる動きがある状況でございますので、繰

り返しになりますが、規制担当を担う大阪

府とともにＰＦＯＡ対策連絡会議等を通

じて市内化学メーカーの対策を促進して

まいりたいと考えております。 
 続きまして、１９番目の質問、地球温暖

化対策に関する産業部門の取組について

お答えさせていただきます。 
 摂津市内の市域における温室効果ガス

の排出量は、データから産業部門が一番多

い結果となっております。 
 産業部門の削減について、摂津市地球温

暖化対策地域計画の中では、ＬＥＤ等省エ

ネ設備の導入や、エネルギー管理の徹底に

よる削減を対策に挙げております。 
 民間事業者向けの脱炭素に係る補助に

ついては、国や府の補助事業は充実して

おり、例えば環境省ではＰＰＡ活用等に

よる地域の再エネ主力化・レジリエンス

強化促進事業や、大阪府においても中小

企業向けのＬＥＤ照明導入促進補助金等

がございます。 
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 本課といたしましては、大阪府並びに

関係各課とも連携しながら、温暖化対策

の取組に関しての支援制度について情報

発信の機会を捉えて事業者への周知を図

るなど、産業部門の削減につなげていき

たいと考えております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 次に、安田部参事。 
○安田生活環境部参事 質問番号２０

番、ごみ収集処理事業の２回目のご質問

でございます。 
 収集委託に関しまして、直営の職員の

今後についてのお問いでございます。 
 環境業務課におきましては、収集運搬

業務のほか、ごみ減量や廃棄物の適正排

出に係る啓発を担っております。ごみの

減量化の推進や適正排出の啓発に当たり

ましては、地域の方々との連携のほか、

日々のごみの排出状況の把握といったと

ころが重要だと考えております。 
 また、委員おっしゃいましたとおり、

今後のニーズの増加が予測されるふれあ

い収集、多発化する災害、こういったと

ころの地域の方との連携体制の構築など

を考えますと、一定の直営収集の体制の

維持は必要だと考えております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 三浦環境センター

長。 
○三浦環境センター長 質問番号２１

番、土壌汚染対策の内容についてのご質

問にお答えいたします。 
 環境センターでは、ごみ処理の広域化

後、廃棄物焼却炉の廃炉に伴い、ダイオ

キシン類対策特別措置法に基づく特定施

設が廃止となることで、大阪府生活環境

の保全等に関する条例に基づき、特定有

害物質等の土壌汚染調査を実施するもの

でございます。 
 特定有害物質等につきましては、鉛や

ヒ素など２６物質とダイオキシン類の計

２７物質が指定されておりますが、図面

や公害関係届出などによる地歴調査によ

り、調査対象とする範囲や特定有害物質

等を確定させてまいります。 
 続きまして、土壌汚染対策法の改正に

係るご質問でございますが、まずは土壌

汚染対策関係法令の改正に注視してまい

ります。その上で、改正がなされた際に

は法令に基づき対応を行ってまいりま

す。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 山下事務局長。 
○山下農業委員会事務局長 質問番号２

２番の２回目のご質問２点につきまして

ご答弁申し上げます。 
 まず１点目、国の令和４年度レギュラ

トリーサイエンス事業の結果がいつ頃出

るのかというお問いかと存じますが、農

林水産省に確認いたしましたところ、現

時点においてはまだ委託研究機関から調

査結果報告書が届いていないということ

で、公表については令和５年度に入って

から、具体的な時期については、現時点

では不明であるという回答でございまし

た。 
 ２点目のご質問、その結果が出た場

合、市民に対してどのように伝えるのか

というお問いかと存じますが、市のホー

ムページ等を活用しての公表になるかと

思いますが、当委員会といたしましても

まだその調査結果報告書の内容を確認で

きていませんので、その内容を吟味した

上で、それを見られた市民がより分かり

やすく、また、不安を持つことのないよ

うな周知方法を内部で検討してまいりま
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す。 
 以上です。 
○香川良平委員長 鈴木課長。 
○鈴木産業振興課長 質問番号２５番、企

業立地等促進事業に関しまして、リフォー

ム、家賃補助など、中小企業に対しての新

たな支援策についての考えについてお答

えさせていただきます。 
 ここ最近では新型コロナウイルス感染

症の流行やエネルギー価格・物価高騰など、

企業の経営環境は大きく変化しておりま

す。 
 担当課といたしましても、産業振興アク

ションプラン懇話会やビジネスサポート

センターを通してのご意見、また、商工会

からも情報提供いただき、適切な支援策を

検討していきたいと考えております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 答弁は終わりました。 
 ３回目をお願いいたします。 
 増永委員。 
○増永和起委員 それでは、３回目の質問

をさせていただきます。 
 １番目、コミュニティセンターです。 
 ＰＦＯＡの問題が土壌汚染の対策法に

入ってきた段階でもう既に取引が終わっ

て土地の購入が済んでいたら、それは摂津

市がもし除去する必要が出ていたら摂津

市の財源でするのかお聞きしたんです。注

視していても、１年以内に出るかどうか分

かりません。次の年になるかも分かりませ

ん。もう既に購入は終わっているよという

話になるかもしれないので、今のうちにや

ったらどうですかとお聞きしたわけです。

今それを聞いて、すぐ答えが返ってくるか

どうか分かりませんから、お答えは求めま

せんけれども、市民には使用料、利用料、

受益者負担といって高い金額を我慢せえ

とは、傍ら汚染があるかもしれない物件を

調査もせずに買って、除去費用は税金でと

いうのは、おかしな話やと非常に思うわけ

です。土地購入に当たっては、きちんとＰ

ＦＯＡを含めて土壌調査をしていただく

ように、土壌汚染対策法はやらなければな

らないことを決めていますけれども、やっ

てはいけないわけじゃなく、いろいろ心配

があったり、いや、いや、うちの土壌は大

丈夫ですよとアピールするために調査す

ることも入っているわけです。だから、こ

の要件がないからうちは法的にできませ

んという答えにはならないわけです。大い

に自分たちで必要があれば調査をしてい

ただくことは可能です。ぜひ調査して、そ

れも含めて適正価格を決めていっていた

だきたい。要望にします。 
 次に、自衛隊の問題です。 
 これもお答えになっていない気がしま

した、お話を聞いていて。災害時にお世話

になるから、だから３週間に短くすること

にも応じるんだと、そんなら自衛隊だけで

すか、お世話になるの。ほかのところが言

うてきたら、ほかのところにもどんどん名

簿を提供するんですか。自衛隊だけ特別扱

いされているわけです。もっと違う警察と

か、いろんなところ、お世話になるところ

は山ほどあると思う。そういうところが、

じゃあ、うちも名簿くださいと言うたらど

んどん渡すんですか。そうではないと思う

んです。きちっと法律に基づいてやる。自

衛隊だって、あんたのところ災害があるけ

ど、名簿提供してくれへんから行きません

わなんて、そんなことは言えないわけです。

そういうこととはまた別の話です。災害が

あったら救助に来てもらうのは。自分たち

で個人情報保護審議会、諮って、その中で

こうすべきですよと言われて、もちろんＳ



- 37 - 
 

ＮＳとかいろいろそういうのは努力しは

ったかもしれません。でも、そのことより

も自衛隊の申出を、それに対しては何も言

わずにすっとやってしまうという、保護審

議会をやっている意味がないと思うんで

す。都合のいいところだけ保護審議会に言

うてもらって、保護審議会から注意された

ことは聞かないのはおかしいと思ってい

ます。 
 対象者全員に情報提供するのは何も難

しいことではありません。対象者全員にき

ちっと情報と申請用紙と一緒に入れて全

員に郵送すれば本人の手元に届きます。こ

ういうことをぜひやっていただきたい。そ

れができない、やむを得ないというのはお

かしいです。マイナンバーカードのために

はこれだけの人を割いて、時間を割いてや

らはるわけじゃないですか。個人情報を守

るためにもしっかりと若者の意思をちゃ

んと確認してください。まずもう根本とし

ては憲法第１３条に基づく自己情報コン

トロール権の侵害となりますので、名簿の

提供はやめるように要望してこの質問も

終わります。 
 次に３番目、マイナンバーカードです。 
 私は代理人の緩和をしてくれと言うて

いるわけではないんです。緩和をしたら先

ほどおっしゃったなりすましであるとか、

様々な問題がやっぱり出てくるんです。漏

えいであるとか。緩和をすることが問題じ

ゃなくて、本人さんがどうしても必要だと

思っていない人にまで無理やりに誘導し

てマイナンバーカードを持たせようとす

る、そのやり方がおかしいと言っているわ

けです。ポイント還元などの誘導策とか、

保険証廃止などの事実上の強制でカード

を全国民に持たせようとしていますけど、

カードの所有はあくまで任意です。 

 今回マイナンバー法との関連でも最高

裁で判決が出ています。住民側の敗訴とい

う形です。判決の中身は、個人番号法はそ

の利用範囲を社会保障、税、災害の分野に

限定することで個人番号で検索、管理され

る個人情報を限定していると。厳格な運用

をなされていけば問題はないというのが

最高裁の判決でございます。厳格な運用が

必要なんです。民間にばっと流すような、

そういうことをやってはいけないと思っ

ています。様々なデメリットやカード保有

強制でないことを市民にぜひ伝えてくだ

さい。また、無理やりな誘導策をしないよ

うにしてください。情報管理は万全を期す

ように、何千枚も毎日数えるのは大変やと

思いますけれどもお願いします。 
 政府に対して現場から強制的な政策を

やめるよう、声を上げることも要望してこ

の質問を終わります。 
 続きまして、８番目、加齢性難聴の補聴

器補助金の問題です。 
 これはぜひ前向きに進めていっていた

だきたい。やるからには本当にいい内容、

喜ばれる内容にしていっていただきたい

ので要望とします。 
 次、ひとり暮らし高齢者の緊急通報装置

です。 
 限られた財源とおっしゃるんですけれ

ども、高齢施策の中だけでなく、市全体の

予算から見れば見直すところはいろいろ

あると思うんです。例えば産業振興課の南

千里丘分室も入っている会館の商工会の

家賃、予算書５１ページ、建物貸付収入で

は年間１００万２，０００円、月額わずか

８万３，５００円、あの広さで市民的には

考えられない安さです。お店の使用料で受

益者負担と言わはるんやったら、この家賃

をもっと引き上げるなど、考えることはあ
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るはずやと思います。高齢者の施策の中だ

けでビルド・アンド・スクラップ、こんな

ことを言わないようにしていただきたい

ので要望して終わります。 
 シルバー人材センターです。 
 少ない年金で暮らしていけず、シルバー

の仕事をしている方もいらっしゃいます。

年金はもうさらに引き下げられ、この上消

費税を払うというので本当に大変過ぎま

す。市としても寄り添った対応をぜひして

いただきたい。 
 インボイスは中小業者、小規模事業者に

とっても新たな消費税増税と言われてい

ますけれども、営業の危機を招きます。イ

ンボイス導入撤回を国に求めるように要

望してこの質問も終わります。 
 １３番目、生活困窮者自立支援事業です。 
 住居確保給付金、これは一応続けるとい

うお話です、ぜひ丁寧な寄り添った対応、

必要な人に使っていただけるようにして

もらいたいと思います。 
 また、最後のセーフティネットは生活保

護です。ぜひそちらにもちゃんとつないで

いただきますようによろしくお願いしま

す。要望とします。 
 次は、生活保護事業です。 
 ケースワーカーさん１人当たり大変多

いということで非常に大変やと思います。

ぜひ人事にも要請していただいて、職員の

方、しっかり確保していただきたい。 
 ケースワーカーさん、女性が今お一人で

す。複数で配置してもらえるように、なか

なか大変な仕事やと思いますけど、よろし

くお願いします。 
 いのちのとりで裁判、生活保護の基準が

切り下げられた問題に対して起こされた

裁判です。大阪地裁判決を皮切りに５つの

地域で勝訴をしています。生活保護はただ

生きてさえいられればよい最低限ではな

くて、人として尊重される健康的で文化的

な最低限度の保障です。国は基準引下げを

今回はやろうとしていたんだけど断念し

たとも聞いています。この物価高のもと、

引上げが必要だと思うんです。これもぜひ

国に要請するようにお願いいたしまして

要望といたします。 
 １７番目です。 
 成人健康診査事業のところでＰＦＯＡ

のことについてお話をさせていただいて

います。 
 皆さん、国が専門家会議をやってはるか

らとおっしゃるんですけど、専門家会議の

中でどれだけこの摂津市のことが伝わっ

ているかという問題なんです。それがよう

分からんところで何かしてはるからただ

見ていますと、受け身で待っていますとい

うのでは、市民の不安は解消されないし、

出てきたものが私たちの心配に応えてく

れるものにならないと思うんです。ぜひ市

長にもう一回行っていただいて、摂津市で

ちゃんと健康影響調査をやってください、

血液検査やってくださいとぜひ頼んでも

らいたい。これも要望にしておきます。 
 次、１８番目です。 
 これもそうです。どんどんどんどん責任

のなすりつけ合いみたいな話になってい

るんです。市は基準がないからと言うし、

大阪府も基準がないからと言うし、基準を

つくる国は専門家会議がというし、専門家

会議だって、そんな責任を押しつけられた

って、何もかんも分かっているわけではあ

りません。今現に摂津市で放流しているＰ

ＦＯＡの含まれた汚染水があることにつ

いて環境省は知らんかったわけです。もう

つくってないねんからそんなもの出るは

ずがないと思って事故のときだけをつく
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りましたと言っているわけです。やっぱり

摂津市の現状を言いに行ってもらわなあ

かんと思います。市長は私が行ったから専

門家会議が開かれるようになったといっ

て代表質問の答弁でもおっしゃっていた

わけです。そう言わはるんやったらもう一

回行って、摂津市の現状はこうですと、土

壌汚染対策法についても、水質汚濁防止法

についてももっと実効性のあることをや

ってほしいとぜひ訴えていただきたい。要

望にします。 
 次、１９番目、温暖化対策事業です。 
 産業部門にもいろいろ働きかけている

というお話でございました。ぜひそれはも

っともっとしっかりとやっていただきた

い。使えるいろんなことも、もちろん企業

さんにこんなんも、あんなんもあるよと教

えてあげたらいいと思うんです。それだけ

ではなく、それが地球環境のために絶対に

必要なやるべきことだという、そういう合

意を得ていただきたい。 
 この計画は、目標値など国に倣ったもの

です。世界的に見て日本の取組はすごく遅

くて弱いんです。もっと高い削減目標、本

来持つべきだと思っています。そういう意

味も含めてしっかり進めてほしいです。 
 住宅店舗リフォーム助成制度、先ほどか

ら何回か言っています。これと省エネ住宅

の支援、援助金と合わせて使えるとか、そ

ういう工夫もしてもらえると利用がさら

に増えると思います。摂津市の中小業者の

支援にもなると思いますのでぜひ考えて

ください。要望としておきます。 
 ２０番目、ごみ収集処理事業です。 
 直営をなくすわけにはいかないと熱い

思いを持っておられると受け止めました。

ぜひ直営の皆さんの役割をしっかり果た

していただきたいです。現業不補充ではも

うあかんですよという声を現場から上げ

ていただきたい。要望としておきます。 
 ２１番目、環境センターの維持管理事業

です。 
 これも先ほどから何回も言っています。

土壌汚染対策法に入ったときにはもうい

ろんなことが進んでいて終わってしまっ

ているでは駄目なんです。前もってそれが

もう動き出しそうなことが今分かってい

るわけです。１年か２年かの差で入ってく

る可能性が高くなっているわけですから、

今からきちっとやるということが市民の

不安に応えることと思うんです。ぜひよろ

しくお願いします。要望にします。 
 農業委員さんの分です。 
 農林水産省にきちっと聞いていただい

たということです。これはありがたいと思

います。令和５年に入ってから報告が出る

ということです。令和６年、７年にならへ

んようにしっかり早く出してくださいと

言うてください。 
 それが出てきたら、これもしっかり市民

の皆さん、みんなが関心を持っていること

ですから、ぜひ分かりやすい形で示してい

ただきたい。風評被害を非常に心配してお

られる方もいらっしゃるわけです。本当の

ことをしっかり知らせる、これが風評被害

を防ぐ第一だと思いますので、ぜひよろし

くお願いします。要望とします。 
 １８番目です。 
 一番根本のところです。もう何回も言う

ているので、繰り返しになります。やはり

水質汚濁防止法にしても、土壌対策汚染法

にしても、受け身じゃ駄目だと思うんです。

本当に上が何か決めてくれるのを待って

いるじゃなくて、その決める内容に摂津市

のことをちゃんと入れてくれとぜひ言い

に行っていただきたいので、これも要望と
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します。ダイキンさんともしっかりと話合

いをしてもらいたいことも要望しておき

ます。 
 次は、創業支援の家賃です。ぜひ前向き

に進めていただきたいと思いますので要

望にします。 
○香川良平委員長 増永委員、創業支援も

先ほど２回目で要望されています。 
○増永和起委員 ２回目で終わったんや

ね、ごめんなさい。 
○香川良平委員長 その前段の質問も終

わっています。 
○増永和起委員 ２５番目だけ残ってい

ます。すみません、申し訳ないです。ぐち

ゃぐちゃになっちゃって、すみません。 
 立地促進の分です。 
 中小企業の支援策をぜひやっていただ

きたいです。大企業含めてですけども、交

付を受ける企業は摂津市の産業振興に寄

与することを努力目標にされていると思

います。これについてどれだけの貢献がな

されているのかを検証すべきだと思いま

す。先ほどの環境の問題に関してもそうで

すけれども、やはり大企業に対して今ぜひ

やってほしいのは賃金引上げなどの申出

をすべきだと思いますので要望とします。

すみません、重なってしまったのが１個あ

ったみたいで、申し訳なかったです。 
 以上です、終わります。 
○香川良平委員長 増永委員の質問が終

わりました。 
 ほかに質疑はございますか。 
 松本副委員長。 
○松本暁彦委員 それでは、質問等をさせ

ていただきます。 
 これまでも各委員から多くの議論がご

ざいました。その点につきましてはもう省

略する、あるいは要望等をさせていただき

たいと思います。 
 まず１点目、予算概要の２６ページの自

治活動推進事業、これはまちづくり条例に

ついてです。これも各委員でもう既に議論

がございました、内容についても理解をさ

せていただきました。 
 これは会派の光好議員がずっと取り組

んで提言をしてきたものと認識をしてお

ります。ようやく手がけるということで、

その点は評価をいたします。ぜひとも自治

会活動の促進、そして、加入率増加への取

組もしっかりとこの条例に反映できるよ

うに対応していただくよう、要望といたし

ます。 
 続きまして、２番目、予算概要２８ペー

ジの市民活動情報共有サイト運営等業務

委託料、これについても前の委員で議論が

ございました。これは市のイベントや企業

のイベント情報を集約して情報共有を広

く図るためのものとして計画されている

ということは理解しました。特に今企業の

イベント情報はなかなか収集しにくいと

いう実態があり、商工会に委託することで

そのような情報が入るようにしていると

いうことは評価をいたします。 
 中小企業の町として事業者が町の活性

化につながるイベント開催への一助にも

なると思いますし、地域のイベントと事業

者のイベントを合わせて開催することも

可能になっていくかなと思います。 
 そこで、長期的視点でこれはどういうこ

とを期待しているのか、その点をお聞かせ

いただきたいなと思います。 
 続きまして、３番目、予算概要３０ペー

ジの味生コミュニティセンター建設工事

基本設計です。 
 こちらについても各委員で議論があり

ました。スケジュール等についても理解を
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しております。 
 また、先日の協議会でも多くの質疑があ

りましたけども、改めて市民に開かれた設

計ということを検討しているということ

ですけれども、その点をもう少し詳細にど

う検討されているのか、お考えについてお

聞かせください。 
 続きまして、４番目、こちら市民課にな

ります。予算概要３４ページの戸籍事務事

業についてです。 
 これは最近ニュースで出ておりました

けれども、戸籍に振り仮名を振るというこ

とでお聞きをしておりますけども、その点

どのような内容か、そして、何のためにす

るのか、市の見解をお聞かせください。 
 続きまして、５番目、これは少し飛んで、

予算概要７０ページの墓地管理事業のと

ころです。 
 これも前の委員等でも議論がございま

したし、私のほうでも一般質問、あるいは

決算のところで質問させていただいてお

ります。 
 市営墓地の募集への応募というのは例

年１０件近くあると認識をしております。

そのような市民ニーズに応えるためにも

市営墓地の管理は適切に行っていかなけ

ればならないと考えます。 
 市営墓地の無縁墓地の扱いについて条

例上はどうなっているのか、その点をお聞

かせください。 
 続きまして、６番目、これは文化スポー

ツ課になります。これも全体の総括の話に

なるかなと思います。 
 スポーツ教室も今年度実施をするとい

うことで、会派として要望しており、その

点は高く評価をいたします。 
 この３年間のコロナ禍で様々なイベン

トが中止を余儀なくされてきました。今年

こそは感染症の影響を受けずにイベント

等が開催できるものと予想、期待をしてい

るところでございます。 
 そこで、アフターコロナでの文化スポー

ツイベントの復活に向けての取組という

ものをどう考えているのか、総括的にお考

えをお聞きしたいなと思います。 
 続きまして、高齢介護課です。７番目、

予算概要４６ページの敬老祝い金につい

てと。 
 この敬老祝い金については決算での委

員会でも指摘をさせていただきました。制

度の趣旨に沿った取組はどうあるべきな

のかというところ、それをしっかりと検討

され、このように具体化されたということ

は時代の流れに応じたものであり、適切で

あると評価をいたします。 
 前の委員の議論でもございました。やは

りこれは手渡しが望ましいのではないか

ということで、私も同様に考えます。これ

までお金の中で口座振込が本当にその意

義に沿ったものかというところがちょっ

と疑問が生じるという中でもこういう形

になったと思うんですけども、それを踏ま

えて手渡し、会ってのお祝いを述べるとい

うことは大切かなと思います。 
 ただ、これまでの民生児童委員を通じて

の手渡しが負担軽減の方向性と相反する

ことでもあるとは認識をしております。そ

のためか、本市は郵便局と包括連携協定を

結んでおります。郵便局の配達時に手渡し

でお祝い品を該当者に渡してもらう。置き

配とか、そういうものではなく、そして一

言おめでとうございますと言っていただ

くとか、そういうことが調整できないのか、

ぜひ検討していただきたいなと思います。

これについては要望とさせていただきま

す。 



- 42 - 
 

 続きまして８番目、予算概要の４６ペー

ジ、緊急通報装置です。 
 これもまた会派の光好議員がこれはず

っとサービス拡大すべきと、高齢者の安全

上でも必要なものであるということで強

く提言をしてきたということで、それを具

体化されたということで高く評価をいた

します。 
 この中身についてはもう既に各委員さ

んの方でも議論をされております。理解を

いたしました。ぜひしっかりと周知等を行

って、必要な方に届くように取り組んでい

ただくように要望とさせていただきます。 
 続きまして、障害福祉課になります。９

番目、予算概要５０ページの障害者権利擁

護事業について。 
 障害福祉サービス従事者を対象に虐待

防止研修を実施するということですけれ

ども、やはり虐待防止というのは非常に児

童も含めて様々なところで必要になって

くることかと思いますけれども、この研修

を実施するという背景、また、きっかけに

ついてどういうものかお聞かせください。 
 続きまして、生活支援課に移ります。 
 予算概要６２ページの生活保護事業の

中で、生活保護法にのっとった取組の実効

性についてというところで、不正受給対応

というのが必要不可欠かと思っておりま

す。市民の税金を適正に利用していること

が求められます。 
 昨年１２月の議会の一般質問でもこの

件は取り上げられておりました。そこで不

正受給の状況等についてどのようなもの

かお聞かせください。 
 続きまして、保健福祉課に移ります、１

１番目。予算概要６２ページの産学官民プ

ラットフォーム運営負担金についてと。 
 この産学官民連携プラットフォーム運

営負担金について、この取組内容について

どのようなものかお聞かせください。 
 続きまして、１２番目、同じく予算概要

６２ページの健都ポータルサイト構築負

担金について。 
 こちらもこの内容についてお聞かせく

ださい。 
 続きまして、１３番目、予算概要６４ペ

ージの感染症予防事業の中で健康被害調

査委員会の経費が計上されております。 
 コロナワクチン接種は今年度も続けら

れるということで、コロナワクチンの接種

歴の管理もしっかりと適正に進めること

が求められます。 
 そこで、本市のコロナワクチン接種に関

わる接種データ等の保存がどのようにな

されているのか、お聞かせください。 
 続きまして、１４番目、環境政策課に移

ります。予算概要７０ページ、省エネ住宅

支援補助金について。 
 これもこれまでの各委員の議論で内容

についてはある程度理解することができ

ました。 
 そこで、住宅への太陽光発電設備や家庭

用燃料電池システム等の設置費用を補助

するという点で、設置費用から保守点検、

そして廃棄も含めて一般家庭での太陽光

発電のトータル面での経済的効果という

ものはどう認識されているのか、お聞かせ

ください。 
 続きまして、１５番目、これも各委員か

らも議論がございました、ＰＦＯＡについ

てということで、それぞれの状況について

はいろいろと理解をいたしました。 
 ＰＦＯＡ対策で重要なことは市民の不

安解消とＰＦＯＡの除去、敷地内からの漏

出防止、そして、風評被害防止の大きく３

点であろうと今私は考えております。しっ
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かりとＰＦＯＡ対策を行うことは市民の

安心につながります。国、府、そして、当

該企業と連携して着実に進めていくこと

が必要と考えますけども、令和５年度の取

組、市としてどのような取組というのを総

括的に、これまでの細かい議論がありまし

た、総括的にお聞かせいただきたいなと思

います。 
 続きまして、１６番目です。環境業務課

に移ります。予算概要の７２ページです。 
 ごみ収集処理事業のところで、会派とし

て広域化を機会に、本市のごみ行政をしっ

かりと改革すべきと提言をしてまいりま

した。その心は当然ながら市民サービスの

向上のためであり、持続可能な環境行政を

実現するためであります。 
 今回持込みごみの処理手数料の段階的

な引上げについては、激変緩和ということ

で認識をしております。どう進めていくの

か、その対応をお聞かせください。 
 １７番目、予算概要７４ページ、環境セ

ンターです。広域化後のごみ搬入の指導等

について、令和５年４月１日から茨木市の

環境衛生センターへ移る中で、事業者等へ

の持込みごみの搬入等の指導についてど

う連携するのか、どう考えているのか、お

聞かせください。 
 続きまして、１８番目です。産業振興課

に移ります。予算概要７８ページです。 
 ビジネスサポートセンターについてで

す。会派としてビジネスサポートセンター

の機能拡充を要望してまいりました。今年

度は相談枠を拡充するというもので評価

をいたします。 
 ビジネスサポートセンターでは山之内

センター長がすごく活躍をされ、その手腕

を高く評価され、鳥飼まちづくりでも別事

業で市と連携をされていることも認識を

しております。 
 ビジネスサポートセンターを継続する

ことが非常に重要と考えております。セン

ターが相談者や商工会、そうした人脈から

ネットワークを構築して、新たな事業、イ

ベント、サービス、製品を生み出すことま

で実現させることがビジネスサポートセ

ンターの成功と言えるのではないでしょ

うか。 
 そして、創業支援からできた例えば製品

が摂津優品に認定して、ふるさと納税寄附

金の返礼品にまで採用してもらう、そうい

った流れもつくることも本当に必要と考

えます。 
 さらには、他の大阪府よろず支援拠点と

いった、他の経営相談所とも連携をするこ

とで、よりニーズに応じた相談支援を可能

にしていくことが望ましいと思います。 
 しかとその先を見据えた在り方を市と

して認識し、ビジネスサポートセンターの

方向性を各課と商工会とも連携しながら、

協力しながら取り組まれるように、これは

要望とさせていただきます。 
 １９番目、予算概要８０ページ、消費生

活相談事業の特殊詐欺防止の取組につい

てです。 
 こちらについてもマグネットシールを

つける取組をするということで理解をい

たしました。 
 警察の安まちメールにもありましたけ

ども、市内でも特殊詐欺被害が生じており

ます。 
 そこで、市の現状の被害状況を把握され

ているのか、そして、今年度の防止の取組、

総括的にお聞かせください。 
 質問は、１回目は以上です。 
○香川良平委員長 答弁を求めます。 
 丹羽次長。 
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○丹羽生活環境部次長 質問番号２番で

ございます。 
 市民活動支援事業、市民活動情報共有サ

イトの構築についてでございます。 
 サイトにつきましては、当然ですけれど

も、鮮度とか、新鮮で詳しい情報提供とい

うのがもう短期的、常にやっていく目標に

なってきます。 
 長期的に見たときには、情報提供いただ

くときには必ず登録をしていただいて、そ

こに情報提供いただくと、最初は、させて

いただきますので、そこに情報提供いただ

く市民公益活動団体、企業等の方々の情報

をこちらのほうで持つことができますの

で、それを生かして市民公益活動等を推進

していくことに活用していくことができ

るのではないかというふうに思っており

ます。 
 それと、もう一点は、先ほどこれも副委

員長からちょっと触れていただいたんで

すけれども、様々な形の協働がございます

けれども、企業と市民公益活動団体の協働

というのが少し弱い部分がございました。

商工会にお伺いしますと、企業のほうでは

ＣＳＲの観点でいろんなことをしたいん

ですけど、どこにスポンサーになったりと

か、いろんなお困りのところがあったよう

に聞きます。 
 一方で、市民公益活動団体につきまして

は、資金の調達というのが一つ課題でござ

いました。ここが将来的には企業と市民公

益活動団体がマッチングできれば、新たな

協働の形が出来上がり、市民活動がより活

発になっていくということも長期的には

視野に入れて進めてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 
 続きまして、質問番号３番、（仮称）味

生コミュニティセンターの開かれたコミ

ュニティ、コミュニティの活性化というこ

とだとは思うんですけれども、どういうふ

うに考えているかということでございま

す。 
 まず、コミュニティの形成に多世代が集

うということを一つキーワードに挙げて

おります。 
 ハード的には広いロビーでございます

とか、広場を今計画でしているところでご

ざいます。 
 そこに様々な多世代の方が集うことに

よって、新たなコミュニティができる、見

えてくるのではないかというふうに思っ

ているところでございます。 
 今回、地域懇談会の中で、高齢者の方を

中心に使って、活動していただいておりま

す地域福祉委員会等の活動も、こちらのほ

うでやっていただけるということに正式

に決まれば、高齢者の方がコミュニティセ

ンターを使っていただける、ロビーを使っ

ていただけるということになると思って

おります。 
 また、小さなことでございますが、今コ

ミュニティプラザ等では本の予約システ

ム、これは図書館の本の返却、あと貸出し

等もさせていただいています。これも図書

館の本を利用される方がコミュニティセ

ンターに足を運んでいただければ、ロビー

に入っていただければそこでまた新たな

出会い等があるんじゃないかなというふ

うに思っております。 
 また、コミュニティプラザでは、自主学

習の機能、自習するスペースがございます。

ここは開設、コロナ禍であっても机数台な

んですけど置いていたら、常にたくさんの

学生さんとか、勉強されているような状況

がありまして、このようなところもいいと

ころは参考にさせていただいて、新しいコ
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ミュニティセンターに入れれば多世代の

交流のきっかけになるんじゃないかなと

いうふうに思っております。 
 多世代が集う仕掛け、きっかけをつくる

ことによって、新たなコミュニティを創造

してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 次に、森口課長。 
○森口市民課長 市民課に係ります２つ

のご質問にお答えさせていただきます。 
 まず、質問番号４番、戸籍に振り仮名を

振る件でございます。 
 現状戸籍は漢字のみの記載となってお

ります。住民基本台帳や出生届等で読み仮

名を記載するのはあくまで便宜上の話で

あって、戸籍法では氏名の読み仮名に関す

る規定がございません。行政のデジタル化

に合わせて読み仮名をつけることで個人

データを検索しやすくし、事務処理の効率

化を図ることを目的としております。 
 また、これをすることによってマイナン

バーカードのへのローマ字表記へとつな

げていきます。現在マイナンバーカードは

海外移住する際に返納する必要がござい

ます。今後海外でもマイナンバーカードを

継続して使えるようにすることを目指し

ております。 
 続きまして、質問番号５番、市営墓地の

無縁墓地の条例上の扱いでございます。 
 条例上は使用者が所在不明になって７

年を経過すれば使用権が消滅し、使用権が

消滅してから５年が経過すれば、お墓を一

定の場所に改葬、または移転することがで

きるとうたってあります。そのため、計１

２年が経過すれば墓の撤去が可能となり

ます。 
 以上でございます。 

○香川良平委員長 次に、妹尾課長。 
○妹尾文化スポーツ課長 質問番号６番、

アフターコロナにおける文化スポーツ活

動の支援についてお答えいたします。 
 新型コロナウイルス感染症による影響

は令和４年度も引き続き見られたものの、

ワクチン接種率やウイルスの特性の変化

とともに行動制限にも緩和の動きが見ら

れました。文化やスポーツのイベントも感

染症対策を徹底しながら再開していくこ

とができました。 
 実際に開催いたしました美術展や芸能

文化祭、マラソン大会などではまだコロナ

禍にあって、３年前と同じとまではいかな

くても多くの市民の皆様にご参加いただ

くことができました。 
 このように、市民の皆様の文化スポーツ

事業への関心はコロナ前と余り変わらな

いようにお見受けをしておりまして、活動

や発表の機会を提供していくことがアフ

ターコロナにおける支援につながるもの

と考えております。 
 この観点から、令和５年度の新たな試み

で、美術協会展の開催に合わせて令和４年

度の摂津市美術展で優秀と認められた作

者の方々の作品を展示する、４賞受賞作品

展を同時開催するなど、引き続き文化やス

ポーツの活動につながる事業を展開して

まいります。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 次に、飯野課長。 
○飯野障害福祉課長 ９番目の障害者虐

待防止研修に関する質問にお答えいたし

ます。 
 厚生労働省が実施しました障害者虐待

事例への対応状況調査結果によりますと、

令和２年度の障害者福祉施設従事者等に

よる障害者虐待の相談・通報件数は、令和
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２年度２，８６５件、前年度より１０４件

増加しており、年々増加傾向にあります。 
 このような状況の中で、令和４年度から

全ての障害福祉サービス事業所に職員に

対する虐待防止研修の実施が義務づけら

れました。 
 しかしながら、小規模の事業所も含めた

全ての事業所が実効性のある研修を開催

することは困難であることが想像されま

す。 
 このことから、市内の障害福祉サービス

事業所の職員を対象とした障害者虐待防

止研修を企画し、昨年１０月に実施いたし

ましたところ、２日間で５０事業所、８４

人が受講いたしました。 
 このことから、障害防止研修に対し高い

ニーズがあることを認識したところであ

り、障害福祉サービス従事者を対象とした

虐待防止研修を継続的に実施するため予

算化したものでございます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 木下部参事。 
○木下保健福祉部参事 質問番号１０番、

生活保護の不正受給防止の取組について

お答えいたします。 
 本制度は健康で文化的な最低限度の生

活を維持することができない場合にその

不足を補うもので、受給者の方の届出によ

って把握した収入額と、保護基準額との差

額とで算定をして支給をしております。 
 不実の申請や、その他不正な手段で保護

を受けた場合には、保護の実施機関が費用

の徴収ができると生活保護法で定められ

ており、令和３年度の実績では３１件の事

例がございました。 
 副委員長からございましたように、ほか

の生活保護受給者との公平性の観点や公

的な資金が財源であることなどから、不正

受給の防止に努めることが重要であると

認識しているところでございます。 
 そのために、収入の報告義務があること

をご理解いただくことが必要であると考

えており、生活保護開始時に制度の概要を

記載した冊子をお渡しして、権利義務関係

の説明をしているほか、家庭訪問の際など

にも収入申告について周知を図っており

ます。 
 また、勤務先から支給される一時金が報

告漏れになりやすいため、その時期には注

意喚起の文書をお渡ししており、そのほか

課税調査や年金受給額の調査、金融機関へ

の預金の照会などにより適正な生活保護

事務の実施に努めているところでござい

ます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 続いて、浅尾課長。 
○浅尾保健福祉課長 保健福祉課に係り

ます３点のご質問に答弁させていただき

ます。 
 １１番目のご質問でございまして、産学

官民連携プラットフォームのお問いでご

ざいました。 
 このプラットフォームにつきましては、

多様な企業や国立循環器病研究センター、

国立健康栄養研究所などの研究機関、大学、

行政と市民の連携により、健康づくりに役

立つ健都発の製品やサービスを生み出す

とともに、市民の行動の変容を促す仕組み

を構築し、推進していくものでございます。 
 昨年３月に始まりました健都ヘルスサ

ポーター制度は健康づくりに関する企業

の新製品や新技術の開発を実現するため、

サポーターが試作品等を利用したり、それ

に対する意見を提案したりすることがで

き、一方で、企業からは、健康関連の情報

が提供されるといった双方向の制度とな
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っておりまして、吹田市とともに構築に取

り組んでまいりました。令和４年度には健

康関連の新たな製品、サービスを生み出す

ための実証事業を４回実施し、会員数も現

状として１，０００人を上回っており、次

年度についても引き続き実証事業のフィ

ールドとしての役割と市民サポーター獲

得に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 
 それから、１２番目のご質問で、ポータ

ルサイトのお問いでございました。 
 健都ポータルサイトは、健都に関する情

報発信について関係機関の組織を越えて

一元的に行うため、吹田市、摂津市が共同

で構築、運営をしているホームページでご

ざいます。平成２６年度の構築運用開始以

来、大幅な改修を行っていなかったことか

ら、改修費用を予算計上、令和４年度にい

たしましたけれども、健都の関係機関との

協議の中で、吹田、摂津の両市、また、大

阪府で別々に管理しているサイトを一本

化したほうが今後いいという意見、それか

ら、健都の窓口として、ウエブ上の技術的

に新しいサイトとして新たに構築するほ

うがよいこと、これらの理由から令和４年

度に改修は行わず、令和５年度に新法人に

よる運営と併せて新たなポータルサイト

を構築したいということで考えておりま

す。 
 構築費用の総額は２３２万円ほどとな

っておりますけれども、摂津市分として７

７万４，０００円を負担するものでござい

ます。 
 それから、１３番目のご質問で、新型コ

ロナワクチン接種の接種データのお問い

でございました。 
 新型コロナワクチン接種のデータ保存

につきましては、令和３年の接種開始から

ワクチン接種記録システム、ＶＲＳから読

み取ったデータや接種を実施した医療機

関から実際に送られる予診票の情報を基

に予防接種台帳に記録をいたしておりま

す。 
 この記録を基に、接種間隔の確認を行い、

次回の接種に必要な接種券の発行を行っ

ているところでございます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 菰原課長。 
○菰原環境政策課長 環境政策課に係り

ます２点のご質問にお答えいたします。 
 まず、１４番目の質問でございます。 
 太陽光発電設備設置による経済的効果

に関するご質問にお答えいたします。 
 今回の補助限度が想定される５キロワ

ットの太陽光パネルを設置した場合とし

まして、設置にかかる費用は現在約１４０

万円程度とされております。 
 太陽光パネルを設置することでの電気

料金の削減効果が年間約２万４，０００円、

２０２２年度の固定買取価格から算出し

た売電収入は約８万４，０００円との民間

データの試算がございます。 
 これらのデータから算出すると、設置に

かかるイニシャルコストは１３年程度で

元が取れる計算となりますが、定期点検費、

廃棄費用まで加味しますと経済的効果の

みをもって太陽光発電設備を設置するメ

リットは計りがたい面がございます。 
 当課としましては、今回の補助制度を活

用することで、家庭における経済面での支

援もさることながら、家庭からの温室効果

ガス排出を削減することが補助制度の目

的であると市民の皆様にはご理解いただ

きたいと考えております。 
 続きまして、１５番目の質問、ＰＦＯＡ

に関する令和５年度の市の取組について
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でございます。 
 ＰＦＯＡの対応につきましては国から

示された対応の手引書では、水環境の継続

監視を行い、ＰＦＯＡ等の暫定的な目標値

を上回っている飲用井戸所有者につきま

しては水道水の利用を促すよう、助言等を

行うように記載されております。 
 このうち、本市の役割はＰＦＯＡ等の暫

定的な目標値を上回っている飲用井戸所

有者に水道水の利用を促すよう、助言等を

行うこととなりますが、水環境の継続監視

を担う大阪府とも連携して、引き続き対応

に当たってまいりたいと考えております。 
 また、令和５年１月に設置されました、

国のＰＦＡＳに対する総合戦略検討専門

会議の検討の事項に、これまで議論がござ

いましたけども、国民への分かりやすい情

報発信、リスクコミュニケーションの在り

方がございます。その今後の予定として住

民の不安に寄り添い、適切な情報発信を行

っていく必要があるとＱＡ集の作成が予

定されております。 
 ＱＡの中にはＰＦＯＡ等を含む水道水、

井戸水を飲用してもよいものか、健康影響

を把握するためにＰＦＯＡ等の血液検査

を受けるべきか等がございます。 
 このようなＱＡ集が示された場合には、

風評被害の拡大と固定化を防ぐためにも

本市のホームページからリンクを貼り、情

報発信に努めてまいりたいと考えており

ます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 安田部参事。 
○安田生活環境部参事 質問番号１５番、

１６番、ごみ収集処理事業、持込みごみの

手数料の激変緩和についてのご質問にお

答えさせていただきます。 
 ４月からの持込みごみの手数料につき

ましては、今後茨木市環境衛生センターで

の処理になりますことから、茨木市へお支

払いいただくこととなります。 
 茨木市におきましては、ごみ処理手数料、

これまで本市と同額であった、１０キロ当

たり６０円を、令和５年４月から９０円に

改定されることとなります。 
 今回の対応につきましては、広域化に伴

いこれまでの処理手数料負担が増加する

ことへの激変緩和措置とし、事業所には茨

木市の改定額でお支払いいただくことと

なりますが、令和５年度は据置きとし、令

和７年度まで段階的に改定となるよう、補

助を行うものでございます。 
 対象につきましては、定期的にごみ処理

の負担を行っている事業者を対象とした

措置としております。 
 そのため片づけごみなど、単発的に持ち

込まれる事業者及び家庭ごみは激変緩和

の対象とはいたしておりません。 
 また、ご案内につきましては、個別に対

象事業者へ案内をさせていただく予定と

いたしております。 
 なお、定期収集で排出される家庭ごみに

ついては、これまでと同様に無料となって

おりますことから影響は生じないものと

考えております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 三浦環境センター長。 
○三浦環境センター長 質問番号１７番、

環境センター維持管理事業に係るごみの

持込みについてのご質問にお答えいたし

ます。 
 摂津市と茨木市では焼却方法や搬入さ

れるごみの前処理施設、ごみの持込み時の

手続などに違いがあるため、広域ごみ処理

開始後に苦情やトラブルが発生する可能

性が想定されます。 
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 そのため、茨木市へのごみの持込み方法

や注意点など、ホームページや広報を用い

て事前に周知するとともに、環境センター

にごみを持込みに来られた市民や事業者

の皆様に広域化後のごみの持込み方法の

詳細なお知らせのチラシを配布し、広域化

後の苦情等の発生防止に努めております。 
 また、摂津市の一般廃棄物収集運搬許可

業者に対しましては、収集ごみの展開検査

を実施するほか、茨木市が事業者に配布し

ている事業系ごみの適正処分に関するパ

ンフレットと同じものを渡し、事業系ごみ

の適正分別及び収集運搬を指導すること

でトラブル等の防止に努めております。 
 今後も業者連絡会等を通じ、一般廃棄物

収集運搬許可業者の皆様に様々な情報提

供等を行いながらトラブル等の防止に努

めてまいります。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 鈴木課長。 
○鈴木産業振興課長 質問番号１９番、産

業振興課に関わります消費生活相談事業

についてご質問にお答えさせていただき

ます。 
 特殊詐欺被害防止に係る本市における

被害状況と今後の取組ということでござ

います。 
 摂津市におけます特殊詐欺被害につき

ましては、大阪府下の傾向と変わらず、令

和２年から増加傾向でございます。 
 件数につきましては、令和２年が１１件、

令和３年が１６件、令和４年が２９件でご

ざいます。 
 詐欺の種類では、還付金詐欺が半数近く

を占めており、そのほかではキャッシュカ

ード詐欺盗、架空請求詐欺、預貯金詐欺で

大半を占めております。 
 特殊詐欺被害防止の取組につきまして

は、啓発活動が中心になりますが、今後も

消費者安全確保地域協議会で検討いたし

まして、連携強化を図りながら実施してま

いります。 
 また、担当課の活動としまして、摂津警

察署が行っている街頭啓発に合わせて自

動通話録音装置の周知活動を新たに行い

ました。 
 今後も継続して取り組みたいと考えて

おります。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 答弁は終わりました。 
 ２回目をお願いいたします。 
 松本副委員長。 
○松本暁彦委員 御答弁ありがとうござ

います。 
 引き続いて２回目の質問、一部要望もご

ざいます。 
 ２番目の市民活動情報共有サイトにつ

いてです。 
 ありましたように企業と地域とを結び

つける、非常に期待されるものと認識いた

しました。ある意味このイベント活性に向

けた中間支援組織的なものになるのでは

ないのかなと認識しております。それらあ

るべき姿をしっかりと見据え、商工会に委

託する際にはその方向性がずれないよう

に話合い、議論協議を進めていただきたい。

要望とさせていただきます。 
 味生コミュニティセンターの基本設計、

市民に開かれた設計についての質問です。

広いロビーと、フリースペースを拡大して

いく。そして、多世代が集う仕掛けをしっ

かりとつくっていくと認識をいたしまし

た。 
 やはり拠点となるための設計は本当に

大事だと思います。そして、運営面も、設

計と併せてどういう形で運営していくか
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も踏まえた上で考えていくかが必要にな

ってくると思いますので、よろしくお願い

いたします。 
 また、この前の委員の議論でもありまし

たけども、現地建て替えが困難な理由で、

新しいところに土地を購入して造るとい

うことで、公民館の機能が失われる期間を

回避するものだと思います。そのことにつ

いて改めてどのような市民からの具体的

な要望とか、一度説明をしていただきたい。 
 ４番目の戸籍事務事業についてです。 
 今意外と知られなかったんですけど、戸

籍上の振り仮名がないということです。そ

して、個人データの検索の容易性、また、

マイナンバーカードがローマ字で記入さ

れることで海外でも使えるようになる利

点があると理解はしました。 
 具体的に今後のスケジュールについて

はどのようになっているのか、お聞かせく

ださい。 
 続きまして、市営墓地の管理の件です。 
 条例上については１２年経過すると改

葬等ができることで理解をしました。以前

からも指摘をしております。現状、条例上

の取扱いがなされていないのではない課

題について今後どうしていくのか、その点

をお聞かせください。 
 続きまして、６番目です。 
 アフターコロナでのイベント復興につ

いてです。しっかりと取り組んでいくこと

で理解をいたしました。 
 市民体育祭の復活とか、様々なイベント

の復活に関してもしっかりとサポートで

きるように、そこは摂津市全体のイベント

復興、スポーツ振興という点でも取り組ん

でいただきたい。今年度は皆さんやる気に

満ちあふれていると思います。 
 また、今日から国はマスクの個人の判断

でとなっております。そして、５月８日か

ら２類から５類になります。各施設等、マ

スクの着用とか、もろもろについても速や

かに状況に応じて修正、対応処置をするよ

うに要望をいたします。 
 そして、少しでも制限を解除して、制限

を開放して、ふだんのこれまでの生活、そ

の上でのイベント、行事を取り戻していく、

それは積極的に担当部署として取り組ん

でいただきたい。 
 これはコロナ禍でも本当に多くありま

した。他市では人数制限とか、様々解除さ

れて、でも本市は解除されていないとか、

あるいは逆のこともあったり、それは非常

に市民から陳情が多かった案件です。その

点は速やかに状況に応じて適切に対応し

ていただくように、時期を失わないように

取り組んでいただきたい。 
 続きまして、９番目です。 
 障害者権利擁護事業の虐待防止の研修

です。高いニーズがあることは理解をしま

した。個別ではやはりなかなか小さな事業

所で研修は困難であろうと、その中身をど

うすべきか悩ましいと思います。 
 そういった中で、これを実施することの

意義は理解をいたしました。虐待相談が約

２，８００件もあるのも驚きです。こうい

ったことをしっかりと防止をしていかな

ければならないと思います。 
 そこで、具体的に、実際何をするのか、

研修の内容についてお聞かせをいただき

たい。 
 生活支援課の保護受給対応についてで

す。どうしても不正受給があるということ

でその防止に努めることは理解をいたし

ました。やはり公平性の観点からもしっか

りと不正受給の対応を進めていただきた

い。そういった意味では先ほど前の委員が
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ございましたように、ケースワーカーの１

人当たりの負担が大きいところも改善を

していく、ケースワーカーを増やしていく

ことが不正受給の対応にも必要と思いま

す。どうしても物理的にいっぱいいっぱい

で、なかなかそっちまで手が回らないこと

もあろうかと思います。これについては会

派の光好議員も前々からずっと問題視を

して、提言をしておりました。私からもし

っかりとケースワーカーの増員等も含め

た不正受給対応を要望いたします。 
 保健福祉課の中で重層支援体制と言わ

れております。これは当然生活支援課にと

っても非常に重要な担当かと思います。

様々な制度の漏れから人々を、隙間に落ち

ていく人を救う点で重層支援体制の中で

の重要な役割は生活支援課が担っている

と思います。困窮者の自立支援も含めた取

組は非常に大きなものと思います。令和５

年度もしっかりと取り組まれるようにお

願いをします。要望とさせていただきます。 
 産学官民連携プラットフォーム運営負

担金についてです。この内容についてはお

おむね理解をいたしました。 
 プラットフォームということで、健都の

発展には全体をマネジメントできる、エリ

アマネジメント組織が必要不可欠である

と私は従来提言をしておりました。新年度

に先ほど新法人という言葉も出てきまし

た。エリアマネジメントとしてどのような

展開を見込まれるのかお聞かせください。 
 健都ポータルサイト構築負担金につい

てです。新法人による新たな構築を検討し

ていると、健都のホームページを一般化す

ることで、非常によい取組だと思います。

これについては見やすく、しっかりと協議

をした上でつくっていただきたい。要望と

させていただきます。 

 １３番目、コロナワクチン接種歴の保存

の件です。 
 保存状況については理解をいたしまし

た。説明のあった接種台帳の保存期間は国

の指定で５年であると認識をしておりま

す。新型コロナワクチンは皆様もご存じの

とおり、メッセンジャーＲＮＡと、人類史

上初めてのタイプのワクチンであって、緊

急承認され、長期的な安全性は今実証され

ていない事実がございます。一例を挙げる

と、コロナワクチンの有効期間が１２歳以

上のファイザーのもので令和３年の接種

開始から今年１月の間で６か月から９か

月、９か月から１２か月、１２か月から１

５か月、１５か月から１８か月と短期間で

これだけ延長されています。ワクチンが非

常にせかされて、緊急的に承認されたを示

すものです。有効期限を延長するのはまさ

に臨床試験であることを示すと理解をし

ております。 
 過去最多となっているコロナワクチン

接種の予防接種健康被害認定は現在進行

形で増え続けております。そこには基礎疾

患を有する方や高齢者以外の若い方々も

生じており、ワクチン量は１０分の１とい

えども乳幼児にも接種をしている状況で

す。その将来的影響は大きいものと考えま

す。それを踏まえ、接種歴保存の５年は短

く、接種歴の保存期間延長は必要ではない

でしょうか。 
 そこで、予防接種台帳の記録媒体と保存

期間やその運用要領も含めて見解をお聞

かせください。 
 続きまして、１４番目です。 
 省エネ住宅支援補助金についてです。経

済的効果はなかなかトータル面、廃棄等も

踏まえ、当然天候の悪い状況とか、台風が

来た場合の保守点検費も含め経済的効果
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はなかなかプラスとは言いがたいと理解

をいたしました。 
 昨年の１２月議会でも取り上げました。

パネルが燃えた場合、消火では泡消火剤が

必要になり、消火活動が遅れる可能性を有

するなど、設置のデメリットも無視するべ

きものではないと考えております。 
 加えて太陽光発電は再エネ賦課金、国民

全てに負担金があり、基本全世帯に負担さ

せるもので、設置できない方々が負担を強

いられる側面もあります。 
 これは本市ではないですけれども、メガ

ソーラーでは地域よりも事業者の利益が

優先される場面が多々発生して問題とな

っております。誰のための制度なのか、事

業者利益のための制度なのかと、現状の制

度に疑義が生じているのも事実でありま

す。 
 加えて太陽光パネルの製造においては、

ウイグル族の強制労働が問題視をされて

おります。この中国の人権侵害に関しては

本議会でも意見書を採択しております。 
 そこで、市の太陽光パネルに関して、中

国での強制労働についてはどう見解を、考

えを持っているのか、お聞かせください。 
 １５番、ＰＦＯＡの件です。 
 令和５年度の総括的な取組については

理解をいたしました。国でＰＦＯＡのＱ＆

Ａを作成しているということです。それが

できれば速やかに市としてもホームペー

ジ等に掲載をして、周知をぜひしていただ

きたい。 
 また、当該企業が矢板を設置することも

お聞きをしております。少しでも迅速にさ

れるよう、しっかりと働きかけを要望いた

します。 
 加えて政府が健康に関する指針も出さ

れるよう国へ働きかけることも要望いた

します。 
 やはり指針がなければ本当に不安が残

ってしまう。その不安が解消されないと市

民にとっては非常に残念なことでありま

す。しっかりとその対応が必要だと思いま

す。引き続き市長も含めた市が一丸となっ

て取り組まれ、令和５年度も対応されるよ

うにお願いをいたします。これは要望とい

たします。 
 続きまして、１６番目です。 
 激変緩和の件ですけれども、単発や家庭

での持込みに関しては、そこはしない。定

期的に行われている事業者を対象に激変

緩和の補助を行うということで理解をい

たしました。 
 補助をする事業者に対してもあくまで

も激変緩和であって、しっかりとその利用

者に対して説明、周知をするように要望い

たします。 
 また、会派としてはごみの広域化を機会

として、本市のごみ行政改革をしっかりと

行うべきと提言しておりました。先ほど増

永委員の質疑にもありました。現業職の点

については待ったなしの状況と思ってお

ります。答弁も先ほどもございました。少

子化と労働人口の減少により、早い段階か

ら人材確保の準備をしていかなければな

らないと思います。災害時でも直営の必要

性はこれまでも議論されております。 
 持続可能な直営の在り方を考えたとき

には、当然現業職の現業不補充が時代の流

れで当然必要であったと認識をしており

ます。そして、時代は変わっていく中で、

時代に応じた適切な対策が求められてお

ります。まさにこの広域化、この時期がそ

のタイミングではないかなと思います。担

当課はそこをしっかりと考えていただき、

要望とさせていただきます。 
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 環境センターのごみ搬入の指導等につ

いて、私も懸念しているのは４月１日、当

初は何かしら混乱が起きるというのは否

定できないと考えております。同じ環境セ

ンターの持込みでも茨木市と摂津市との

要領とか、現場では何か認識の不一致等も

出てくると思います。そういった中で、市

としても事業者と茨木市だけのやり取り

にならないように、摂津市としてもしっか

りと摂津市の事業者について丁寧な対応

というものを要望します。 
 最初、何かしら新しい制度、新しい取組

については混乱があります。そこの対応を

よろしくお願いをいたします。これについ

ては要望とさせていただきます。 
 最後、消費生活相談事業についてです。

令和４年が２９件と被害が続いていると

認識をいたしました。少しでもこの被害を

ゼロにしていきたい、減らしていくことが

大切になっていくと思います。啓発活動も、

そして、自動通話録音装置による取組も継

続的に進めていただきたい。 
 そういう中、定期的な市民への啓発活動

が必要であると考えます。市民の方から紹

介されたんですけども、枚方市が実施して

いるＳＮＳ、ＬＩＮＥを使用して、実際に

あった内容を特殊詐欺被害防止として注

意喚起に活用をしておりました。枚方市は

ＬＩＮＥに犯罪発生マップや安まちメー

ル、特殊詐欺情報などを確認できるように

しているのも特徴的であります。 
 特殊詐欺への注意喚起はこういったよ

り具体例もあったほうが分かりやすいと

考えます。市の見解をお聞かせいただきた

い。 
 ２回目は以上です。 
○香川良平委員長 答弁を求めます。 
 丹羽次長。 

○丹羽生活環境部次長 （仮称）味生コミ

ュニティセンターの建設に際しまして、市

民からのどのような要望があったかとい

うようなお問いかと思います。 
 もともと２０１９年、令和元年５月に味

生小学校区の連合自治会のほうからは要

望書が提出されました。要望の内容として

は大きく２点ございます。１点は、バリア

フリー化、エレベータ―化とかをするのに

多額の費用がかかるのであればコミュニ

ティ施設を建ててよというようなことが

１点ございました。 
 また、もう一点は、現状の味生公民館、

２階建てなので、水害の一時避難所として

は不安が残るということで、避難場所とし

ての機能についてのご要望が１点あった

かと思います。 
 また、昨年地域懇談会の開催に際して

様々なご要望、ご意見をいただいておりま

す。常に活動されている方がありますので、

倉庫でありますとか、備品を軽くしてくれ

とかというようなご要望もいただいてい

るところでございますが、特に大きかった

ところが、先ほど副委員長もおっしゃって

おられましたが、建て替え時も継続してク

ラブ活動をしたいというお声は強かった

というふうに感じております。これも説明

させていただいているんですけども、例え

ば現地建て替えでやった場合、建て替えな

がら今の公民館を動かすと、活用してもら

うのは物理的に不可能な形になりますの

で、何年か工事期間中は活動が停止してし

まうことになります。そこの声も非常に高

かったと自分は認識しております。 
 また、ご承知のように、今現状味生公民

館は整備された駐車場、ちょっと靴が汚れ

る、土のところなので、その駐車場が欲し

い。また、駐輪場も整備された区画がござ
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いませんので、屋根がある駐輪場が欲しい

というような声も強かったと思っており

ます。 
 様々なご要望をいただいておりますが、

できる限り基本設計の中で生かしていっ

て、また地元のほうにはご説明させていた

だきたいと思っているのと、懇談会のとき

にもお伝えしておりますが、一方で、予算

の制約等、土地の制約等もございますので、

できる限りのご要望は聞きますけれども

できないところもあるというところも説

明させていただいて、ご理解いただいて、

今基本構想を作成している状況でござい

ます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 次に、森口課長。 
○森口市民課長 市民課に係ります２点

についてお答えさせていただきます。 
 まず、質問番号４番、戸籍に振り仮名を

振る今後のスケジュール感ですが、今現在

まだ詳細は何も決まっていない状況であ

ります。スケジュールや事務運用、外部委

託の可否、振り仮名の収集方法や周知方法

などは確定次第通知される予定となって

おります。令和６年度中の実現を目指して

いるところです。 
 続きまして、質問番号５番、無縁墓地の

今後の取扱いですが、いろいろと調べてお

りますと、行政上の手続と民事関係の手続

は全く別物でありまして、条例にのっとっ

て正しい手続で処理を進めた場合でも、お

墓を撤去してしまうと、後々損害賠償責任

を負うリスクがございます。実際の裁判に

おいても１００万円単位での賠償命令が

出ております。使用権を有する人がいる場

合、勝手に墓を撤去したら違法になるため、

所在不明の判断をどのタイミングで行う

かが重要となってきます。 

 流れとしましては、所在不明の使用者に

対し、１年以内に申し出るよう、官報に掲

載した上で、対象墓地の見やすいところに

立札を設置し、１年間掲示する必要がござ

います。 
 ルール上は１年で済みますが、賠償責任

を逃れるには７年程度掲示すべきとの弁

護士見解もございます。 
 近隣他市に無縁墓地の対策状況を確認

しております。実際のところどの自治体も

頭を痛めている状況で、抜本的な解決策を

立てられずにいる状況でございます。 
 特に、所在不明の所有者の現住所を追う

際に、戸籍の公用請求をする根拠がないこ

とに苦慮をしております。他市と定期的に

情報交換を行い、今後の解決への糸口を探

っていきたいと考えております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 飯野課長。 
○飯野障害福祉課長 ９番目の障害者虐

待防止研修の具体的内容でございます。 
 昨年実施いたしました、研修のアンケー

トの結果において、虐待の具体的な事例や

対応事例など、実際の支援に即した内容の

研修を求める声が非常に多くございまし

た。このことから、実際に障害者の支援に

携わっている方を外部講師として招き、実

践的な研修を実施したいと考えておりま

す。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 次に、浅尾課長。 
○浅尾保健福祉課長 保健福祉課に係り

ます２点のご質問に答弁させていただき

ます。 
 １１番のご質問でございますが、健都の

エリアマネジメントのお問いでございま

した。 
 ご質問にもございましたとおり、令和５
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年度には国循ですとか、大阪府が現在行っ

ておりますデータプラットフォームの取

組、また、健都コーディネート機能等の運

営を国循から独立させた法人として一般

社団法人、健都共創推進機構が設立され、

同法人が吹田市摂津市の両市が取り組む

健都ヘルスサポーター制度の運営を引き

継ぐことになります。 
 様々な企業等からの健都への連携依頼

を一元的に管理し、国循等の研究機関や大

学、企業間との連携や市民サポーターとの

連携も同法人がコーディネートすること

となりますが、本市としましても同法人や

国循、大阪府吹田市を初めとする健都の関

係機関と協議を行いながら、引き続き実証

フィールドとして実証事業の機会創出、市

民サポーターの獲得に取り組んでまいり

たいと考えております。 
 それから、１３番目のご質問でございま

した、予防接種台帳の保存期間のお問いで

ございまして、現在この記録につきまして

は、電磁的記録によるものとなっており、

予防接種法施行令の規定により、接種を受

けた方の氏名、生年月日などの個人情報と

接種実施日、医師の氏名、接種液の種類や

製造番号等を記録いたしております。同施

行令に基づく保存期間は５年となってご

ざいまして、現状は保存年限には達してい

ないため廃棄はいたしておりませんけれ

ども、独自に５年以上の保存期間を決めて

いる自治体があることは承知をいたして

おります。 
 今後、国の動向や他の自治体の状況も確

認を行いながら、保存期間について検討し

てまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 次に、菰原課長。 
○菰原環境政策課長 １４番目の再度の

質問、太陽光パネルの生産地に関するご質

問にお答えいたします。 
 新疆ウイグル自治区の太陽光パネル部

材の生産における強制労働問題が指摘さ

れていることは把握しておりますが、アメ

リカにおいて太陽光パネル関連製品を生

産する一部の中国企業との取引を制限す

る動きがあるものの、現在日本政府はこの

問題に対する明確な姿勢を打ち出してい

ない状況でございます。 
 このような状況でございますので、今回

の太陽光発電設備の設置補助について、特

定の地域で生産された太陽光パネルを補

助の対象から除外する考えはございませ

んが、太陽光パネルの製品の性能及び安全

性を担保していただくため、財団法人電気

安全研究所等の第三者機関による認証証

明は求めてまいりたいと考えております。 
 また他自治体では入札で製品の種類を

限定する方針を示す自治体もございます

ので、市が範を示す意味でも公共施設の太

陽光発電設備の整備につきましては、この

ような事例を調査研究しながら適切に推

進してまいりたいと考えております。以上

でございます。 
○香川良平委員長 鈴木課長。 
○鈴木産業振興課長 質問番号１９番の

特殊詐欺被害防止の啓発活動におけるＬ

ＩＮＥ等の活用について、お答え申し上げ

ます。 
 本市の広報活動におきまして、ＬＩＮＥ

は大変有効であると考えております。ただ

し、ＬＩＮＥの活用につきましては、ガイ

ドラインでイベント情報や緊急情報、魅力

発信などを基本としており、啓発活動にお

きましては、限定的な活用となっておりま

す。 
 しかしながら、ここ最近還付金詐欺のア
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ポ電が急増しているという情報がござい

ますので、臨時的に配信ができないか調整

を図りたいと考えております。以上でござ

います。 
○香川良平委員長 ３回目、お願いいたし

ます。 
 松本副委員長 
○松本暁彦副委員長 ２回目ありがとう

ございました。それでは３回目させていた

だきます。 
 ほぼほぼ、要望で一部質問もございます。 
 ３番目、味生コミュニティセンター建設

工事の件です。住民等のお話とそして公民

館機能が失われる間も、公民館機能が新し

く建てる場合においてもつどいの機会を

維持してほしい要望があったと理解をい

たしました。 
 公民館機能をコミュニティセンターに

移管することでも理解をしております。そ

こで受益者負担についてです。そもそも受

益者負担というのは何かと。市内公共施設

あるいは公共交通機関といった利用にお

いて基準を設けて、受益者負担という費用

を考えているのか。例えば公民館での会議

室利用等、味生コミュニティセンターでの

会議室利用で何か金額が増えるからと新

たなサービスが受けられるのか。その利用

目的は公民館のときと何ら変わらないと

考えます。むしろ市として新たな機能、新

たに役割を先ほど言われたように、また世

代が集える場という形で役割をコミュニ

ティセンターに期待して、そして今機能付

与をしているということであれば、そこに

従来から使用される方々、従来の使用方法

に対して追加負担を求めるのが本当に適

切なのか、そこの議論を今後しっかりと進

めていく必要があると思います。 
 その別府コミュニティセンターの使用

料の金額についても、アンケートから望ま

しくないということが明らかとなってお

ります。今一度、先ほど伝えましたように

設計、料金体系も含めた運営についてもし

っかりと並行して検討されるように要望

いたします。 
 ４番目の戸籍事務事業についてです。振

り仮名の今後のスケジュールは、令和６年

度中ということで、これから検討していく

ということで理解をいたしました。 
 １点お聞きしたいのは、これで認められ

ない読み方とかなんかいろいろと、最近キ

ラキラネームとかあると思うんです。そう

いった読み方をジャッジするのはどうし

てしていくのか。そこの点が気になりまし

たので現状、市としてどう見解を持ってい

るのか、教えていただきたい。 
 続きまして５番目です。 
 市営墓地の適正管理で無縁墓地の扱い

ということで、条例上と民事上ではちょっ

と違うということで大きな課題であると

は理解をいたしました。本市でも地域団体

で管理している味舌下農墓地管理者から

無縁墓地を解消するため管理者不明の墓

について、弁護士を通じて調査をするとと

もに、墓地内入り口付近に２区画ほどの大

きさの合同塚を設置し、無縁墓の遺骨をそ

ちらに改葬できるよう昨年行い、対応を進

めていると説明を受けました。 
 課長の説明にもあったように、他市でも

本市でも無縁墓の改葬も含めた扱いにつ

いては、苦慮をしていると思います。 
 手続上適正でも民事訴訟で損害賠償請

求を起こされている事例等も踏まえ、慎重

な取組が必要と思います。 
 しかしながら着実にこのことも対策を

進めていかなければならないと思います。

そのため適正に管理できる条例外のルー
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ルをつくることが必要と思っています。そ

のことについて市の見解をお聞かせいた

だきたい。 
 ９番目、虐待防止研修の内容については、

実務的な場面を想定していくと理解をい

たしました。これによってしっかりと虐待

防止を図れるよう取り組んでいただくよ

うに要望いたします。また併せて、交流を

深める機会としていただきたい。事業所等

の横のつながりがコロナ禍でなかなか連

携ができないといろいろお聞きをしてお

ります。こういった機会を活用して横のつ

ながり、交流深める、グループワークとか

を設けるのもよいかなと思います。そうい

った観点からもぜひ活用していただきた

い。これについても要望とさせていただき

ます。 
 １１番目、健都をエリアマネジメントと

いうことです。一般社団法人健都共創推進

機構が設立され、健都ヘルスサポーター制

度の運営も引き継ぐと理解をしました。 
 私が提言してきたエリアマネジメント

組織はどちらかというと、もっと大きい組

織体で各種会議体も含めたものとありま

したけど、そういうものではなく、どちら

かというと全体を統制するというよりも、

効果的な実働部隊をつくったという認識

を受けます。 
 そこで、推進機構と大阪府、吹田市や本

市、国循、健栄研との関わり、役割分担に

ついてはどのようにされるのか、これまで

の会議体はどうなっていくのか、その点総

括的に分かる範囲でお答えいただきたい。 
 １３番目、接種歴の長期保存の件、運営

要領等保存期間は国で５年と定めている。

一部、他市では延長していると理解いたし

ました。先ほど課長がおっしゃったように、

一部、他市では独自で接種歴の長期保存に

踏み切ったところがあります。 
 東京都小平市では３０年、千葉県我孫子

市では１０年としております。ある記事に

よれば、過去の薬害では、医師の診療記録

であるカルテの廃棄が救済の壁となった

ケースもあります。両市はワクチン接種で

将来健康被害が発生するような事態にな

った場合に備えての措置と説明をしてい

るのです。 
 厚生労働省も接種を受けた人に対し、接

種後に交付される接種済証を各自で保管

するよう呼びかけています。廃棄、紛失し

ていた場合、接種を証明する公的資料がな

くなる可能性もあります。 
 本市も保存期間の延長を行うべきと考

えます。少なくとも乳幼児が大人になるま

での２０年以上は必要と思います。検討さ

れるよう要望いたします。また接種済証の

保管の呼びかけも市は徹底周知をすべき

と思います。これについては市民に寄り添

った丁寧な対応をしっかりと取り組んで

いただくように強く要望させていただき

ます。これについても以上です。 
 １４番目の太陽光発電についてです。課

長もおっしゃったように他の自治体でも

この件については一部議会等で取り上げ

られております。 
 温暖化対策を進めることは結構です。し

かしながら表面上だけに捉えて、経済的負

担の現状、強制労働等、結果として応援す

ることのなきように、意義に意味があるな

らばその意義に疑義が生じるようなこと

はないように取り組むよう要望いたしま

す。本市としては人権平和都市とうたって

おります。 
 またそれを外部に違うことをしている

んではないかという指摘を受けないこと。

それは担当部署として、市として責任を持
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って取り組んでいただきたい。 
 この施策に関して、サービスの公平性や

技術的な課題、廃棄とか、今後さらに技術

がよくなれば、状況が変わってくるかもし

れません。そういったところも考えていた

だきたい。温暖化対策はほかにも市内の緑

を増やす選択肢もある中で一辺倒になら

ぬようにしていただきたい。要望とさせて

いただきます。 
 次、最後です。消費生活相談事業のＬＩ

ＮＥの活用についてです。ぜひＬＩＮＥの

活用等の要は、より多くの方々にしっかり

とそういった情報が手に入って、特殊詐欺

の防止につながることが大事だと思いま

す。ＬＩＮＥではイベント情報の活用等も

ありますけども、実際にこちらが市民の方

から枚方でこういうことをやっているよ

とＬＩＮＥを見せていただいたように、Ｌ

ＩＮＥはやはり一定周知という点で効果

があると認識をいたしました。安まちメー

ルが例えば来て、その都度ＬＩＮＥがなっ

てひっきりなしと思います。月１回とか以

前も何か一度されたと認識をしておりま

す。２か月に１回とか、事例を厳選したも

のを定期で行うとか、少しでも市民により

多くの情報が触れる取組についてはぜひ

検討していただきたい。そして被害防止へ

と取り組まれるように要望いたします。以

上です。 
○香川良平委員長 答弁を求めます。森口

課長。 
○森口市民課長 市民課に係ります３回

目のご質問にお答えさせていただきます。 
 まず質問番号４番。 
 戸籍に振り仮名をふる際にどうジャッ

ジするかというところでございます。 
 大まかに漢字から連想される読み方は

認められますが、漢字と逆の意味は認めら

れない方向になります。 
 例えば摂津大空と書いて、せっつすかい

と読む。摂津宇宙と書いて、せっつひろし

と読むなどは認められますが、摂津太郎と

書いて、せっつじろうと読む。摂津高志と

書いてせっつひくしと読むなどは認めら

れない方向になります。 
 また卑猥な読み方やマイナスイメージ

の読み方も認められない方向となります。

３０年ほど前に悪魔ちゃん騒動というの

がありましたが、悪魔という名前、そうい

うマイナスイメージの名前は認められな

い方向になるのかなと考えております。実

際にはどこまでセーフでどこからアウト

なのかと、判断に迷うことも出てくるため、

ケースバイケースでの判断となってきま

す。 
 続きまして、質問番号５番。 
 無縁墓地のルールづくりについてでご

ざいます。 
 無縁墓地の対応は時間をかけた長期ス

パンでの取組になります。条例どおり動い

ていっても１２年かかる形になりますの

で、その間に職員が異動して、総入替えに

なります。 
 内規的なルールを作成しておき、誰が担

当になっても同じ方法で同じ方向へと進

んでいけるように準備をしていくことが

必要と考えます。今後も課題整理を図って

まいりたいと考えております。以上でござ

います。 
○香川良平委員長 浅尾課長。 
○浅尾保健福祉課長 １１番目のご質問

の３回目のご質問に答弁をさせていただ

きます。 
 それぞれの役割の変化の問いでござい

ましたけれども、現在この健都の取組につ

きましては、既存の会議体としてクラスタ
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ー推進協議会ですとか、健都連絡調整会議

ですとか、様々な会議がございます。今回

の法人化につきましては、この法人が新た

にそのメンバーとして加わるようなイメ

ージをしております。 
 実働部隊というお話もございまして、確

かにそういう一面もあるんですけれども、

全体で申し上げますと、こういった会議体

には健都にも様々な進出企業が出てきて

おりまして、会議体に参加をしておられる

企業等もございます。全体での中でも国循

とともに新法人が中心的な役割を担って

いただくような形になるのではないかと

考えております。このほか、大阪府は現在

のライフサイエンス産業のさらなる推進

で、吹田・摂津につきましては、やはり市

民向けのということで、各研究機関の研究

成果の社会実装化といったものも役割と

しては入ってきます。 
 新たなライフスタイルが市民に浸透す

ることで摂津市が健康寿命の延伸につな

がるように引き続き取り組んでまいりた

いと考えているところでございます。以上

でございます。 
○香川良平委員長 答弁終わりました。 
 松本副委員長。 
○松本暁彦副委員長 ありがとうござい

ます。最後、要望とさせていただきます。 
 ４番目の戸籍事務の振り仮名の件につ

いては、理解をいたしました。これは今後

さらに国で議論が進められ、より具体的な

手法等が下りてくると認識をいたしまし

た。 
 続きまして無縁墓地対応についてです。 
 これから、おっしゃったようにこの対応

には、非常に長い時間がかかると認識をし

ております。そのために今しっかりと課題

整理をして、着実にルールつくりをしてい

く、そしてルールに基づいてやっていくこ

とが本当に必要と思います。やはり懸念す

るのが後々市営墓地の過半数が全て無縁

ばかりになってしまうようなケースも否

定できないのが、今の多死社会の中で全国

の問題かと思います。 
 そういった中でしっかり着実にルール

をつくって、そして着実に一つ一つケース

を進めていくというところが、今この管理

事業についてはもう一つ問われていると

思います。令和５年度の取組しっかりとつ

くっていただけますように要望とさせて

いただきます。 
 そして最後です。 
 １１番目、健都プラットフォームの件で

す。この推進機構の役割として、これまで

会議体については、クラスター推進協議会

等これまでの大きな健都の方向性を決め

る会議体も変わらないと理解をいたしま

した。 
 そしてこの法人がそのメンバーに加わ

るとともに、企業間連携あるいはその企業

の中の中心になっていくという非常に大

きな役割が期待されると理解をいたしま

した。 
 ぜひこの推進機構が、健都の発展、そし

て本市の発展にもしっかりと寄与できる

ように、そこは提言、関与していただきた

い。 
 健都というのは本市の産業発展とシテ

ィプロモーションの推進そして健康寿命

の延伸と３つの方向性があります。それに

どれだけ健都の発展が、そこは担当部署と

してもしっかりと関与し、提言して実現へ

と進められるように、これまでも変わらず

取り組んでいただくよう要望いたします。

以上で質問を終わります。 
○香川良平委員長 松本副委員長の質問
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が終わりました。他に質疑ございますか。 
 質疑なきようですので、以上で質疑を終

わります。 
 暫時休憩いたします。 

（午後３時 ２分 休憩） 
（午後３時２９分 再開） 

○香川良平委員長 休憩前に引き続き、再

開いたします。 
 続いて、議案第６号の審査を行います。 
 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 
 森西委員。 
○森西正委員 それでは、パートタイマー

です。 
 共済金が、前年に比べて減になっていま

す。その内訳内容を御説明いただきたい。 
 以上です。 
○香川良平委員長 答弁をお願いいたし

ます。 
 鈴木課長。 
○鈴木産業振興課長 １回目のご質問、共

済金が前年比減になっているということ

で、この内容についてご説明申し上げます。 
 共済金の積算におきましては、過去５年

間の推移、退職金等の状況を見まして、そ

の中でも大きい年度を見まして、不足しな

いような形で予算を計上しております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 森西委員。 
○森西正委員 ここは、そしたら、退職さ

れる方の把握とか、そういうことは別に把

握してなくて、予算を組まれると。 
 そしたら、今現状で事業者数とか加入者

数、共済加入者数の推移が、どのような推

移になっているのか教えていただきたい。 
○香川良平委員長 鈴木課長。 
○鈴木産業振興課長 ２回目のご質問に

お答えさせていただきます。 

 現状の加入事業者数と加入者数の推移

でございます。 
 令和４年４月１日時点で、加入事業者数

は２６、被共済者数が１２５名いらっしゃ

いました。 
 令和５年３月３１日の予定でございま

すけれども、加入事業者数が２７、被共済

者数が１３０名の予定でございます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 森西委員。 
○森西正委員 いつも中退共と比較をさ

れ、パートタイマーの、非正規の方に対す

る退職金ですが、摂津のパートタイマーに

加入をされなくて、中退共に加入をしてい

ればというところはあると思います。事業

者数全体から見ますと、中退共もパートタ

イマーの退職共済に加入をされてないと

ころのほうがたくさんあると思います。そ

この加入をどのように進めていくのかと

いうところが必要と思います。その点、担

当としてはどのように考えられているの

か、お聞かせいただきたい。 
 摂津市の事業所の中で、当然パートタイ

マー等退職金共済に加入されている事業

者は把握されていますけれども、中退共に

加入されているかどうか把握をされてい

るのか教えていただきたい。以前から、摂

津市と関わりのある、例えば外郭団体のパ

ートタイマーに、言うたら本市が作ってい

る共済に加入をという質問をさせていた

だいたんですが、その点について、今はど

うなっているのか、お聞かせいただきたい。 
○香川良平委員長 鈴木課長。 
○鈴木産業振興課長 ３回目のご質問に

お答えさせていただきます。 
 まず、パートタイマー等退職金共済も中

退共も両方とも加入されてない事業所に

関して、担当課としてどう考えるかという
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ところでございます。この制度につきまし

ては、やはり中退共のほうに加入されてい

ない方には加入をしていただきたいと考

えております。中退共のほうにつきまして

は重複して加入していただけますし、掛金

も中退共では１６段階、パートタイマー、

短時間労働者におかれましてはプラス３

種類ということで、１９段階の共済掛金が

ございまして、２，０００円から３万円ま

でご加入いただけます。 
 摂津市のパートタイマー等共済制度に

つきましては、一律２，０００円でござい

ますので、最低限こちらのほうには加入し

ていただきたいと考えております。 
 中退共に加入されているかどうかの加

入状況を把握しているかというご質問で

すけれども、こちらにつきましては現状把

握できておりません。 
 外郭団体の加入でございますけれども、

以前からご質問いただいております現状

から変わっておりません。外郭団体でも加

入されている事業所もございますし、過去

に退会された事業所もございます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 森西委員。 
○森西正委員 この制度は、摂津独特の制

度というのもあります。それであれば、市

から外郭団体、まずは市との関わりのある

ところから先に声をかけ、加入をしていた

だく形を取るべきだと思います。一般の事

業所さん、声かけてもそこはそこで、必要

であればパートタイマーのためというこ

とで加入をされるでしょう。一般の事業所

から見たら、少しは摂津との関わりの強い

ところ、あそこはどうなんですかって言わ

れると、これは担当もなかなかそれに対し

て、答えが難しい部分があるでしょう。ま

ず摂津の関わりのあるところから加入を

していただく。かつて加入をして辞められ

たところはまた、再び入っていただく、再

加入していただくということで、これはパ

ートタイマーの処遇の改善に当たります。

ぜひとももっと多くの事業所さんが加入

していただきますように、よろしくお願い

します。 
 以上で質問を終わります。 
○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 
 増永委員。 
○増永和起委員 今、森西委員の質問に対

して、少し事業所数も加入者も増えている

お答えやったと思うんです。これは何かＰ

Ｒとか働きかけとかしていただいて増え

たんでしょうか。まず、お答えいただきた

い。 
○香川良平委員長 鈴木課長。 
○鈴木産業振興課長 １回目のご質問に

お答えさせていただきます。 
 加入事業者が増加し、被共済者数も増え

たということにつきまして、何かＰＲの効

果があったのかというご質問だったと思

いますが、実際のところ直接的なＰＲの効

果があったわけではございません。 
 ただ、以前から比べまして、介護事業者

に関しましては、介護保険事業者連絡会等

から周知していただいておりますし、摂津

市商工会にも配布、ＰＲのほうもしていた

だいております。 
 また、摂津市ビジネスマッチングフェア

等でチラシ等を配架させていただいたり

とＰＲの強化に努めております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 増永委員。 
○増永和起委員 いろんなところでＰＲ

していることが今回の加入につながった

こと、すごく頑張っていただいているおか
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げやと思います。新しく入られたところに、

例えば入ってよかったみたいな話とか、入

った動機みたいな、聞いてまたそれもＰＲ

に使うとか、いろいろ工夫をしていただき

たいので、引き続きよろしくお願いします。 
 あと、今非常に物価も高騰しています。

中小業者の皆さん、営業が本当に大変で、

危機的な状況とよく聞いています。万が一、

たくさん一遍に退職になることになった

ときに、そこはしっかり給付ができるのか

どうか、その辺についてもお知らせいただ

きたい。 
○香川良平委員長 鈴木課長。 
○鈴木産業振興課長 ２回目のご質問に

お答えさせていただきます。 
 万が一大量の退職者が出た場合に給付

ができるかというところでございますが、

そちらにつきましては掛金のほう、積み立

てておりまして、全員が退職されても給付

できるような形で、毎年積立てをしており

ます。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 増永委員。 
○増永和起委員 やはり市が行っている

制度だから、その辺はしっかり安心して入

っていただける、人数少なくなってきたり、

加入団体も少なくなってきたりしてても、

安心できる制度なんだというところも含

めてアピールしていただきたいので、よろ

しくお願いします。 
 以上です。 
○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 
 藤浦委員。 
○藤浦雅彦委員 意見だけ言っておきま

す。 
 先ほど来質問が出ていますように、やっ

ぱりＰＲをして、より多くの事業所に入っ

ていただくことが大事だと思うんです。こ

れもずっと前から人数を聞いてきていま

すけども、さほど多くもなくということで

流れていると思うのです。やっぱり先ほど

来出ていた、しっかりとＰＲをしていただ

いて、より多くの方が利用していただける

制度として育てていただきたいことを強

く要望しておきます。 
 以上です。 
○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○香川良平委員長 以上で質疑を終わり

ます。 
 暫時休憩します。 

（午後３時４４分 休憩） 
（午後３時４５分 再開） 

○香川良平委員長 再開いたします。 
 議案第４号、議案第１２号及び議案第２

８号の審査を行います。 
 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 
 南野委員。 
○南野直司委員 予算概要でご質問させ

ていただきます。１６０ページです。 
 保険給付事業についてです。出産育児一

時金で３，０００万円計上していただいて

おります。この件につきましては、公明党

といたしましても国で出産育児一時金の

拡大を強力に推進させていただきました。

いよいよ今年の４月１日から、４２万円か

ら５０万円、８万円増額で実施をされます。

改めて、その改正に至った背景と、予算の

積算根拠について、６０名予算組んでいた

だいておりますけども、お聞かせいただき

たい。 
 次に、１６２ページです。 
 毎回これも質問させていただいている
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んです。特定健康診査等事業についてです。

その中の特定健康診査等委託料、３，５６

６万３，０００円を計上していただいてお

ります。令和４年度の当初予算と比べまし

て、約４００万円の減額となっております。

その要因と令和５年度の特定健診受診率

の向上に向けた取組、目標などございまし

たら御答弁いただきたい。 
○香川良平委員長 答弁を求めます。 
 谷内田部参事。 
○谷内田保健福祉部参事 出産育児一時

金についてお答えいたします。 
 出産育児一時金につきましては、厚生労

働省の社会保障審議会医療保険部会にお

いて議論がなされてまいりました。 
 そこでは、令和３年度の正常分娩、分娩

にかかる部屋代の差額代などを除く費用

が全施設平均で４７万３，０００円となっ

ていることを踏まえ、令和４年度の全施設

の出産費用の平均額の推計額を勘案し、産

科医療補償制度の１万２，０００円を含め

て、現行の４２万円から５０万円に引き上

げるべきというふうな議論がされており

ました。 
 この国の審議会の審議を得て、健康保険

法施行令等が改正されることを受けて、本

市においてもこれに沿う条例改正を行う

ものでございます。 
 なお、予算額につきましては、過去の出

産件数、出生数を基に推計しており、全体

として被保険者数の減少傾向を考慮し、先

ほど委員もおっしゃっていただいてまし

た６０件を見込んでいるところでござい

ます。 
 以上です。 
○香川良平委員長 畑原課長代理。 
○畑原課長代理 二つ目のご質問、特定健

診の前年度予算と比べて４００万円近く

減額の要因、それから令和５年度の特定健

診受診率の目標についてというご質問に

お答えいたします。 
 国民健康保険の被保険者数につきまし

ては、いわゆる団塊の世代の７５歳到達に

よる後期高齢者医療制度への移行や、社会

保険の適用拡大などによる減少傾向にご

ざいます。４０歳から７４歳までの特定健

診の対象者数につきましても、同様に減少

にございますので、それが委託料の減少に

つながっているものでございます。 
 また、受診率の状況としましては、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響が一番

ございました令和２年度、こちらが２５．

９％でございましたけれども、直近の法定

報告値であります令和３年度の受診率が

３０．３％と、大きく回復はしたものの、

令和５年度の３１．５％までは戻っており

ませんので、令和５年度の目標としては何

とかコロナ前の３１．５％、こちらを達成

していきたいと考えております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 南野委員。 
○南野直司委員 御答弁いただきました。 
 厚生労働省の人口動態統計によります

と、２０２２年の出生数は過去最少の７９

万９，７２８人で、統計を取り始められま

した１８９９年以降初めてであります。８

０万人を下回ったということで、ニュース

でもやっておりました。私たちが暮らしま

す摂津市におきましては、安心して子ども

を産み育てられるまち摂津ということで、

どうか出産育児一時金が５０万になりま

したということを丁寧に周知していただ

きたい。国保年金課だけじゃなく、オール

摂津で、安心して子どもを産み育てられる

まち摂津というものを表に出していただ

きたい。副市長もいらっしゃいますので、
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どうかよろしくお願いします。要望として

おきます。 
 次に、特定健診につきましては詳しく目

標も含めて御答弁をいただいたわけです。

コロナ前の３１．５％、特定健診の受診率

をもう一度目指していくという御答弁い

ただきました。その目標の値の達成に向け

ては、やはり今まで受診されてない、され

たことがない方を含めて、受診率の向上を

していかなあかんと思います。以前から私

提案させていただいており、一生懸命取り

組んでいただいております、安威川以南で

す。新鳥飼公民館あるいは別府コミュニテ

ィセンターでの特定健診、今年に入って２

月にも実施して、がん検診とプラスで実施

していただいております。その辺も含めて

２回目御答弁いただきたい。実績等含めて、

この取組をお願いします。 
 以上です。 
○香川良平委員長 畑原課長代理。 
○畑原国保年金課長代理 出張特定健診

の状況と今後の展開についてご答弁させ

ていただきます。 
 出張特定健診につきましては、未受診者

対策の取組として、安威川以南の被保険者

を対象に、委員からございましたように、

本年の２月１８日土曜日に新鳥飼公民館、

２月１９日日曜日に別府コミュニティセ

ンターで実施をし、全体の受診者としては

１９０名でございました。 
 内容の分析はこれからでございますけ

れども、過去に特定健診を受けておられな

かった方が、身近な地域で健診が受けられ

るということで、初めてこの出張健診を受

けられたという方もおられたと聞いてお

りますので、一定の効果があったものと考

えております。 
 しかしながら、今回１９０名受診という

ことで、前年度の令和３年度については２

６６名受診がございましたので、一定減少

になっておるというところでございます

ので、今後については、例えば申込締切日

の１週間前に再度の勧奨通知を送付する

といった取組など、周知啓発の取組強化を

検討していきたいと考えております。 
 併せて、出張特定健診のインセンティブ

となるように、がん検診とのセット受診、

こちらについても引き続き関係各課と検

討してまいりたいと思います。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 南野委員。 
○南野直司委員 ありがとうございます。 
 出張特定健診のご案内いうことです。こ

ういったはがきを出して勧奨していただ

いております。 
 そんな中で、新鳥飼公民館では２月１８

日実施されて１０５名の方が受診され、２

月１９日は別府コミュニティセンターで

８５名の方が受診、合計１９０名の方が受

診されたということです。前回よりも減っ

ておりますけども、どうか引き続き、安威

川以南での特定健診を推進していただき

たい。 
 そして、保健福祉課としっかり連携を取

っていただきたい。先日も質問させていた

だきました。がん、胃がん検診、大腸がん

検診を合わせてセット検診で実施してい

ただきました。さらに、別府コミュニティ

センターは入り口が本当に狭いです。検診

車が入るかどうか、また研究していただい

て、肺がん検診なんかもしっかりできるよ

うに、保健福祉課と連携取っていただきた

い。要望とさせていただきます。 
以上です。 

○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 
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 森西委員。 
○森西正委員 まず歳入です。予算書１０

ページ、一般の被保険者国民健康保険料で

す。前年度に比べて、本年度は２，４８３

万２，０００円の減という予算を組まれて

います。なぜ減なのかお聞かせをいただき

たい。 
 そして歳出です。予算概要１５６ページ、

会計年度任用職員の報酬が昨年と比べる

と４１８万２，０００円、増えていると思

うんです。職員数も、１名増となっていま

す。その中身、教えていただきたい。 
 １５６ページ、賦課徴収の事業です。ま

ずは特別徴収と普通徴収の比率、どうなっ

ているのか教えていただきたい。 
 コンビニ収納代行の業務委託料があり

ます。コンビニ収納の比率はどの程度にな

っているのか、教えていただきたい。 
 電話催告等の業務委託料があります。こ

の電話催告の業務委託の効果について、教

えていただきたい。 
 １６２ページ、特定健康診査等の委託料

です。３９７万９，０００円の減。先ほど

南野委員の御答弁の中で、３１．５％、コ

ロナ前の状況を目指されるとありました。

昨年、一昨年はコロナ状況にあり、コロナ

前まで、戻すというか、復活をさせる。増

えると思うんですけども、減になっている

のはなぜかお聞きしたい。 
 以上です。 
○香川良平委員長 谷内田部参事。 
○谷内田保健福祉部参事 まず、質問番号

１番の保険料の減の内容についてお答え

いたします。 
 国民健康保険料１人当たりの保険料に

つきましては増額となっておりますけれ

ども、被保険者数全体が減少傾向にござい

ます。そのため、全体での保険料としては

２，４８３万２，０００円の減とさせてい

ただいているところでございます。 
 続きまして、２番目の会計年度任用職員

の報酬の増、それから職員数の１名増につ

いてお答えいたします。 
 国保年金課の業務の中で、特定の職員に

業務が偏らないようにジョブローテーシ

ョン等を行いまして、業務の効率化等を行

っておるところですけれども、近年様々な

制度改正等がございまして、なかなかそう

いったところの対応に苦心しているとこ

ろでございます。 
 そういった点もございますし、あと現在

育児休業の職員が正職で２名、それから会

計年度任用職員で１名おられます。そうい

ったところで、人事にも要望を出しており

まして、４月１日以降の人員体制について

は、人事異動の発令があってからになりま

すけれども、そういった点を人事のほうも

組んでいただけたのかなと考えていると

ころでございます。 
 それから、質問項目３番目の特別徴収と

普通徴収の割合についてでございます。 
 件数ベースで申し上げますと、令和２年、

令和３年度のトータルでの数字で申し上

げますと、普通徴収が９１．３７％、特別

徴収が８．６３％でございます。ちなみに

世帯ベースで申し上げますと、特徴の割合

がもう少し上がりまして８４．１５％、特

別徴収が１５．８５％となっております。

令和４年度の途中までの時点の数字につ

いても大体同じような数字になっており

まして、令和５年度も同じような数値に落

ち着くのではないかなと考えているとこ

ろでございます。 
 続きまして、質問項目４番のコンビニ収

納代行の委託料、それからコンビニ収納の

比率についてでございます。 
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 先ほど申し上げました普通徴収の一部

がコンビニ収納となっておりまして、納付

書でお支払いしていただいている件数の

割合のうち、６０％ぐらいがコンビニ収納

によって収納した件数となっております。

金額ベースで申し上げますと、コンビニで

取り扱える金額の上限がございますので、

若干下がりまして、５３％程度になってお

ります。 
 続きまして、質問項目５番の電話催告業

務についてでございます。 
 電話催告業務の効果についてというこ

とでございますけれども、令和３年度の実

績で申し上げますと、電話をかけた件数が

年間で１万４，０００件余りとなっており

ます。そのうち、納付のお約束の取付けが

できたのが、金額で３，１７４万６，００

０円ほどとなっておりまして、一定の効果

があったと考えておるところでございま

す。 
 そのほかにも、電話催告の業務に併せま

して、電話催告業務の中で、資格の適正化

の勧奨も行っておりますので、そういった

部分でもある程度の効果が出てますので、

トータルの効果で言いますと、もう少しあ

るのかなと。ただ、資格適正化に関する勧

奨についての効果金額というのはなかな

か計りづらいところがございますので、詳

細な金額としては先ほど申し上げた金額

ぐらいに落ち着くと考えておるところで

す。 
 続きまして、６番の特定健康診査等委託

料の３９７万９，０００円の減額について

でございます。 
 先ほど、南野委員の質問の中でも答弁ご

ざいましたけれども、委員もおっしゃって

いただいていましたが、受診率については

３１．５％を目指していきたいと考えてお

りますが、対象者自体がやはり被保険者数

の減少に合わせて減っておりますので、そ

ういった意味で委託料としては減額にな

っているということでご理解いただけた

らと考えております。 
 以上です。 
○香川良平委員長 森西委員。 
○森西正委員 一般被保険者国民健康保

険料の件に関しては、今御説明をいただき

ました。歳出で、前年と比べてこの辺は一

般被保険者の療養給付費もしくは一般被

保険者の療養費等が減少しております。ま

た高額療養も減少しております。 
 ここは先ほど答弁をいただいたんです。

１人当たり増、対象者が減っているから減

になっているのかお答えいただきたい。 
 続いて、人員に関してです。国民健康保

険課はお忙しくしているのは十分分かっ

ております。人事の増員を要望され、増と

なっています。令和５年、人員増されてい

ますけど、それでも十分なのか。それでも

なかなか忙しいのか、実際何人、課を回す

上で必要なのか御説明いただきたい。 
 賦課徴収事業に関してです。数字として

はよく分かりました、理解しました。電話

催告等で電話をされて、納付を頂いている

ということです。不納欠損の数を、金額を

いかに少なくするかであります。ここ数年

コロナがありました。言うたらコロナの影

響がこの賦課徴収に関して影響があった

のか、教えていただきたい。 
 例えば、電話催告の中で、生活困窮だと

かということがあったのか、御説明いただ

きたい。 
 特定健康診査については、対象者が減っ

ているということで分かりました。対象者

が減りながら、どうやって比率を上げてい

くのかもあるでしょうから、その点はコロ
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ナ前以上の数値になるようにご努力いた

だきたい。 
 その点は、いかに周知、ＰＲするかにな

ってくると思います。市民の方の意識をど

う高めていくかは、平素から日々健康に対

する意識を高めていただけるかになると

思いますので、またよろしくお願いします。 
○香川良平委員長 谷内田部参事。 
○谷内田保健福祉部参事 まず給付費の

減についてお答えいたします。 
 給付費につきましても、先ほどの国民健

康保険料同様１人当たりの給付費は増を

見込んでおるところです。しかしながら、

被保険者数の減がございますので、トータ

ルとしては給付費が減少する見込みとい

う予算を計上させていただいております。 
 続きまして、２番目の体制のところでご

ざいます 
 予算編成の過程で、人事に要望し、今回

の予算計上となっておりますけれども、４

月１日以降の体制についてはまた人事異

動の発令を待ってということになります。 
 今回、課として要望させていただいた部

分が大分、予算としてはこちらの希望に沿

った予算となっていると感じております

けれども、実際どこまでいけばというとこ

ろについては、やはり多ければ多いほどい

いという部分はありますけれども、やはり

市全体の中で言いますと、今計上いただい

た人数でぜひとも頑張っていかないとい

けないと考えております。 
 ただ、いかんせん窓口に関する業務がか

なり業務量の大部分を占めていることも

ございますので、市民の方がどれだけ窓口

に来られるのか、市民の方の手続がどれだ

けになるのかというところにも業務量、大

分左右されてしまうのかなと感じており

ます。それ以外の業務を改善していくとこ

ろについては、改善効率化を図っていくと

ころについては、人事との話合いの中でも

そういった話は出ておりますし、担当課と

してもぜひとも取り組んでいかないとい

けないと考えておりますので、そういった

改善、効率化の取組をしながら適正な業務

量にして、職員の健康管理も気を配ってい

きたいというふうに考えております。 
 続きまして、賦課徴収事業についてでご

ざいます。 
 コロナについて徴収への影響というと

ころでございます。やはり窓口で、コロナ

によって収入が減少し、保険料の減免の手

続を取られる市民の方についてはいまだ

おられるところでございます。そういった

ところで、徴収への影響というのも出てお

りまして、差押えでありますとか現地確認、

臨戸訪問というところがやはりコロナに

なってから、少しコロナ前と比べて現地に

出ていけてないという状況はございます。 
 今後、コロナが落ち着きましたらそうい

った現地への徴収、臨戸訪問等もコロナ前

の水準に戻して、徴収についても頑張って

いきたいと考えております。 
 特に、徴収率につきましては府内でもそ

う高くない部分でございますので、徴収に

ついても力を入れていきたいと考えてお

ります。 
 以上です。 
○香川良平委員長 森西委員。 
○森西正委員 国保特会の総予算で見ま

すと、昨年が９３億、今年は９２億で、１

億１，０００万ほど減になっています。今

話を聞いていますと、被保険者が減少して

いると御説明があるんです。けれども、令

和５年は９９億という予算です。今後、国

保特会の全体予算は、だんだんと減ってい

く見込みなのか、どうなんでしょう。要因
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があって、例えば今の数字が横ばいになっ

ていくのか、増えていくのか、その点はど

う考えているのか、お答えをいただきたい。 
 賦課徴収も、市民の皆さんの生活があり

ますから、なかなかそこを加味しながら、

不納欠損はなくならないようにというふ

うなところはありますけれども、ご努力い

ただきたい。 
 全体部分の見込みというかこれらの御

説明いただきたい。 
○香川良平委員長 谷内田部参事。 
○谷内田保健福祉部参事 今後の国保の

見込みについてお答えいたします。 
 被保険者数の減少、主な大きな要因とい

たしましてはやはり高齢化がございます。

第１次ベビーブームに生まれた市民の方

が７５歳を迎えられますのが、大体令和４

年度から令和６年度にかけてになると。１

９４７年から１９４９年生まれの方が大

体団塊の世代と言われてる、かなり人数が

おられるところでございますので、令和６

年度まではやはり被保険者数の減少とい

うのは同じような状況にあるというふう

に考えております。 
 加えまして、令和６年の１０月に社会保

険の適用の拡大が予定されております。現

在１００名を超える事業所については、社

会保険に入ってくださいということにな

っておりますけれども、それが５０人を超

える事業所については社会保険に入って

くださいとという形になりますので、その

時点でも一定被保険者数の減少というの

はあると考えております。それ以降は、そ

う大きな減少の要因というのはありませ

んので、横ばいもしくは少しの減少傾向に

あるのかなというふうに考えております。 
 そういった形で、だんだんと減っていく、

少しずつ減っていくとは思いますけれど

も、都道府県化することによって広域で国

民健康保険の制度を運営していくという

ことになってますので、大きなパイで安定

的な国保運営を目指していきたいという

ふうに考えております。 
 以上です。 
○香川良平委員長 森西委員。 
○森西正委員 結構です。 
 終わります。 
○香川良平委員長 ほかに質疑ございま

すか。 
 藤浦委員。 
○藤浦雅彦委員 それでは、質問させてい

ただきます。 
 １番目、先ほどから議論されています国

民健康保険を取り巻く社会情勢の話です。

２０２５年のいわゆる後期高齢者に団塊

世代がなることが一つの大きな天王山の

ように言われてきていました。先ほど、社

会保険がまた制度が変わって拡大される

ので、現役世代の人もその時点ではまた社

会保険に移られることがあるということ

も言われました。 
 今までの議論の中で、大体景気が悪くな

ると、若い現役世代は国民健康保険に入り、

増加傾向にある。景気がよくなると減少傾

向にあると認識しているんです。コロナが

今回５類に落ちるということもあって、落

ち着くということもあります。人手不足も

今言われている中で、この辺、国保につい

てはどう影響してくるのか聞いておきま

す。 
 ２番目、令和６年度より統一保険料にな

ることについてです。いよいよ国民健康保

険料は大阪府統一の保険料に変わるとい

うことです。現在は激変緩和をされている

と思うんです。その辺、令和５年度として

はどんな激減緩和になってて、令和６年度
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になったらどんなふうに変わっていくの

か概略をお示しいただきたい。 
 ３番目、レセプト点検についてです。 
 予算書の１９ページ款１総務費、項１総

務管理費、目１一般管理費、節１２委託料

の中にレセプト点検委託料があります。現

時点でこのレセプト点検、どういう制度で

運用されているか。点検に要する時間、そ

れから還付金が関連してきます。還付金に

ついては、時間的にどれぐらいを要してや

られているか、１回目答弁をお願いします。 
 ４番目、クレジットカード決済の導入に

ついてです。 
 予算書２１ページになります。款１総務

費、項２徴収費、目１賦課徴収費、節１２

委託料の中に保険料金の支払方法がざっ

と書かれています。先ほどもありましたけ

ど、コンビニ収納とかいろいろあります。

まずどんな収納方法、支払方法をされてい

るか、ペイジーなんかも載ってると思いま

す。その辺まず説明していただきたい。 
 ５番目、人間ドック助成金です。 
 これは予算書２９ページ、款５保健事業

費、項１特定健康診査等事業費、目１特定

健康診査等事業費、節１８負担金、補助及

び交付金、この中に人間ドックの助成金が

入っています。令和５年度での見込数、ど

れぐらい見られているか最初にお答えく

ださい。 
 次に６番目、ここからはデータヘルス計

画に関連をすることについて、お聞きしま

す。 
 データヘルス計画は、１０項目の取組が

ある中の６項目が国保で行うことになっ

ているわけです。まず、特定健診未受診者

対策事業、予算書３１ページ、款５保健事

業費、項２保険事業費、目１保健衛生普及

費、節１２委託料の中に書いています。こ

の中に保健センター委託料やら含め、この

辺の事業が書いてあると思います。この特

定健診未受診者対策事業、これはデータヘ

ルス計画が既にもう令和５年度までの計

画なので、目標値を達成しないといけない

と思います。検証していかないといけない

と思うんです。令和５年度のデータヘルス

計画での目標値。これは特定健診受診率を

６０％にするとなっています。先ほど実際

の令和５年度の目標値は３１．５％でござ

いました。その辺の乖離と取組について、

まずお答えください。 
 ７番目、同じく第２項、特定保健指導に

ついてです。データヘルス計画としての目

標値と、令和５年度の実際の目標値がある

と思います。令和５年度の実際目標値をど

れぐらいにされてて、どんな取組になるの

か、１回目お願いします。 
 ８番目、若年者健診・保健指導について、

データヘルス計画の目標値と令和５年度

の目標値、取組について御答弁お願いしま

す。 
 ９番目、非肥満血圧高値者・血糖高値者

受診勧奨推進事業です。令和５年度の取組

とデータヘルス計画においての取組の乖

離、取組について、１回目お願いします。 
 １０番目、糖尿病性腎症重症化予防事業

についてです。令和５年度の実際の取組目

標値と、データヘルス計画では新規人工透

析移行者をゼロにする目標になっていま

す。この辺との乖離と取組方法についてお

答えください。 
 最後に１１番目、医療費通知及び後発医

療品差額通知事業について、これも目標値

と令和５年度の取組についての概略説明

をお願いします。 
 以上です。 
○香川良平委員長 答弁をお願いいたし
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ます。 
 谷内田部参事。 
○谷内田保健福祉部参事 質問項目１番

目の、国民健康保険を取り巻く社会情勢の

中で、景気の動向によって現役世代の方の

加入が減ることについての影響というと

ころについてお答えいたします。 
 元来、国民健康保険については、加入者

の年齢が高くて所得水準が低い方が多い

という構造的な課題を抱えておりました。

そういったところで、なおかつ委員おっし

ゃっていただいてますように、景気の動向

にも左右されるという特徴がございます。 
 特に近年は、それに加えて少子高齢化、

それから就業構造の変化、そういった社会

経済情勢にも変化の影響を受けてきてお

ります。 
 そういった景気の動向に影響を受けた

場合、保険制度としてどのような影響が及

ぼされるのかというところですけれども、

やはり現役世代の被保険者数が減ります

と、今回の予算、保険料の算定の際もそう

でしたけれども、相対的にやはり前期高齢

者の方の割合が多くなってしまうと。前期

高齢者の方については、１人当たりの給付

費は高くなるという傾向がございますの

で、保険料の算定の際は、年齢を５歳刻み

で区分して、新年度どういった人数になる

のかという推計をして、なおかつ年齢区分

ごとの１人当たりの保険料を推計して、全

体の給付費を算定していると大阪府から

も聞き及んでおります。 
 そうなりますと、やはり現役世代の方が

減ると一人当たりの給付費はどうしても

高くなって、それに引っ張られる形で保険

料が増えてしまうということが起こりま

す。この令和５年度は、そういった状況に

なっておりまして、保険料１人当たり、改

定をして増額をお願いしております。その

うちの内容を分析いたしますと、そういっ

た給付費の増加によって自然増に対応す

る部分としての保険料の改定が高くなっ

ているという状況でございます。 
 そういったところで、やはり経済状況に

ついても注視をしながら、国保の運営をし

ていく必要があるというふうに考えてお

るところでございます。 
 それから２番目の、どういったことを考

えていかないといけないのかというとこ

ろで言いますと、国ではやはり国民健康保

険制度改革を推進していくということで、

また令和５年度も取り組むことを公表さ

れておられます。国保財政運営の安定化を

図りつつ、財政運営の都道府県単位化のさ

らなる深化を図るために、令和６年度から

の新たな国保運営方針に基づいて、保険料

水準の統一や医療費適正化等の取組をよ

り一層進めていくということで、国のほう

も表明されておられます。 
 そういったところで、厚労省でも保険料

水準統一加速化プラン、仮称ですけれども、

そういったものを策定して保険料水準の

統一に向けた取組を支援するということ

も表明されておられる状況でございます。 
 そういった国の状況も見ながら、都道府

県化については取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。 
 それから２番目の、令和６年度から統一

保険料になることについてでございます。 
 これまでも、段階的に統一保険料に合わ

せていくと、段階的に差額を解消していく

という方針で保険料の改定をお願いして

まいりました。基本的には、給付費、先ほ

ど申し上げた自然増については改定をす

ると、それに加えてこの経過措置、激変緩

和期間において段階的に差額を解消して
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いくということで、令和５年度の保険料に

ついては、大阪府が示した１人当たりの額

としましては１２万７，８４１円という保

険料の設定がされておられました。令和５

年度の１人当たりの保険料が１１万６，８

４５円でございましたので、その差額が１

万９９６円、９．４％の増となっておりま

す。 
 先ほど申し上げた給付費の自然増、これ

を保険料に反映した金額といたしまして

は１２万５，５９２円、令和５年度と比較

いたしますと７．５％、８，７４７円の改

定という数字になっておりますが、ここか

ら先ほど申し上げた段階的な差額解消と

いうことで、今年度はこの１２万７，８４

１円と１２万５，５９２円の中間のところ

の１２万６，７９８円を設定させていただ

きました。 
 自然増の部分と比べますと、１，２０６

円、自然増と大阪府の算定結果の差額が２，

２４９円ですので、ほぼほぼ中間のところ

を設定させていただいて、これまでの改定

の方針にのっとった保険料の設定を、お願

いさせていただいております。 
 令和６年度になるとどうなるのかとい

うところでございますけれども、令和６年

度の保険料の算定がどのようになるのか、

まだ不明なところがございますので、上が

るのか、下がるのかというところですけれ

ども、いずれにしましても、令和６年度の

統一保険料を目指して、これまで取り組ん

できておりましたので、令和６年度につい

ては大阪府が示す保険料率で改定をお願

いしたいと考えております。 
 ３番目のレセプト点検について、説明い

たします。 
 レセプト点検の委託料につきましては、

大阪府の国保連合会に委託をしておりま

す。国保連合会では、電子計算機等によっ

て共同して処理を行うことが効率的な業

務として、共同電算処理を行っております。 
 具体的な内容といたしましては、資格確

認業務、それからレセプトの重複請求や、

診療内容に疑義がないかのチェック、それ

に加えて介護レセプトと医療レセプトを

突合するという点検もしていただいてお

ります。 
 この介護と医療のレセプトの突合につ

いては、保険者単体では困難なものとなっ

ております。連合会でやっていただくとい

うことが、適した内容となっております。 
 また、どれくらいの時間を要しているの

かというところでございますけれども、レ

セプトがひと月単位での請求となってい

ることについては、議員もご承知いただい

ているかと思うんですけれども、そこから

高額療養費の支給等については、過誤調整

をした後、点検審査を経た後の支給をして

おりますので、若干このレセプトの点検に

時間を要しているところでございます。 
 やはり高額療養費の支給を、なるべく早

くしていかなければいけないというとこ

ろは理解しておるんですけれども、何分、

点検審査を経た後にしませんと、高額療養

費を支給した後に点検の結果、返還をして

いただかなければいけないという状況も

想定されます。そうなりますと、被保険者

の利便性を損なう恐れがあると考えてお

りまして、この点については若干、点検審

査に時間を頂いている状況でございます。 
 ４番目のクレジットカード決済の導入

についてでございますけれども、収納方法

については、先ほどからも答弁をさせてい

ただいておりますけれども、納付書による

納付、それから口座振替、それから年金天

引きによる特別徴収がございます。 
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 納付書で納めていただく際に、どういっ

た収納方法を用意するのかということで、

近年取り組んでまいりましたけれども、令

和３年度からキャッシュレス決済という

ことで、ＰａｙＰａｙ等のキャッシュレス

決済を導入して、利便性の向上を図ってき

たところでございます。 
 今後も、保険料のみならず、市全体の公

金の収納、どういった支払方法、収納方法

を用意すべきなのかというところは、全体

の議論の中で進めていけたらと考えてお

るところです。その中でも税につきまして

は、地方税共通納税システムが国によって

推進されておりますので、そういった動向

についてもきちんと注視をして、税と歩調

を合わせるところは歩調を合わせて、多様

な収納方法をご用意できたらと考えてお

るところでございます。 
 以上です。 
○香川良平委員長 畑原課長代理。 
○畑原国保年金課長代理 ５番目以降の

ご質問に対するご答弁をさせていただき

ます。 
 まず、５番目の人間ドックのご質問でご

ざいます。令和５年度の見込件数でござい

ますが、令和５年度につきましては、１７

１件を見込んでおります。 
 続きまして、６番目、データヘルス計画

について、そこの主な保健事業に関連する

ものとして、６番目以降１１番までのご質

問をいただいております。 
 データヘルス計画につきましては、現行

第２期計画でございまして、ご承知のとお

り平成３０年度から令和５年度までの計

画で、その前半の部分につきましては、大

半がコロナ禍にかかっているというとこ

ろもございまして、特定健診受診率が低迷

するなどの影響が現れているところでご

ざいます。 
 そういった中にあって、まずは６番目の

特定健診の未受診者対策についてどうだ

ったのか、令和５年度の目標との乖離等々、

どういう状況なのかということでござい

ます。 
 この特定健診のまず未受診者対策につ

きましては、主に電話とはがきによる特定

健診の未受診者の方に対する各種の勧奨

業務を委託しております。 
 それで特定健診につきましては、被保険

者の健康状態の把握において非常に有効

な手段でございますので、さらにデータを

分析して、より適正な保健事業の実施につ

なげると、そういう意味でも受診率向上を

図っていく必要がございます。 
 今年度、令和４年度につきましては、計

画どおり人工知能ＡＩ・ナッジ理論を活用

した勧奨はがきの送付を、６月と１１月に、

各５，０００人に送付を行っております。 
 また先ほど、南野委員のご質問にもお答

えさせていただいておりますとおり、出張

特定健診についても、２月に実施をしてい

るところでございます。 
 状況としましては、コロナの受診控えか

ら回復傾向にあり、受診率の戻ってきてい

る状況がございますが、直近のこの特定健

診の受診率で言いますと、令和３年度の法

定報告値が３０．３％ということで、委員

からありましたように、第２期データヘル

ス計画の令和５年度の目標値が６０％と

いうところで、ダブルスコアに近いような

乖離の状況があるのは事実でございます。 
 先ほど、コロナの影響もあるということ

でございましたけれども、なかなか特定健

診受診率につきましては、国の目標は高い

というようなところもございまして、本市

に限らず、他市の状況を見ましても、なか
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なか６０％に届いていないというのが実

態でございますので、こういった乖離の状

況を埋めるためにも、令和５年度の次期デ

ータヘルス計画策定においては、より効果

的な受診率の取組についても併せて検討

はしていかなければならないと認識して

おります。 
 続きまして、７番目の特定保健指導未利

用者対策事業でございます。 
 こちらにつきましては、特定健診結果か

ら内臓脂肪肥満に着目して対象者を抽出

して、保健指導を実施し、その要因となっ

ている生活習慣を改善することで、健康増

進を図るというところでございます。 
 こちらにつきましても、直近で、法定報

告値で言いますと、令和３年度が４３．

８％ということで、データヘルス計画上、

令和５年度の実施率としては６０％にな

っておりますので、こちらも大分下回って

いるというような状況ではございます。 
 ただ、特定保健指導につきましては、令

和２年度は６９．８％ということで、その

年度においては目標値を超えているとい

うような年度もございますので、こちらに

ついては、引き続き６０％近くを推移でき

るように、引き続き、取組を進めていきた

いと思っております。 
 続きまして８番目、若年者健診の委託料

でございます。 
 こちらは、１６歳から３９歳、いわゆる

若年者の被保険者に対する健診受診を促

して、受診結果から、異常の早期発見・早

期治療につなげて、生活習慣の改善、生活

習慣病の発症を予防するものでございま

す。 
 それでこちらにつきましては、対象者が

１６歳からということで、言ったら学生の

年代も対象になっているというところも

ございまして、全体的には受診率がどうし

ても低いというところはございます。 
 ただ、こちらも直近で申し上げますと、

令和３年度の受診率が４．３％となってお

りまして、これはデータヘルス計画の目標

値で言いますと、令和５年度が１３％とな

っております。 
 こちらも、なかなか目標値に届かないと

ころがあるのかなと認識をしております

ので、既に実施しているんですけれども、

例えば勧奨はがきを年度当初に、３０代の

方に、若年者健診を受けましょうというは

がきを送らせていただいておりますけれ

ども、そちらにＱＲコードで申込フォーム

に飛ぶような仕掛けを行っておりますけ

れども、そういった若年者の方の関心に沿

ったような形で、様々な受診勧奨の取組と

いうのをやっていって、何とか目標値との

乖離を埋めるべく、努力してまいりたいと

思います。 
 続きまして、９番、非肥満血圧高値者・

血糖高値者受診勧奨推進事業でございま

す。 
 こちらにつきましては、非肥満、太って

おられない方の中にも、疾病のリスクがあ

るというところがございますので、中でも

血圧が高い方、血糖値が高い方に対しては、

病院に行ってくださいということで、医療

機関への受診勧奨を行っておりまして、循

環器の疾患等を予防する取組として、やっ

ているものでございます。 
 それでこちらにつきましては、その対象

者の方について、医療機関への受診を呼び

かける中で、目標値としては令和５年度６

０％というのがございます。こちらについ

ては、例えば令和３年度で言いますと７

９％であったり、年度によって違いますけ

れども、一定目標値を超えたり超えていな
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かったりと、そういった状況にございます。 
 こちらについては、特定保健指導がいわ

ゆるメタボ健診に対しての保健指導とい

うところで、肥満の方に対してのものとい

うようなことであれば、一方で非肥満とい

うことで、太っていないけれども、疾病リ

スクがある方に対しての取組ということ

で、両輪で取り組んでいかないといけない

という認識をしておりますので、こちらも

引き続き頑張ってまいりたいと思ってお

ります。 
 それから１０番目、糖尿病性腎症重症化

予防事業委託料等についてでございます。 
 こちらにつきましては、重症化するリス

クのある糖尿病性腎症の患者の方に対し

て、個別対応の保健指導、栄養指導を行う

ことで、腎不全・人工透析への移行、これ

を防止するものでございます。 
 委員からご意見がありましたように、こ

ちら、新規の人工透析移行者数ゼロという

のを目標値として掲げておりまして、こち

らにつきましては、一貫してこの保健指導

の対象になった方というのは、これまで移

行された方というのを確認しておりませ

ん。 
 いわば、移行者ゼロというのを達成でき

ている状況でございます。引き続き、移行

者ゼロを実現してまいりたいと思ってお

ります。 
 最後、１１番目、医療費通知及びジェネ

リックの医薬品の差額通知事業でござい

ます。 
 医療費通知につきましては、奇数月の年

６回、ジェネリックにつきましては、後発

医薬品差額通知ということで、年３回、対

象者の方に送付をし、全体の医療費の実情

を知っていただくことで、適正な受診への

協力を促すという取組でございます。 

 こちらにつきましては、医療費通知の目

標値はございませんが、ジェネリックにつ

きましては、国と同様にデータヘルス計画

においても、８０％の利用率を掲げており

ます。 
 令和３年度の実績で申し上げますと、利

用率が８１．２％ということで、目標値を

上回っている状況もございます。 
 こちらにつきましても、引き続き８０％

を超えるよう、取組を進めていきたいと考

えております。 
 以上でございます。 
○香川良平委員長 ２回目、お願いします。

藤浦委員。 
○藤浦雅彦委員 ありがとうございます。

要望、質問、２回目させていただきます。 
 まず国保を取り巻く社会情勢、いろいろ

要因があります。やはり一番大きな要因は

団塊世代が７５歳になって抜けていく。こ

れが一番大きな、今のところ大きな要因で

す。 
 それから、先ほど言いました令和６年で

社会保険の制度が変わります。あと、社会

情勢です。景気による若い世代が抜け、少

子化がいよいよ上がってくると思います。

そういう良くないというか、非常に難しい

情勢が続くと思うんです。 
 そういう状況であると思いますけれど

も、しっかりと対応してくことが大事だと

思います。これからも見極めや予測をしっ

かりとしていただきながら、取り組んでい

ただきたいということで、お願いしておき

ます。要望としておきます。 
 ２番目、保険料の話です。数字をいっぱ

い言われました。今、激変緩和として１，

２０６円の激変緩和が入っていると思う

んです。それを緩和するための国民健康保

険の保険財政調整基金が結構積み上がっ
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てきました。 
 それで令和５年度もそんなに使わない

感じですよね、これ。ということは残って

しまいます。これは使い道が、あと激変緩

和と保健事業に使われることになってい

ました。決算のときに聞きますと大阪府に

いろいろ申し入れをしているということ

でした。どういう返答になっているのかも

含めて、この基金はどうなっていくのか聞

いておきます。 
 次に、レセプトです。３番目、レセプト

点検について、どれぐらい時期がかかって

いるか聞いたんです。なかなかお答えにな

らなかったんです。大体３か月です。３か

月かかって１回目返ってきて、それで都合

が悪かったらまた３か月かかって、６か月

が大体かかると認識しているんです。 
 このデジタル化という時代に入ってい

る中で、なかなか短くならないと思ってい

ます。業務を簡素化して時間を短縮する動

きは、国としてないのか聞いておきます。 
 ４番目、クレジットカード決済の導入に

ついてです。答弁では導入したみたいに聞

こえましたけれども、まだです。これ、Ｄ

Ｘ化の中でぜひとも、これは何でかといっ

たらポイントについて非常にこだわる人

が多くなってきました。クレジット決済を

するとポイントがたまるのがあります。そ

ういう意味では支払方法の中に、クレジッ

トカード決済も、ぜひとも導入をしていた

だいて、より支払方法を選択できるように

お願いしておきます。要望としておきます

ので、お願いいたします。 
 ５番目、人間ドックの助成費についてで

す。１７１件の目標ということです。令和

３年度では１４６件と言われていました。 
 最初は１万３，０００円だったのが、２

万６，０００円に上げて、そして周知もや

って、だんだん増やしてきて、よい傾向だ

なと思っていました。これは引き続きしっ

かり周知していただいて、さらに上げて、

全体の会員数は少なくなるにしても、人間

ドックは非常によい取組で、特定健診だけ

では発見できないものを発見できるので

す。何年かに１回は人間ドックを受けるこ

とも非常に大事だと思います。これも、引

き続き努力してください。お願いしておき

ます。要望です。 
 ６番目、データヘルス計画に基づいて、

この計画をやられています。これは、健康

せっつ２１と併せて、非常に大事な計画だ

なと僕は認識していまして、その起点にな

るのは特定健診なんです。 
 その特定健診データを基に様々な展開

をしていくということです。まず特定健診

の数字を上げないと、全体の効果が上がっ

てこないと思うのです。まずは特定健診を

今回、令和５年度３１．５％でしたけれど

も、そうは言わずに、もう少し突き抜ける

ような結果を求めて、ぜひとも取り組んで

いただきたい。お願いしておきます。 
 周辺市では、摂津市はなかなかそんな優

秀ではないと聞いています。どちらかとい

うと北摂では低めの位置づけだと聞いて

います。国循も近くにあるし、しっかり、

結果の出せる取組をしていただきたい。お

願いしておきます。 
 その中で、気になりましたのは、未受診

者に対して勧奨するのに、人工知能を使っ

てというものがありました。これどんなふ

うに活用されているのか、聞いておきます。 
 それからあと、それぞれ特定保健指導で

あったり、若年者健診であったりとか、そ

れぞれの取組が大事な取組です。しっかり

取り組んでいただき、第２期計画、検証し

ていただいて、次の計画にもしっかり結果
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が出せる計画になるように取り組んでい

ただきたい。個々はもう言いませんから、

一括してしっかり取組をお願いしておき

ます。 
 それからもう一つだけ、最後に、１１番

目の医療費通知関係のところです。３年間

かけたブラウンバック運動の取組があり

ました。令和３年度で終わりました。これ

はもう、全く何もされないか、１回聞いて

おきます。 
 以上です。 
○香川良平委員長 ２回目の答弁を求め

ます。 
 谷内田部参事。 
○谷内田保健福祉部参事 国保財政調整

基金についての答弁をいたします。 
 基金については、活用方法は激変緩和期

間については、独自の保険料設定にも使え

るということになっておりますけれども、

この経過措置期間を過ぎますと、現在のと

ころは保健需要等に充てるということが、

府の国保の運営方針でも定まっておりま

す。 
 この基金の活用方法については、広域化

調整会議の中でも大分議論になっており

まして、基金がたまっているのに保険料を

上げないといけない、それから黒字がたま

っているのに保険料を上げないといけな

いという状況が、ほかの市町村でもやはり

発生しております。 
 大阪府としましても、その状況は十分に

認識をされておられまして、この基金の活

用について、先ほど申し上げた広域化調整

会議の中で議論がされている状況でござ

います。 
 現在の方向性といたしましては、この基

金、それから黒字を活用して、大阪府の統

一保険料率の抑制に充てていくという方

向性で、今、議論が進んでおるところでご

ざいます。 
 ただしその基金から、各市町村どれぐら

いの額を拠出するのかというところで、そ

の算定の額について様々な議論が行われ

ているところでありまして、やはりこの基

金が積み上がった状況については、各市そ

れぞれの状況がございますので、その拠出

額をどういう公平な額を算定するのかと

いうところで、大分議論がされている状況

でございます。 
 今後、令和５年度に入りましても、早急

にそういった議論が進んで、６年度以降の

大阪府の統一保険料率の抑制に使ってい

くということになってこようかと思って

おります。 
 本市といたしましても、その広域化調整

会議の中で、きちんと摂津市の置かれてい

る状況については意見をし、府全体で保険

料抑制していくための拠出金として、一番

よい方法がどういうものなのかというと

ころは、きちんと議論を注視していきたい

と考えております。 
 それから、３番目のレセプト点検の件で

ございます。 
 時間については少し答弁が漏れており

ましたけれども、委員おっしゃっていただ

いていますように、３か月程度の時間を要

しております。 
 国全体の動きということで、２回目のご

質問でございますけれども、国としてそう

いった運用面で、こうしていきなさいとい

う指針や助言等というのは、今のところ国

からは出ておりませんけれども、連合会に

様々な事務運用について、市町村の意見を

申し出る場がございますので、そういった

ところで国保連合会と調整できる部分は

調整をし、被保険者の方にとって利便性が



- 77 - 
 

上がるように、取り組んでいきたいと考え

ております。 
 以上です。 
○香川良平委員長 畑原課長代理。 
○畑原国保年金課長代理 ６番目のご質

問と１１番目のご質問の２回目のご答弁

をさせていただきます。 
 まず６番目の特定健診の未受診者対策、

こちらのＡＩについてはどういった活用

をされているのかというお問いでござい

ます。 
 こちらの未受診者勧奨で、ＡＩ技術を活

用した取組というのは令和３年度から実

施をしておりまして、こちら大阪府の国保

連合会が府内市町村に呼びかけて、人工知

能に関する特許技術を持った、そういう民

間会社のほうと組んで、より受診率を高め

るべく、未受診者勧奨のはがきの送付を行

う取組を募集して、本市も手を挙げさせて

いただいて、取り組んでいるものでござい

ます。 
 それで、こちらの民間会社が、様々な保

険者の受診勧奨の取組をしておりまして、

そこで様々な健診のデータを積み上げて、

実際に、例えば問診票でどういうお答えを

された方が、より健診を受けやすい方なの

かといったようなことであるとか、様々そ

の問診票以外にも、健診の結果からより受

診率を高めるためのはがきを送るために

は、より受けやすい方に送るほうが効果と

しては高いというところで、その優先順位

をＡＩ技術を使って、特許として持たれて

いる、そういった民間会社のノウハウを活

用させてもらって、今回、令和３年度以降、

３年度と今年度、２年度にわたって、優先

順位の高い５，０００人の方に年２回はが

きを送るというような取組をしておりま

して、そういったＡＩの活用をさせていた

だいているというものでございます。 
 １１番目の医療費適正化に絡んで、服薬

適正化の取組、こちらは今どうなっている

のかというお問いでございます。 
 委員ご指摘のとおり、服薬適正化プロジ

ェクトということで、令和３年度までの、

令和元年度、令和２年度、令和３年度で、

ブラウンバッグであったりとか、服薬の履

歴書を送る取組というのを、これは民間委

託のもと、やってまいりました。 
 それで令和４年度からは、自前で国保デ

ータベースシステムという健診であった

り、医療費のレセプトデータが入ったシス

テムがございますので、そこからまず複数

医療機関を受診されて、かつ６０歳以上、

それから６種類以上の服薬をされている

方で、長期の処方日数１５日以上といった

条件設定をさせていただいて、そういった

ことに該当された対象者の方の抽出を行

いまして、今年度についても２２名の方に、

「お薬についての大切なお知らせ」という

ことで、啓発リーフレットの送付を行って

おります。 
 それで令和５年度については、この２２

名の方が、その後薬局へ行かれて、調剤費

がどう変わったのか、この辺りについては

追跡調査をさせていただけたらと考えて

いるところでございます。 
 以上です。 
○香川良平委員長 藤浦委員。 
○藤浦雅彦委員 それでは最後にします。 
 まず保険料、基金の考え方につきまして

は、よく分からないようなことでございま

す。とにかく大阪府に物申していただくと

きには、有効に活用した上で、保険料、ち

ょっとでも抑えてほしいとしっかり伝え

ていただきたいので、よろしくお願いしま

す。 
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 ３番目のレセプト点検です。本当はデジ

タルを使って、業務改善とか早くできたり

すると思うんです。これも声が上げられる

場合があれば、ぜひとも声を上げていただ

いて、ＡＩだとかいろいろ使って、デジタ

ルでやればいいと思うんです。その辺を訴

えていただきたい。 
 それから、ＡＩ、どんどん使ってやって

いただきたい。それで最後にもう一回申し

上げます。このデータヘルス計画、しっか

り検証していただいて、時期計画にしっか

りつないでいただくことをお願いしまし

て、質問を終わります。 
 以上です。 
○香川良平委員長 本日の委員会はこの

程度にとどめ、散会します。 
（午後５時８分 散会） 
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